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                                 ９：５９開議  

 

○ 山口智也委員長 

 皆さん、おはようございます。連日、大変お疲れさまでございます。 

 まず本日の進行についてなんですけれども、私のイメージとしましては、できれば教育

委員会、きょう終われるといいなと思っています。少なくとも議案は全て終わっていきた

いなという思いがございます。十分な審査をしていただくというのは大前提でございます

けれども、ぜひとも進行にご協力をいただければありがたいと思っております。 

 それで、昨日、留保しておりました件につきましては、資料のほうが整いましたので、

まずその説明の部分から入っていきたいと思います。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 学校教育課長の上浦です。どうぞよろしくお願いします。 

 きのう何点か追加の資料のほう、ご請求いただきましたので、説明をさせていただきま

す。タブレットのほうでございますけれども、03の01、07の③教育委員会（追加資料）、

３月２日追加というところに入れてございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 教育委員会のフォルダーの07ですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 07の③でございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 ③。更新ボタンを押してもらわないとあかんかな。出ない場合は右上の更新を押してく

ださい。07③教育委員会（追加資料）という、３月２日追加分というところをお開きくだ

さい。 

 

○ 山口智也委員長 

 よろしいでしょうか。それでは課長、よろしくお願いします。 
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○ 上浦学校教育課長 

 では、よろしくお願いします。では、めくっていただきまして、２ページでございます。

そこはきのう中学校給食の調理配送業務の業者選定のことについて、以前の経緯をはっき

りさせるべきだというふうなことでご意見いただきましたので、その当時の議事録をそこ

に載せさせていただきました。 

 これは平成25年２月定例月議会の一般質問で、森康哲議員のほうからご質問いただいて

いるところでございます。森議員のほうからは、要は既存の業者を除いてほかの入札をす

るべきである等々、こういうふうなご質問をいただいております。それに際して、当時、

田代教育長のほうが次のように答弁をしているというところなんですけれども、そこの２

行目あたり、１行目後ろから、まず、一般的に事業実施におきまして、市が業者を選定す

る際に市内業者の受注機会の確保とか育成のためには、市内業者を一定優先するのが原則

でございますけれども、市内では受注できる業者がいない場合や、受注できる業者が１者

しかない、いわゆる競争性が担保できない場合は、近隣市の業者も入れて選定するのが一

般的であるというふうに認識しています、このように答えております。 

 そして、平成22年度――これはこのときのその前の業者選定のことなんですけれども―

―の場合は、公募型のプロポーザル方式で行っておりまして、現在委託している市外の業

者と市内業者１者の合計２者から応募があり、両者とも議員ご紹介の３ブロック全ての受

注を希望していたという経緯がございます、と。当時は３ブロックでやっていたというこ

とで、これは先行５校をやっていましたので、そこを中央ブロックに組み入れて、あと少

し足したのと、あと南部と北部と、こんなふうに３ブロックでやっていたというふうなこ

とです。 

 それで、選定に当たりましては、当然事業者の信用状況等々を審査して、その結果、市

外の業者が３ブロックを受託すると、こういう経緯がございます、と。このときもこの同

じ業者が３ブロックを受託すると、そういうふうになったというふうな経緯がございます。

このようなやりとりをしていただきました。 

 めくっていただきまして、ここはちょっと外れるんですけれども、森議員のほうから引

き続きましてご質問いただいて、これは要は税の公平性から見ても、現在の制度は支持し

ない、見直すべきだというふうなご意見をいただいた。それに対しまして、教育長のほう

が、来年度開催する中学校給食に関する懇談会の中で取り扱うことになると、ここから要
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は今の食缶給食のものが始まっていったと、そういう経緯でございます。 

 先ほどの業者選定にかかわりましてはもう一つございまして、４ページをごらんくださ

い。これは同じく平成25年２月定例月議会の予算常任委員会教育民生分科会の議事録の抜

粋でございます。このときのやりとりで、学校教育課長のほうから、この記録の前に、要

は南北２業者に委託すると、本年度は、今回のことに関しては南北２業者に委託するとい

う説明がございました。それを受けての話なんですけれども、委員のほうから、２段落目

ですけれども、あと、もう一つ、南北の２業者に委託するということを検討しているとい

うのは、例えば前回みたいに１社しかなければ、それは１社の可能性も十分あるというこ

となんですか。何としても２社に分けたいんだと、そういう話なのか、というふうなお尋

ねがございました。 

 それに対して、学校教育課長のほうが、２社にすることによって、競争してデリバリー

給食を提供するというメリットが出てくると思われる。できれば２社にしたいと考えてお

りますが、結果的に１社で南北両方ともやるということはあり得ますと、こんなふうな説

明をしてございます。 

 結果的にはこれは１社になったというふうな、そんなことでございます。 

 めくっていただきまして、それで今回のこのプロポーザルの実施要領のほうを抜粋して

載せさせていただいたんですけれども、このようなことがありまして、今回のほうも同様

の形で募集要項をつくってございます。関係部分だけそこに抜粋させていただいたんです

けれども、一番上ですけれども、募集は市内中学校北部、南部の二つのブロックに分けて

行い、それぞれ選考します。応募は両方にすることができます、このような形で募集をか

けております。 

 そして10番の業者選定方法については、公募型プロポーザル方式によると、こういうふ

うな形でやるということ。 

 それから、めくっていただきまして、６ページでございます。審査方法、決定及び通知

については、提出された提案書、それからプレゼンテーション、ヒアリングの結果をもと

に審査・選定を行って、最優秀提案業者を決定するというふうな、こういうふうなことで

実施要領をつくりまして、これを業者に投げかけたということでございます。 

 その結果、きのうここでご説明申し上げたように、今回１社からしか応募がなかったと。

こちらから以前に応募していただいた業者のほうにも声をかけさせていただいたんですけ

れども、結果的に１社となって、そこがプロポーザルを行って、そこが実施することにな
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ったと、そういうふうなことでございます。 

 まず１点目、中学校給食の調理・配送業務の委託に関して、経緯は以上のとおりでござ

います。 

 続けてよろしいでしょうか。 

 

○ 山口智也委員長 

 はい。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 続きまして、これは豊田委員のほうから言っていただきました今後の中学校給食、この

食缶給食にかかわっていくんですけれども、教育委員会としての考えはどうかというふう

なことであったと思います。 

 これにつきましては、豊田委員のほうから、最初に追加資料をいただいたときにきちん

とその趣旨を理解せず、ちょっとピンぼけのような資料を出してしまいまして、大変申し

わけありませんでした。改めて説明させていただきます。 

 資料が７ページと、それから関係する資料８ページと、２ページございます。同じよう

なものなんですけれども、まず７ページのほうは、右肩を見ていただきますと、これは第

６回の教育委員会会議に出した資料、平成28年４月13日の教育委員会会議に出した資料で

ございます。そしてもう一つの資料は、平成28年４月21日、教育民生常任委員会協議会資

料と。ですので、これは前の教育民生常任委員会の協議会のときにこちらで説明させても

らった資料というふうなことでございます。 

 それで、教育委員会としての考えということにつきましては、両方とも１番の基本方針

というところを見ていただけたらと思います。ここに教育委員会の考えをまとめてあると

いうふうにご理解いただきたいと思うんですけれども、その両者をタブレットで二つ見比

べていただくのは難しいと思うんですけれども、最初の７ページのほうは、これは中学校

給食検討会の答申を受けて、基本方針をこのような形でということで、原案として提案さ

せてもらったということです。 

 その後、この４月13日の教育委員会会議で教育委員の話、議論をしていただいて、修正

したものを８ページのようにまとめたというふうなことでございます。ですので、ちょっ

とその違いについて説明をさせていただきます。 
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 ７ページと８ページとを見ますと、８ページのほうが少し追加になっている部分がござ

います。８ページのほうをごらんください。追加になった部分、主に大きく２カ所ござい

ます。上のほうの、一番初めのほうですけれども、生涯にわたって、健全な食生活を送る、

その次なんですけれども、心豊かな“よっかいち人”を育むことができるようにと、この

文言がまず追加されているということです。これは議論の中で、要は単に給食、食べ物を

提供するだけではなくて、教育の一環として給食を捉えると、そういうふうなスタンスで

行くべきだというふうな教育委員の議論がございました。ですので、このような形で、心

豊かな“よっかいち人”を育むことができるようにと、給食に重みを持たせているんじゃ

ないかと、そんなふうに思いますけれども、まずこういう文言を追加したといったところ

に、一つ教育委員会としての意見というか主張があるというふうに思います。 

 もう一点は、２段落目の最後のほうなんですけれども、４行目の真ん中ぐらいです。食

に関する指導を継続的・計画的に行えるようと、ここも追加した部分でございます。これ

は食缶方式を目指すための目的というところなんですけれども、議論の中で、全員給食に

するのはわかると。ただ、なぜデリバリーの全員給食ではなくて、食缶給食による全員給

食なのかと、そんな話もございました。なぜ食缶なのかというところでこの目的が追加さ

れたんですけれども、要は食に関する指導を継続的・計画的に行えるよう、このために食

缶方式の導入を目指すんだと、この文言を追加したということです。 

 ですのでそこに書いてありますように、教育委員会の考え方としましては、子育て支援、

それから全国の中学校給食実施状況、これは多くの自治体でも行われていると、そういう

のを勘案しながら、食に関する指導をしっかりやっていくと、そういうことを考えて、食

缶方式の導入を目指すと、こんなふうにしたということでございます。 

 以上がこの教育委員会の中学校給食に関する食缶方式に移行するというところのスタン

スというふうにお考えいただけたらと思います。 

 続けてよろしいでしょうか。 

 

○ 山口智也委員長 

 はい。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 続きまして、森康哲委員のほうから、羽津中学校の学校医の報酬、これについてご請求
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いただきました。これは羽津中学校は大変少ない回数であったということもあってのこと

だと思うんですけれども、そこに書かせていただいたとおり、基本額24万6200円。人数割

で１人670円ですので、496名、生徒がおります。ですので、そこが33万2320円。合計57万

8520円ということでございます。費用弁償等はございません。 

 以上でございます。 

 なお、羽津中学校のほうに、なぜこのように少なかったのかというあたり、聴取をいた

しました。その結果も申し上げるんですけれども、これはやはり学校からの働きかけが大

変少なかったというふうな反省をしてございます。ですので、もう少し働きかけていくよ

うに、来年からそんな方針であるし、こちらからもその辺は強く指導していきたいという

ふうなことでございます。私どもとしましては、きのう申し上げたように、学校からの働

きかけをしっかりやるというふうなことで周知してまいりましたけれども、何校かちょっ

とそんなふうなことになっていかなかったということを反省しておりますので、今後また、

きのう申し上げたように、しっかりそのあたり学校のほうに働きかけていきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上ですが、もう一点、済みません。きのうの資料で１点訂正をしていただかな

ければいけないことがありました。大変申しわけありません。そのほうを説明させていた

だきます。 

 きのうの追加資料でございますけれども、タブレットですと03の01、07の①教育委員会

（追加資料）、３月２日差替というところをごらんください。よろしいでしょうか。 

 

○ 山口智也委員長 

 よろしいでしょうか。 

 お願いします。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これはデリバリー給食の全員喫食のアンケートの結果の保護者のまとめのページでござ

いますけれども、そこの問１、あなたのお子様は今月までにデリバリー給食を利用したこ

とがありますかと。 

 

○ 山口智也委員長 
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 課長、何ページですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 済みません。16ページです。最後のほうでございます。申しわけありません。よろしい

でしょうか。 

 そのアンケートの問１なんですけれども、ここを利用したことがあるか、ないか。これ

はきのうはあるが54％、ないが46％となっていたんですが、これは逆でございました。済

みませんでした。あるが46％、ないが54％。 

 もう一つ、その下、問２も逆になっておりまして、今後利用させたいと思うかどうかと

いう問いに対して、きのうは思うが34％で、思わないが66％だったんですけれども、これ

が逆で、思うが66％、思わないが34％ということでございます。グラフ、逆になっており

ました。大変申しわけありませんでした。訂正させていただきます。 

 以上でございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 資料のつくり方、きのうの質疑にもありましたので、しっかり正確な情報をお願いいた

します。 

 それでは、先ほど説明あった部分から質疑をお願いしたいと思います。 

 

○ 豊田政典委員 

 資料いただきました。森委員、時間かかりそうなので、先にやらせていただきます。 

 平成28年４月の資料をいただいたんですけど、私が求めている内容には全く答えられて

いないと思っております。これ、きょうの資料だけ読むと、食育を全面展開したいのでや

りたいということなんですが、それはそれでわかります。食育という観点で導入する。 

 私が求めているのは、同じことばっかり言っていますけど、既に中学校給食を始めてい

た自治体が数ある中で、四日市市は長年にわたって議会や市民の声があるにもかかわらず

食缶方式を導入してこなかった歴史がありますよね。そのときに、本会議でも委員会でも

そういうことは出ていたけれども、導入しない理由というのをさまざま語ってきたと思っ

ております。それは例えば財政的な理由であったり、あるいは学校現場の意向であったり。

学校現場じゃないわ、児童生徒、それから保護者、教職員の意向であったり、あるいは学
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校現場の受け入れ態勢だとか、いろいろな課題があるので、導入には踏み切れない。課題

なのか、いろんな理由があってやらなかったと思っております。 

 これで今回、田中市長から森市長になって導入するに際して、そのさまざまな理由をど

のように転換して導入に踏み切ったか、そこを整理してくださいと僕は言っているわけで

す。食育は一つの理由だとは思いますけれども、それは一つにすぎなくて、今までやらな

かった理由にはならない。 

 もうちょっと余計なことをしゃべるとすれば、食育はわかりますよ。だけどかつてこん

な議論もありました。なかよし給食導入のころに、反対市民の中から、給食室がなくなっ

たら食育できなくなるじゃないかと、そんな議論があった。だけど教育委員会は、そんな

ことはないんだと。調理場がなくても食育は別の形で十分できると。逆のことを言ってい

たわけですよ。ある意味。食べるものは違っても食育はできるはずだし、同じものを食べ

たり調理場があるのが、共同調理場へ見学に行くのかわかりませんが、そのほうがいいと

いうのもわかるけれども、それは全ての理由にはならないと僕は思っていますし、余計な

ことを言ったので混乱するかもわかりませんが、とにかく今までやらなかった理由を整理

して、今回そのそれぞれの理由項目についてのけじめをつけてほしいということです。 

 議会の中にも、全員が食缶方式の中学校給食、全員給食に賛成なわけではない。私はど

ちらかというと反対の立場なんですけど、それを乗り越えて、皆さんが提案するので、市

長が提案するので賛成しようと思っているのに、それをきちんと説明してくれなければ賛

成のしようがない。だから資料をつくり直してください。申しわけないとは言わない。こ

んなの答えになっていないですよ、全く。 

 ほかの委員、どう思いますか。僕は全然なっていないと。 

 

○ 樋口博己委員 

 ちょっと豊田委員の発言の中で、田中市長から森市長にかわったから食缶給食が決まっ

たわけではないんですよね。田中市長時代の話を整理してほしいという話ですよね。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 樋口博己委員 

 ああ、田中・井上時代。だから森市長は関係ないですよね、これは。以前から表明され
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てみえた話なので、そのまま踏襲したということですもんね。その辺だけちょっと。市長

がかわったから変わったみたいな雰囲気だったもので、済みません。 

 

○ 豊田政典委員 

 僕が知る限り、井上市長時代があって、やらなかった。議論はあった。田中市長時代も

ずっと意見はあったけどやらずに、去年の６月にようやく踏み切った。それを受ける形で

森市長が時期を明示した。だから森市長にかわったから変わったわけじゃないと思うんで

す。市長がかわろうがかわるまいが、教育委員会の責任において、判断においてやらなき

ゃいけないことなので、教育委員会の見解を求めようということです。 

 

○ 山口智也委員長 

 では教育委員会、食育の目的以外に、今回方針を転換というか、ここに踏み切ったとこ

ろの整理、改めて資料の整理というご要求でしたけれども、どう対応されますか。 

 

○ 森 康哲委員 

 私の認識では、昨年度、中学校給食検討会のほうから答申が出て、その答申を受けて市

長が判断された経緯があったと思うんですけども、それはどこに行っちゃったんですかね。

市長判断だけでという前に、答申を受けてというのがありましたよね。ありますよね。改

めてその答申の資料も出していただいたらいいんじゃないですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 中学校給食検討会の報告書については以前お配りしたかなと思うんですけれども、きょ

う配らせていただいた資料の７ページのほうに、基本方針のところに、平成28年３月に出

された中学校給食検討会報告書の提言を尊重し、ということがございますので、これを踏

まえて教育委員会としてはこのような形で食缶方式に踏み切るというふうな決断をしたと

いうふうなことですので、検討会を受けて教育委員会でその議論を深めていったと。そし

て食缶方式を導入すると決めて、そして要は議会に報告させてもらったものを出させてい

ただいて、これをまた同じものを総合教育会議にかけて、田中市長の決断に至ったと、経

緯としてはそういうことでございます。 
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○ 山口智也委員長 

 ということですが、豊田委員、先ほどの説明に対してはどう思われますか。 

 

○ 豊田政典委員 

 きのうも言ったように、報告書は報告書ですよ。こんなのは参考意見ですよ。外部委員

なんていうのは。求めているのは、それは尊重するけれども、各種委員会全部そうですよ、

最終的に判断するのはその部局。今回は教育委員会。教育委員会が責任と判断をもって

我々に提案するわけだから、議論を深めていったというのであれば、その深めていった結

論の部分をわかりやすくまとめて出してくださいということを言っている。 

 もしくは、もっと言えば、教育委員会会議できちんと提案して議題にして判断している

のが筋だと思うんです。そのときの資料でもいいですよ。そんなのがあるはずだから。な

ぜ方針を変えて、食缶方式に踏み切るかという提案をしているでしょう。資料をもって。

それならすぐ出るじゃないですか。それを出してくださいよ。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 きょう出させていただいた……。私どもとしても、委員のおっしゃっていることについ

て、今回、教育委員会会議で出させてもらった資料、これが７ページの資料でございます。

こんな形で出して、そしてその議論の中からこうやって変えていったと、そういう説明だ

ったんですけど、ちょっとそれでは不十分なんでしょうか。 

 

○ 豊田政典委員 

 教育委員会は通っても教育民生常任委員会は通らないですよ、こんなもん。僕の言って

いること、わかりますよね。きのうから同じことを言っているので。わかりませんか。わ

からなければ聞いてくださいね。 

 口頭で答えてくださいよ。いろんな議会、市民の意見がありながら、なぜ長年、四日市

市は食缶方式、全員給食を実施してこなかったんですか。課長、全部知っているわけじゃ

ないでしょうから、わかる方でいいんですけど。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これは、先ほどの森委員にご請求いただいたところの３ページで少し出させてもらった
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んですけれども、このように議員のほうからたくさん中学校給食について今のままでいい

のかと、変えていく必要はないのかというふうなご質問、ご意見等いただいてきたと。そ

して、これは平成25年度のことなんですけれども、そこからさっき申し上げたように懇談

会の中で取り扱って、それが検討会になって、そして教育委員会で決めていったと。 

 ですので、このあたりから、やはりこれは見直していかなければいけないというふうな

こちらのスタンスで、そういうふうな手順を踏んできたというふうにご理解いただけない

でしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 豊田政典委員 

 もう一回ね。ちょっと長くなりそうなので、簡単にしますけど、課長、教育委員会にい

たり現場に行ったり戻ったりしていますけど、僕の記憶だけでも、市議会議員が選挙公報

を書きます。そこに中学校給食と書いている人は、もう前の前の前ぐらいから何人もいま

したよ。だからその議論はずっとあったわけです。昔から。だけど導入しなかった。その

理由があるでしょうと。 

 それを、こうだからできないと、それで今回はこうなったからできるというふうに変わ

ったわけや。そこをちゃんと整理せいと言っているわけです。整理してください。で終わ

り。 

 

○ 樋口博己委員 

 私もそういう以前の考え方で、何かの理由で変わって、こういう経過というのは私も明

確にしていただきたいと思っています。やっぱり資料でもらいたいなと思っています。口

頭ではなくて。 

 もしあれだったら、森委員も質疑していただいて、休憩のタイミングでちょっとその資

料の扱いをどうするか、少し調整いただきたいなと思うんですが、どうでしょうか。 

 

○ 山口智也委員長 

 それじゃ、一度ちょっと教育委員会と相談させていただきます。 

 じゃ、続けて森委員、お願いします。 
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○ 森 康哲委員 

 資料、出していただいたんですけれども、これだけじゃなくて、ここも行き着くまでの

やりとりや、またヒアリングの中でのやりとりとか、いろいろあった上でこういう発言に

至っていると思うんですよ。地産地消のことや、また市内業者の育成のこと、そしてきの

うも発言させていただいたように、災害時のセーフティー、そういうところをいろいろ考

えると、１社ではどうなのかという見方と、あと地産地消の観点から市内業者、顔の見え

る業者と言ったほうがいいのかな、近くの身近にある業者さんにしていただいたほうのが

より親近感が湧くでしょうし、一番望ましいのは小学校みたいに自校調理方式ですね。給

食の職員の顔が見えるところでつくっていただいた食事を子供さんたちが食べると。それ

が望ましいよという話をさせていただいたと思うんです。 

 その中で、その選定の方法についていろいろ議論をした経緯があると思うんですけども、

もう一度お尋ねしますけども、なぜこの委員会にも選定の方法や、また結果等が報告がな

されなかったのか教えてください。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これは先ほど申し上げるべきだったんですけれども、この辺、議会でこうやっていろい

ろご議論いただいたと。そして議員の関心も高い案件でございました。ですので、このあ

たりは事前に報告するべきであったと思っております。大変申しわけありませんでした。 

 ですので、今回出させていただいた資料は、きのうはどういう経過で今回のこういうふ

うなプロポーザルに至ったかというふうなことで、その根拠として前回のやりとりの中で、

こういうふうな方向でというふうなことでご認識いただいているというふうな前提で今回

やらせていただいたと、そんなつもりでさせていただいたというふうなものでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 申しわけなかったではちょっと納得がいかないんですけれども、前段でこういうやりと

りがあった上で、やはり食缶給食に切りかわるタイミングも出てきているわけですよ。業

者さんのほうも当然、設備投資のことも考えるでしょうし、３年後にはどうなるかわから

ん事業を今、じゃ、投資できるのかといったら、それは難しいでしょう。だけどそれを踏

まえた上でプロポーザルにしないと、結果は見えていると思うんですけどね。当然。 
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 民間業者なんですから、利益がどれだけで、投資した分、回収できないような事業には

当然乗っていけないですよ。そういうのをわかり切っておって、プロポーザルで出したと。

そこに問題があると思うんですけども、そういうことを議論すら私らはできなかったわけ

じゃないですか。今回こういうふうな形で出すけれどもという相談すらなかった。それは

非常に残念なんですけど、余りこれに突っ込んでも解決には向かわないので、最後、教育

長から一言もらいたいんですが。 

 

○ 葛西教育長 

 教育長の葛西です。今回、このプロポーザルの件につきまして、過去の経緯があり、ま

た、議員の皆様の関心の高いところで、このことについてはやはり私どもきちっと重く受

けとめて、事前に出すべきだったと、そのように思っております。 

 今後、この場でいろいろ議論いただいたものにつきましては、委員長、副委員長の皆さ

んに相談もしながら、どうしていくべきかというふうなことで、さらに私どもの情報提供

を的確にできるように努めてまいりたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

○ 山口智也委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 じゃ、羽津中学校の件を。 

 

○ 森 康哲委員 

 じゃ、中学校の資料のほうで、医師、学校医のほうの報酬の見込みの額を出していただ

いたんですけれども、基本額と人数割というのが書いてあって、その金額が示されていな

かったんですね。実際に幾らというのがわかる資料でちょっとびっくりしているのは、年

間57万8520円支給されていて、実施は３回だったんですよね。今のところ平成28年度とい

うのは、これは３月に来ていますけれども、今現時点での数字だと認識しておりますけれ
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ども、そういうことでいいんですよね。確認ですけど。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 おっしゃるとおりでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 これが、じゃ、安いのか、高いのかちょっとわからないんですけれども、ほかの学校と

比べると、実施回数を見る限りは僕はちょっと高いんじゃないかなと感じたんですが、ほ

かの学校、10回以上やっているところはたくさんあると思うんですよ。いろいろな取り組

みをされているところは。そこと基本額と人数割というところだけで金額が決まっている

というのは、これは何か理由があるんでしょうか。実施回数に比例はしないんですよね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 この人数割というのは、やはり健康診断等、学校によって人数が違いますので、それに

対する数字だと思うんですけれども、これは前から、本当に以前より議会のほうからも指

摘いただいているように、法律に基づいていろんな職務を学校医等がやっていかなきゃい

けないというあたりのところが少しおろそかになっていた――保健指導等ですけれども―

―のでそのあたりのところをきちんとするようにというふうなご指摘をいただいています

ので、そんなふうに取り組んできたんですけれども、さっき申し上げるように、この学校

に関してはなかなか働きかけがうまくいかずに、このような状態になったというふうなこ

とでございます。 

 ぜひこんなことがないようにしていきたいと再度申し上げたいと思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 これは校長先生の責任の範疇になるんですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 責任といえば、学校活動ですので、校長になると思うんですけれども、あと養護教諭の

ほうから働きかけるということがもっとあってもいいかなというふうなこともございます。

ですので、このあたり両者ともにそれぞれの機会を捉えて再度、話をしていきたいという
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ふうに思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、ある校長は積極的に校医さんに働きかけて、もっと指導してくださいよと

やられたところはたくさん来ていただいて、報酬は同じと。だけど余り関心を持たずに働

きかけなかったところは、悪い言い方をすると、働かずに報酬だけもらうところがあると、

そういうことになってしまうので、非常にまずいと思うんですが、それを防ぐためにはど

ういうふうな。何か基準をつくらんといかんと思うんですが、その辺の考えってないんで

しょうか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これは前も申し上げましたように、課題の一つとして、学校間の格差があると。だから

たくさんやっているところもあれば、若干そうではないところがあると。それはもう去年

までのそういう実態がわかってきたということですので、各学校に、こういうことをして

くださいということをかなり具体的に示して、そのような形でやってもらったところは今

回、大分やってもらったということですが、それが浸透していない学校については以前の

ままであったというふうな状態でございますので、いま一度、去年のもう一回そういう具

体的な方法について学校に周知をしていく、そういうことが必要かなというふうに思って

おります。 

 １年ではなかなか浸透しなかったということで、もう少しかけてきちんとやっていきた

いというふうに思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 浸透しなかった学校へのペナルティーはないんですか。職務怠慢じゃないんですか、こ

れは。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 ペナルティーということは考えておりませんが、例えば校長に対しては校長会で何回か

話をさせていただきました。それから養護教諭については、今度また３月の初めに、もう

少ししたら養護教諭研修会があるんですけれども、例えばそういう機会を捉えて、具体的
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に話をしてまいりました。 

 ですので、そういうことをもう一回きちんとやるというふうなことと、それからもう少

し機会をふやして、このことについて話をしていきたいというふうに思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 もう一度聞きますけれども、これは学校サイド、校長先生のほうに責任があるんですよ

ね。要請したんだけど、校医さんの都合がつかずに、保健指導とかに来ていただけなかっ

たわけじゃないんですよね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 責任といいますとちょっと、全て校長にあるということではないと思うんですけれども、

これは、今申し上げたように医師会のほうに教育委員会のほうからもご説明をしてご理解

をいただくというふうなこともきちんともう少しやらないかんと思いますし、学校のほう

からももう少し校医さんのほうにお願いをしていくということをきちんとやっていかなあ

かんというふうに思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、教育委員会のほうから直接校医さんのほうへ働きかけて、この日に指導に

来てくださいよという例があるんですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 今申し上げたのは、総括的なことで、詳しい日程とかそういうことはもう学校の、学校

教育活動でありますので、それは学校のほうで調整するんですけれども、学校から働きか

けがあったら必ずそれに応えていただきたいというふうな、そういう総括的なことを、そ

ういう医師会の会議のほうでこっちからお願いすると、そういう意味で申し上げました。 

 

○ 森 康哲委員 

 昨年までに指摘があって、活用を促進するように指示・指導があって、やらなかった学

校が結果として出ているということだと思うんですけれども、それに対してのペナルティ

ーがないのはおかしいんじゃないですか。 
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○ 上浦学校教育課長 

 きのう電話でそうやって聴取をしたわけですけれども、この働きかけができなかった理

由であるとか、もう少し、別の学校もありますので、いろいろ、もうちょっと細かく原因

のほうを究明した上で、どのようにしていくかということを今後、考えていかなあかんか

なと思っています。 

 

○ 森 康哲委員 

 市内の子供たちの中で、学校によってそんな不公平感があるような指導がまかり通るの

は、ちょっとおかしいと思うんですよ。これ、給食でいったら、全市で実施するのに、こ

の学校だけ給食を実施しなかった、それと同じようなことになるので、大事ですよ、保健

指導も。子供たちの健康面とか、ワクチンの話や発育状態や、いろんな悩みを持っている

のを、やはり専門家に見てもらうというのは大事なことやと思うんですけども、それがほ

かの学校より少ない。機会がない。 

 

○ 豊田政典委員 

 これは多分、かなり深刻な話で、僕の理解が間違っていないか確認したいんですけど、

きのうから出されている表が十数項目あるじゃないですか。内容がね。そのうちの幾つか

は、僕が言っている別料金のものなんですよ。それも一つですよ。内科健康診断。人数割

のもの。だから会計メニューが、会計表が別のものの一つ。違いますか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 きのう申し上げたように、学校に関しては、就学時健康診断、これについては別途支払

いをさせていただきますが、あとは総括的にお支払いしているということです。 

 

○ 豊田政典委員 

 就学時健康診断は別費目のもんだけど、これはそのもろもろのものの中の、ここに書い

てもらったように基本額プラスアルファの人数割りの一つだという理解ですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 
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 そのように考えていただいてもいいかと思います。 

 

○ 豊田政典委員 

 じゃ、そこは僕の勘違いですけど、だとしても別料金はあらかじめ設定されているわけ。

内科健康診断については。だからやればやるほど金がもらえる。プラスアルファで。だけ

どそれ以外のもろもろのほうの衛生指導とかそういうものは、やっても金がふえないもん

で、やらない場合がある。その部分は全くやっていないわけ。基本額の部分はね。基本額

24万6200円のものは、何もしなかったということなんです、これ。羽津中学校の校医は。

そういうことでしょう。金だけもらって何もしなかったということやろう。内科健康診断

以外は。 

 だから24万6200円は、支出はするかもしれないけど、内容がない。これは予算審査です。

これは平成28年度だけど、平成29年度も同じ金を払われようとしているという提案。だけ

ど何もしませんよという提案ですよ。このまま行けば。そういう理解でいいですか。 

 

○ 山口智也委員長 

 課長、働きかけを強化していくというご答弁はあるんですけれども、それだけでは不十

分だということだと思いますので、今後、先ほどの答弁以上に、どういうふうにそこを改

善していくのかというところを明確に答弁いただきたいと思います。 

 ちょっとこの答弁も一度整理していただいて、後ほどまた改めて答弁をお願いしたいと

思います。 

 それでは、続けたいと思います。この件は一旦留保……。 

 

○ 土井数馬委員 

 さっきから聞いておりますと、教育委員会のほうが食缶方式に変えたと。その理由は食

育だけでは私も違うかなと思いますけれども、これは想像ですけれども、教育委員会とし

ては、弁当からデリバリー給食に変えていったときには、最終的にはこの食缶給食にして

いこうという思いはあったわけなんでしょう。あったのか、なかったか、ちょっとまず聞

かせていただきたい。 

 

○ 葛西教育長 
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 平成19年のときに、これは楠町と合併したときに、当然、食缶給食ということは議論を

されています。そのときに……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 葛西教育長 

 平成17年度のときの後の教育制度を整えていくという、そういう会議の中で、給食をど

うしていくかというふうな議論がございました。その中の一つに、やはり財政状況がとい

うふうなものが明記されておりました。これがあるので、一つには財政状況が厳しいとい

うふうな、たしかそういう表現だったと思うんですけども、そういうふうなこともござい

ました。それから、同時に子育て支援の面としてもやはり今後は考えていかなきゃならな

いというふうな、そういうふうなことも入っておりました。また、家庭弁当の重要性、そ

れもこの中には入っておりました。そういうふうなことを勘案した中で、デリバリー給食

というふうな位置づけになっていったのかなというふうなことを思います。それで、やは

りそれをしたと。そしてこのデリバリー給食に取り組んだと。 

 取り組んで、喫食率の問題、それから味の問題、それからどう工夫してもなかなか達成

できないのは、やっぱり冷たさの問題、これが克服できないという問題。その中で、やは

り温かいものを食べさせてやりたいというふうな、そういうふうな思い。だからそういう

ふうなものが積み重なっていって、そして議員の皆様ともこの場でも、そして一般質問、

あるいは代表質問等の中で話がされていく中で、食缶給食というところへ醸成されていっ

たと。そしていわゆるそこにやはりさらに投資をしていこうと、四日市の子供たちに投資

をしていこうというふうな、そういうふうなことがあって、私どもとしましても平成25年

度の中学校給食懇談会、そして平成27年度の中学校給食検討会というふうな、そういうふ

うなことの中で徐々に積み重ねていって、最終的に平成28年の４月に全員喫食を前提とし

た食缶給食と、そういうふうなところへ行ったというふうにして、私はそのように整理し

ております。 

 

○ 土井数馬委員 

 そこが一番大事なところで、急に教育委員会の気が変わったわけではないし、僕は給食

賛成ですけれども、だから最終的には全員給食にしたいんだけれども、でも僕も財政的な
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面やと思っていました。それは覚えておるんですけれども、だからその当時はまだ子育て

支援とか弁当の話とかいろいろあって、今の財政でいくと、まだそっちが弱かったんじゃ

ないかと思うんですね。その間、ずっと教育委員会としては常に給食を目指してきて、予

算要求までしていたかどうかわかりませんけど、そういう思いはずっと持っていたんじゃ

ないかなと思うんですよ。 

 それがこの期に来て、財政的にも大ですよね。パイがあるわけで、まず優先的なものが

あるんですけども、この期に来て、やっぱり子育て支援とか、そういういろんな面から見

て、全員給食も大事やと。やっぱりほかのからこっちへ移してでもやるべき時期が来たん

じゃないかというふうな思いで、僕は始めたのではないかと思っておるんですけれども、

そうじゃないんでしょうかね。 

 

○ 葛西教育長 

 今、土井委員おっしゃったとおり、この問題については、デリバリー給食を導入してか

らもやはりそのデリバリー給食を改善していくというふうなことは、やっぱり子供たちに

とってよりよい給食にしていきたいという、そういうことでずっと取り組みをしてきたわ

けです。そのよりよい給食の延長線上に、やはり食缶給食による全員に食育を通して健や

かな心と体を育てていくというふうな、そういうふうなところへつながっていくと。 

 ですからこういう積み重ね、10年かかりましたけれども、この10年かかって、この食缶

給食をやはり教育委員会としては今後進めてきたいという、そういうふうな結論に至った

と、そんなふうに思っております。 

 

○ 土井数馬委員 

 豊田委員もおっしゃったように、何でも僕、何かこの給食のことの勉強会か委員会かち

ょっと忘れましたけど、反対する人って、弁当は母親の愛情がこもるとかそういうふうな

話も出ていました。僕は反対のことを言ったんですよ。子供の中には、お母さんが大変な

のでもう弁当はやめてくれと、給食にしてほしいという子供がおるわけですよ。だからそ

ういうふうな議論をずっと踏まえてきながら、ここに来てようやくこういうふうな給食に

なったと、僕は何のあれもないし、恐らく教育委員会としても財政的な問題だけでずっと

来ていて、ようやく要求が言えるような時期が今、来たんじゃないかなと思っておりまし

て、きのうまでも障害の方のいろんな問題でも、だから施設を直すのとその問題は別なん
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やと、そういうふうな話、出ましたですよね。今までだったら学校を改築するときにその

まま進んでいくところが、違うじゃないですか。やっぱり別物なんやと。これは大事なん

やということに時間かけて踏み切れたんだと僕は思いますので、何ら問題はないじゃない

かと僕は思いますけど。意見です。 

 

○ 豊田政典委員 

 土井委員の質問に答えましたやん、教育長。今まではこういう理由でやらなかったと。

財政、家庭弁当をつくることによる家庭の何とかと言われましたよね。そこを整理してく

れというの。前はこう言っていたけど、今は変わって、いろんなことが変わっていて、気

が変わったんじゃないですよ。状況が変わって、こうやって乗り越えていきます。教育長

が作文してくれればいいんですよ。そのまま。それを僕は資料請求のときから求めている

のやから、確かに記録にあるんだから、それを調べた上で整理して出してくださいという

のが資料請求だったので、何日かかっているのやという話ですよ。同じことを言っている

のを。 

 

○ 山口智也委員長 

 今、教育長の答弁、すごくわかりやすかったし、私もすごく整理できたんですけれども

……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 質問がよかったですね。それで、豊田委員、樋口委員も書面で求められておりましたけ

れども、先ほどの答弁聞いて、書面でということを改めて求められますか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 じゃ、それだけ次にちょっとまた一遍打ち合わせして、先ほどの答弁そのままで、また

しっかりそこを整理していただきたいなと思います。 
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 給食について、保健の件については以上でよろしいでしょうか。 

 それでは、一旦休憩を入れさせていただいて、再開はちょっと追って連絡入れさせてい

ただきます。 

 

                                １０：４９休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １１：１５再開  

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、再開させていただきます。 

 まず給食の食缶給食に至ったその資料請求整理の部分ですけれども、資料を一旦準備を

していただきましたけれども、さらに整理が必要だということになりまして、一旦、採決

は留保させていただきます。あすの朝一までに整理をしていただきまして、その後、ご説

明いただいて、採決に入らせていただきます。 

 質疑を続けていきますが。 

 

○ 樋口博己委員 

 今の留保というのは、これのみを、食缶給食の部分のみの審査を留保するという意味で

いいんですよね。 

 

○ 山口智也委員長 

 そういうことです。 

 それからもう一点、羽津中学校のことで三師の件で、改めて今後の改善策を答弁してい

ただくということで、その点をお願いしたいと思います。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 先ほどは申しわけありませんでした。先ほどの質疑の中で、学校ごとにかなりばらつき

があると、これをどうするのだと、私どもも働きかけるということだけでは当然不十分で

あるというふうなご指摘だったと思います。 

 それで、今後いろいろ職務については法律で定められたものがございますので、それを
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具体的に学校でどういうふうなことをするのかという、いわゆる標準的な基準のほうをき

ちんと整理をして、それを学校、それから医師会にも示していくと、そんなふうな形で取

り組んでいかせていただきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○ 山口智也委員長 

 先ほどの答弁に対して、森委員、よろしいでしょうか。 

 

○ 森 康哲委員 

 もう少し教えてほしいのは、適正な基準というのは今はないんでしょうか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 今、細かいものはございません。法律に定められたものを、例えば健康診断に従事する

こととかそういうふうな表現だけですので、そこが何なのかということは具体的なものは

ございませんので、そのあたりのところを少し明らかにしたいと。そうすると学校のほう

も三師のほうも、ああ、こういうことをするんだということが各学校で明確になって、そ

れに従事していくと、そんな形にできたらなと思っていますので。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、この基本額の算出根拠というのは何をもとに出されているんですかね。 

 

○ 山口智也委員長 

 算出根拠。基本の部分と人数割というところの根拠。基本額、年額24万6200円、それと

人数割額、羽津中学校でいいますと57万8520円ということですが、この基準というのはわ

かりますか。根拠。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これにつきましては、条例で定められているということなんですけれども、その根拠に

なってくるのは、地方交付税の……。お待ちください。 

 済みません、報酬額なんですけれども、地方交付税算定基礎を根拠としているというふ
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うに認識しております。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、その仕事の内容や量というのは示さずに、ある意味、校医として指定され

たら自動的に仕事をしようがしまいがこの金額が支払われるという仕組みと理解してよろ

しいんでしょうか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 内容につきましては、学校保健安全法のほうに定められていると。学校ではこういう仕

事をするというのがきちんと定められています。ですので、その仕事をせなあかんという

ことはどなたもご存じだと思うんですけれども、さっき申し上げたのは、本当に大きな枠

組みで出していますので、それをもう少し細かく、何をするかということをもう少し明確

にするというふうな方向で考えたいというふうなことです。 

 

○ 森川 慎委員 

 済みません、ちょっと資料請求したいんですけど、今のその根拠となる法というのを全

部、一回まとめていただきたいのと、あと全部どこの学校でどの医師がどこに行っている

と、その名前までは要らないんですけど、少ないところはひょっとしたら同じお医者さん

なのかなというところもあるので、その辺もわかったら、ちょっと資料で見たいんですけ

どね。 

 

○ 山口智也委員長 

 一つ目が何でしたっけ。 

 

○ 森川 慎委員 

 一つ目はいろんな根拠法です。この三師を置く、こういうことをしなさいとなっている

条例もあるでしょうし、もう一つ上で、国から定められておるのとかその辺もあると思う

んですけど。 

 

○ 山口智也委員長 
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 学校保健安全法のことですかね。 

 

○ 森川 慎委員 

 はい。 

 

○ 山口智也委員長 

 学校保健安全法のその該当する部分というのは、資料で出ますか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これ、出させていただくんですけども、以前もこの学校保健安全法については、職務に

ついて一応出させていただいたものはあるんですけれども、それと同じようなものでよろ

しいでしょうか。 

 

○ 森川 慎委員 

 はい、結構です。 

 

○ 山口智也委員長 

 それから二つ目の、どの校医がどこに。それはどうですか、出ますか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 どのような形というのがちょっと。 

 

○ 森川 慎委員 

 例えばかかわってもらっている先生をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとばっと並べてもらって、Ａの人

はこの学校へ行っている、ここへ行っていると、多分それは記録として残っていると思う

ので、見せてもらって、その先生とどこそこの学校の仕事の強弱、その関連がわかるよう

な資料を見たいんですけど。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 学校医等の一覧表がございますので、そこの名前を抜いたものを出させていただくとい
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うことでよろしいでしょうか。 

 

○ 森川 慎委員 

 名前は見えなくていいんですけど、どの人がその学校を担当しているとか、それがわか

る一覧でいただきたいと思います。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 承知いたしました。 

 

○ 樋口博己委員 

 先ほどの一番最初の答弁の中で、来年度の学校医に対して、今のは少しあやふやになっ

ているところがあったので、少し具体的な項目でというような答弁だったんですが、それ

の、具体的にどの項目だという仕様書というか、そういうのというのはいつ出てくるんで

すかね。すぐ出るものなんですかね。すぐ出るものならお示しいただくとわかりやすいん

ですが、それでどうでしょうか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 ちょっとすぐにというのはなかなかつくってくるのは難しいかなと思いますので、少し

お時間いただけたらと思います。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、新年度の校医の認定というか、決めていただくときにはそういう具体的な

仕様書みたいなので依頼するということになるんですかね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 この辺、早急につくりまして、それも決めていただく時期とは別にして、できた時点で

きちんと担当の方にはご説明をすると、そういう形にさせていただきたいと思うんですが。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、その担当の方に示すまでに、教育民生常任委員会にも情報として提供いた
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だくということですかね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 わかりました。こちらのほうにまた。 

 

○ 樋口博己委員 

 この議会期間中に出ればいいんですけど、難しいんですよね、先ほどのお話だと。だか

ら具体的にできた時点で、議会の予定もありますけれども、委員会の予定もありますけど、

早期のタイミングで示してほしいなという依頼です。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 承知いたしました。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 今、さまざま議論ある中で、三師を置かないという選択肢はもちろんないわけですよ、

設置の義務がある以上。なので、この予算をとめるというのは議会としても非常に難しい

中で、流れ的には附帯決議もありかみたいな空気感がありながら進んでいる中で、求めて

いくことをというような先ほどの課長の言いぶりだけでは多分この議会は片づいていかな

いというふうに思っています。実際に何を求めていくのか、どのような職務をお願いして

いくのかという整理を早急にしないと、議会としてもそれは法に定められている以上、な

かなか設置しないという否決はできない予算やと思いますので、そのあたり、どういうス

ピード感でやっていただけるのか、課長、もう一回よろしいですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これは学校保健安全法施行規則のほうに大きく10項目程度それぞれあると思います。で

すので、それぞれに対して具体的にどうするかというふうな形で考えていかなければいけ

ないなというふうに思っていますので、なるべく早くさせていただきたいとは思うんです

けれども、なかなかすぐにというわけにはいかないので、もう少し本当にお時間をいただ

けたらと思います。 
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○ 樋口龍馬委員 

 例えば薬剤師会なんかを見ると、日本薬剤師会のホームページの中に、学校薬剤師の仕

事ということで定義されているんですよ。対して、医師会のほうには、学校医の仕事とい

うのは定義されていなくて、愛知県なんかは学校医の仕事というのを定めた資料が、いろ

いろ調べる中で僕も見つけてきましたけれども、学校医は医師会に加盟していないとなれ

ないような仕組みになっているんですか、今。学校薬剤師は、何か薬剤師であればなれる

みたいなことが書いてあるんですが。 

 

○ 栗田副教育長 

 四日市の場合は、医師会のほうの事務局のほうに、学校医もそうですし、いろんな委員

もそうなんですけど、先生の依頼をお願いして、どこの学校にはどの先生がいいかと医師

会に選んでいただくということですので、医師会の会員がなっていただいているというこ

とが前提になっていると思います。入っていらっしゃらない先生もいらっしゃいますけど、

すごく数が少ないので、余り問題はないかと思っております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 その医師会が選定されて、教育委員会と学校医というのは、その中でコミュニケーショ

ンをとる機会というのはあるんですか。各個人の人たちと教育委員会がコミュニケーショ

ンをとるようなタイミングというのは。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 個々の先生方と私どもが直接コミュニケーションをとると、そういう機会はございませ

ん。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 そうすると、教育委員会としての窓口というのは、各学校であり、教頭になるのか校長

になるのか養護教諭になるのかというと、どうなるんですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 責任者は校長ですけれども、実務としては養護教諭と連絡をとることが多いかなと思い
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ます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 その、じゃ、学校医にこういうことをしてくださいというのは、養護教諭がお願いをし

ているというのが現状だという認識でよろしいですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 主に保健だよりを作成するとか、そういうふうなところは養護教諭がやっておりますの

で、その中で課題になっていることを三師の先生方にご相談すると、具体的にはそんな形

でやっているんじゃないかと思います。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 そうすると、その養護教諭に対して、三師とどのようなかかわり方をしていくんだとい

うようなことというのは、教育委員会のほうからしっかりと指示が出ているのか、出てい

ないのか、ここについて教えてください。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 先ほど申し上げたように、具体的に四つのことをやってくださいということは言わせて

いただいています。例えば学校三師と連携して保健だよりを作成すると、そういうあたり

の具体的な話はさせてもらっています。あるいは月１回程度の連絡をとってくださいと、

そういうふうな話もさせてもらっています。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 連絡というのは、電話をかけて、こんにちはといった連絡なのか、どんなことをやって

いるんですかとか、どういうことを要望してくださいとかということがない中で、連絡と

ってくださいねと養護教諭に言うだけでは、養護教諭もなかなか対応し切れんところがあ

るのではないかなというふうに思うところなんですが、その辺どうですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 その辺は、先ほど申し上げたように、もう少し具体的に何をするのかというあたりをし
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っかり示す必要があるんじゃないかなということで、最初申し上げたように、具体的にこ

ういうことをというふうなことをもう少し明らかにしたいというふうなことの意味で、先

ほど申し上げました。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 先ほど金額の話も出てきました。私、条例も調べたんですけど、年額報酬になっている

のは今この学校三師と顧問弁護士だけですわ。それで、子供たちの健康や云々ということ

であったり、その設置義務を定められている根拠法であったりというのを調べていくと、

年額であってもこれは仕方ないのかなと思う反面、やはり職務をしっかりと履行していた

だくという管理責任が教育委員会のほうに求められていると思うので、そこについて明確

にしていくということを、この委員会の中でお願いするだけで済ませていくのか、果たし

て議案事態に附帯決議をつけていくという話を出すのかというところで私、悩んでいると

ころがありますので、それも含めながら今後の議論を聞いていきたいと思います。 

 終わります。 

 

○ 山口智也委員長 

 この件について。 

 

○ 豊田政典委員 

 これは今回、始まった話じゃないので、私が発言しているだけでももう随分と年数がた

っています。それで今日の結果なので、やっぱり予算をつけるけど、羽津中学校のように

中身何もなかったよでは議会の責任も問われると思いますから、そちらの課長のほうの努

力というのは当然してもらいながら、それとは別に議会の責任と意思においては、附帯決

議を今書いていますけど、提案していきたいなということは先に言っておきたいと思いま

す。 

 

○ 山口智也委員長 

 じゃ、その附帯決議の件はまた採決の時点で取り扱います。 

 それでは、この議論も大分長くなってきましたので、三師に関してと給食に関してはこ

の程度にさせていただきたいんですけれども、よろしいですか。 
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 それでは、続けます。追加資料がありましたので、まだ扱っていないところ、あると思

いますので、まず追加資料の部分について続けていただきたいと思います。07の追加資料

の部分、もう全部終わったかな。全部行きましたかね。失礼しました。 

 そうしましたら、追加資料以外も全体含めて質疑をしていただきたいと思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 当初予算資料の、この紙のほうなんですけども、162ページ、通学路交通安全施設整備

事業費2420万円なんですけども、これは以前から指摘されているんですけど、なかなか増

額にならないんですよね。本当にこの2420万円で全市的な安全対策はきちっと担保されて

いるのかどうかね。 

 地域の中には、土木要望として整備すべきものと整理されて、例えばカーブミラーとか

ガードレールとか、または白線を引いたりいろいろな対策をやっていただいていると思う

んですけども、土木要望のほうは昨年度２億円追加して、６億9400万円だったかな、に増

額修正した経緯があるんですけども、2420万円という、ちょっとこの根拠を教えてほしい

んですが、小中学校全てですよね、これ。 

 

○ 今村教育施設課長 

 先ほどおっしゃっていただきましたような形で、来年度につきましても今年度と同額と

いう形のほうで上げさせていただいておるわけなんですけど、私どもの教育委員会のほう

でやらせていただいておるところについては、先ほどおっしゃっていただきました通学路

のカーブミラーとか転落防止柵とか、それから路面の表示など小規模な交通安全施設につ

いて、そのところを取りまとめて、教育委員会として即効性のある部分について現在取り

組んでおるという形のほうで、委員のおっしゃっていただいておる土木要望については、

都市整備部のほうで昨年度、増額のほうもしていただいた上で取り組んでいる中で、今の

ところおおよそ、平成27年度につきましても要望箇所900カ所ぐらいあったわけなんです

けど、その部分について、うちの部分については95％ぐらい実施しておるという形で、そ

の実施できないところについては、カーブミラーでも相手方の同意が得られないとかそう

いったところについてはなかなか取り組みのほうはできませんので、やっていないという

状況でございます。 
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○ 森 康哲委員 

 その選定される項目や、また、誰が選定をしているのか。危険箇所だからこういう整備

をしてほしいという要望をどなたが選定しているのか、ちょっと教えてほしいんですが。 

 

○ 今村教育施設課長 

 選定につきましては、各学校のほうで通学路のほうを点検した中で、教育委員会に出す

部分のところと、あと土木要望としてのという形のほうに使い分けをした上で選定をさせ

ていただいておるという形になっております。 

 

○ 森 康哲委員 

 誰が。学校がじゃなくて、個人。先生なのかＰＴＡなのか、地域の人なのか、生徒なの

か。 

 

○ 今村教育施設課長 

 通学路のほうについては、学校側のほうでＰＴＡのほうも合わせた上で、学校の先生も

合わせた上で、通学路のほうを点検した上で、どの箇所について通学路の施設の整備が必

要かという形のほうを選定していただいております。 

 

○ 森 康哲委員 

 きのうも僕、発言したんだけど、こういう帽子をかぶって腕章をつけて、ビブスを着て

交差点に立っておるんですよ。毎朝ね。そうするといろんなことに気づきます。点滅信号

で信号を無視して行く車があったり、事故に出くわすこともあります。現実。そういう地

域の見守りをしている人の声というのは届いていないんでしょうか。そういう機会はない

んですか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 それ以外の、小規模以外の形について、今、点滅信号とかそういう形のほうの要望につ

きましては、平成26年７月に四日市市通学路交通安全推進会議というものを設立させてい

ただいております。そのような中で、各学校のほうから、学校以外の道路部局、それから

交通安全でしたら警察、それから県道、国道という形のほうで各管理者のほうで集まって
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いただいた中で情報提供をした上で、その各管理者、各セクションでできる部分について

はこういうふうにやっていっていただきたいという情報提供をしながら、進めさせていた

だいておるような形になっております。 

 

○ 森 康哲委員 

 いやいや、そういう……。さっき誰がと聞きましたでしょう。誰がという意味は、地域

協力者が入っていないよということを僕は言いたいんですよ。誰がの中に。 

 

○ 山口智也委員長 

 地域協力者の声も入るでしょう。学校とＰＴＡの要望の中に。 

 

○ 今村教育施設課長 

 当然、学校側から要望を上げてきていただいている中には、地域の要望という形のほう

も話のほうは出てきておるという形で考えております。 

 

○ 森 康哲委員 

 その地域協力者との会議というのはどんな会議なんですか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 会議については、今回の本会議のほうでも、あと全てのところが地元の方のほうと協力

しながらというところになっていないところもあるということで、今後、市民文化部のほ

うとも話をしながら、地区市民センターも入っていただいた中で、より一層その辺のとこ

ろを変えていく必要があるかなという形のほうで考えております。 

 

○ 森 康哲委員 

 きのうも言いましたけど、すぐメールの登録すら認識がないじゃないですか。大雪の日

に地域協力で交差点に立ってもらっている人がずっと立っておったんですよ。休校になっ

たとか、10時から繰り上げで登校時間が変わりましたよという連絡がないと。子供たち来

んけど大丈夫かなと、こんな雪の中。そんな状態で安全点検の情報も結局一部の職員やＰ

ＴＡの人らだけで、その人らの上にしか意見が反映されていない。そこに問題があるんで
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す。 

 実際にあった話ですけども、羽津中学校の通学路で路面表示、交差点の赤色で、ここは

交差点だよという路面表示の要望を上げたにもかかわらず、何一つ実現に至っておりませ

ん。実際に事故が起きている現場ですら、路面表示すら実現されておりません。それはな

ぜなんですか。声が届いていないんですか。それとも予算がないんですか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 路面表示の関係につきまして、新たに設置する横断歩道とかそういう形については、で

きるだけ公安委員会のほうにも要望はさせていただいておるわけなんですけど、ただ、そ

れ以外のところについて、市ができるだけ、消えておるとかというところについては、効

果が出るような形で塗り直し等については積極的にはやらせていただいておるわけなんで

すけど。 

 

○ 森 康哲委員 

 私の次男坊、中学生のときに自転車で中学校通うときに、実際にはねられているんです

よ。通学路で。それも地区市民センターの北側の道路で、午前７時半から８時半は車両進

入規制がかかっている道路で、違反した車両にはねられました。自転車がくちゃくちゃに

なりました。それでもいまだに路面表示すら実施されていない。何度も私は地域でも話し

ましたけども、改善されていない。こういう声がいっぱいあるんですよ。これ、2420万円

で足りているんですかと。現実は学校に聞きますと、優先順位をつけて１、２、３位、や

ってほしいものから順番つけて、実際にやれるのは１位ぐらいしかないですよと。それも

金額はこれぐらいまでですよと。その中で声が上がってきた中で予算をつけて実施してい

るだけじゃないですか。現実に必要になった箇所につけていない、つけられない、そうい

う声って届いていないんですか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 今の中では、小規模のほうについてはあれなんですけど、それ以外のところについても、

もしもう少し予算があればというところはあるんですけど、今の流れの中では、平成29年

度につきましてもこのような形でやらせていただきたいとは考えておるわけなんですけど。 
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○ 森 康哲委員 

 じゃ、充足しておると考えておるんですね。 

 

○ 今村教育施設課長 

 いや、100％充足しておるということではないという形で考えております。 

 

○ 森 康哲委員 

 それなら何で増額して申請しないの。本当に安全に通学できる整備が毎年されていると

認識しているなら、私は違うと。まだまだ課題はたくさんあるよと。それに対して、もし

予算が足りないのであれば、増額してもらう、そういう方向になぜならないんですか。こ

んなもんでええやろうと、そう考えているんですか。子供の命、何と考えておるんや。 

 

○ 今村教育施設課長 

 決してそのような形のほうを考えているわけではないんですけど、今までの中で、あと

もう少し予算のほうを増額については、今回、通学路交通安全推進会議等のほうの意見等

についても十分に考えた上で検討させていただきたいと考えます。 

 

○ 森 康哲委員 

 ぜひ生の声を聞く機会もつくっていただいて、現状を把握していただいて、本当に危険

な箇所がどれだけあるのかというのを見据えて予算をつけていただきたいと思いますので、

強く要望したいと思いますし、また、少額ではなくて、信号機のように多額の予算がかか

るものについては、公安委員会との調整も必要になってくる、これは理解できますけれど

も、本当に必要なところへつけられていない現実があるわけですわ。羽津地区内でももう

何年来、要望を上げているにもかかわらずつけ切れていないところ、これは吉田教育監、

よくご存じだと思いますけれども、地域からの要望が上がって、市も幅員がようやく道路

幅もとれて、いざつけようとしたら反対者が出てきたと。その１名の反対者のために信号

機がつけられなかった、そういう箇所があるんです。 

 

○ 樋口博己委員 

 それは地元の都合ですよね。 
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○ 森 康哲委員 

 地元と違う。 

 

○ 樋口博己委員 

その地域の都合ですから、教育委員会に言っても難しいですよ。 

 

○ 森 康哲委員 

 横から言うな。私の発言中やろう。 

 

○ 山口智也委員長 

 森委員、続けてください。 

 

○ 森 康哲委員 

 学校も継続して、なぜそういう危険な道路の改善を検討しないのか。なぜ見過ごすのか。

頻繁に今も事故が起きていますよ、そこは。事実、朝、立哨している目の前で自転車がは

ねられたのを私、見ましたもん。ことしに入ってからも車同士の事故がありました。 

 そういう声がなかなか教育委員会に届いていないというところが、やはり改善するべき

だと私は思うんですよ。これは羽津だけの問題じゃない。四日市じゅうのいろいろなとこ

ろで課題はあると思うんです。それをこの通学路交通安全施設整備事業費が2420万円で固

定化されている、ここに問題がある。 

 

○ 葛西教育長 

 今回の議会の一般質問で、山口委員長のほうから、この通学路の安全についてどうすべ

きかという、さらに強化すべきではないかというご提言、いただきました。 

 私どもとしましても、通学路の安全点検は保護者と学校、あるいは地域関係者に入って

いただいて、現場を見ていただいて、それぞれ教育委員会にその箇所を出させていただく

と。その際には、やっぱり過去のそういう危険箇所についてずっとストックがございます

から、そういうのを見ながら作業しながら、新たにつけ加えるべきものはつけ加えて出さ

せていただくというふうな、そういうふうな流れになっております。 
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 そして出てきたものを、これを地区市民センターのほうへ持っていき、地域のほうでも

見ていただけないかということで、見ていただきます。その際、うまく今までの過去の体

験が蓄積されているところは、そこで都市整備部の道路整備の案件にしていただいて、そ

して都市整備部のお金でそれを改善していただいたという、そういうふうな例もございま

す。 

 一つには、今こういうふうなシステムでやっているわけです。それをさらにどの地域で

も、どの学校でもさらに充実していくものにしていきたいということで、今回、質問いた

だいたことを契機にもう一度それぞれの地区市民センターごとに、学校と地域の連携がき

ちっと機能しているかどうかということを点検させていただきます。そしてその上で、さ

らにどういう点を充実させていけばいいのかというふうなことも、これも各地区ごと、各

学校ごとに考えさせていただいて、さらに充実した機能が発揮できるようにしていきます。 

 それに加えて、平成26年度から四日市市通学路交通安全推進会議というのを持っており

まして、ここでそれぞれの学校からこの地区でぜひ直してもらいたいというのを出してき

ています。これをことしも既に百数十件出てきまして、それをそれぞれ警察、公安委員会、

それから国、県、市の道路管理者が集まって、それぞれがどういう対策を打てばいいのか

ということを事前に考えて、そしてそれを持ってきて、一つ一つについてどうしていこう

ということで議論をして、解決の道筋をつけていくと。 

 もちろんすぐに対策が打てるものもあるし、少しこれは検討が必要だというものもござ

います。これもやってきておるわけです。そういうふうな中で、比較的小規模なものをこ

この教育委員会のお金ということで、交通安全施設整備ということで出しました。これは

佐々木教育長の時代に、やはりこれは学校もお金がなければ、一番身近なんだからという

ふうなことで、そのとき3000万円だったと思うんですけども、3000万円のお金がついたと。

ですから、それからもう10年ぐらい続いてきておりますので、約３億円ぐらい、２億数千

万円から３億円ぐらいはこの小中学校の通学路に特化して子供たちの安全にかかわるもの

について整備してきているという、そういうふうな実状がございます。ですから、この10

年間を見てみますと、子供の通学路のこういうガードレールだとかパイプだとか、それか

ら掲示だとか、そういうふうなものは年々充実してきたと。 

 ところがやっぱりまだ交通状況も、これは全然変わってきていますので、新たなところ

もありますし、それから積み残したところもございます。ですからことしまたこれについ

て学校等にこのことについて点検をして、そしてまた上げていっていただくわけですけれ
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ども、その実状を見て、この予算のほうについてもしっかり取り組んでまいりたいなとい

うふうに思っております。 

 

○ 森 康哲委員 

 地区で割ると、約１地区100万円ですわ、年間ね。100万円で小学校・中学校区をカバー

する。ガードレールやカーブミラー、１基幾らすると思いますか。30万円、50万円ですよ。

ガードレールなんか長いものだと100万円単位ですわ。そういう小規模といえども、やは

りカーブミラーでも、つけて２基。それを10年間継続してやっていくというのも大事なこ

とだと思いますけれども、やはり危険な箇所を指摘されて、タイミングよくつけられたら

いいけども、なかなかつけられない箇所もあるんですよ、実際。そういうところへの対応

というのは、やはり別途考えるべきだと思いますし、救済措置ももちろん考えなきゃいけ

ない。１地区に100万円程度というのではなくて、やはり危険箇所が多い箇所には十分な

手当ても必要になってくるんじゃないか。地区によって事情は全然変わってくると思うん

ですね。人口のふえている地区、減っている地区、そういうところもやはり見ていただき

たいですし、何よりも実際にそういう子供の見守りに携わっている人の声というのを聞け

る環境を、土壌をつくってほしい。強く要望して、終わります。 

 

○ 山口智也委員長 

 関連。 

 

○ 樋口博己委員 

 これは要望ですけど、決算で、これは平成29年度に2400万円ですけど、平成28年度の決

算で、これはぜひともこの二千幾らの内訳のみならず、学校、教育委員会として道路整備

課に依頼して実現できたもの、要するにこの予算だけでできないけども、道路整備課の予

算でできたもの、それも合わせて学校教育の通学路の改善点として、決算でしっかり報告

いただきたいと思います。これは要望です。 

 

○ 山口智也委員長 

 決算でそういう資料をまた示していただきたいと思います。それについてはよろしいで

しょうか。準備お願いしますが。 
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○ 今村教育施設課長 

 決算のときに、そこら辺のところをまとめさせていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

 

○ 豊田政典委員 

 この予算については、教育長言われたように、もう随分前、佐々木教育長のころに始め

てできた。それは教育委員会で始めたわけじゃなくて、当時の公明党の議員が一般質問し

たりして、我々も議論して、教育委員会に予算が全くないもので、道路整備について、特

に通学路の整備について特化した予算をつけるべきだという議会発議みたいなものです。

それで各校50万円で、使えるのは、言われるようにカーブミラー程度の金です。 

 これがもう随分と時間がたって、今、現状はご存じのとおりですけど、地区配分予算、

自治会の金に学校から自治会に要望して、そこではねられたり、入れてもらったりという

ふうなことになっていて、自治会任せになっているわけですよ。一方で、教育委員会、学

校としては、通学路の安全確保という義務がある。ところが予算がこれしかない。 

 そんなことで、時間も経過していますし、教育長言われたように、この辺で制度改革と

いうか、一度立ちどまって、現状を精査した上で、新たな発展形の制度を一回検討しても

らう必要があるのかな、そんな時期に来ていると思います。 

 ですから、安全点検評価もやってもらっているけれど、新風創志会でも点検した後の整

備経過、結果をくれと言ったけど、いまだにもらっていませんが、そういう努力もされて

いるので、総合的に通学路の安全確保ということをこの際、一度、再検討していただきた

いなと思います。 

 

○ 葛西教育長 

 このことについては、もう既に市民文化部長と話をしていまして、一緒になって、やは

りこれはきちっと点検して、そして一つ一つの実状をまずしっかりつかむと。その上で、

どうしていくべきかというふうなことを考えて、さらに充実させていくと、そういうふう

なことの積み重ねが今言われた新たな仕組みへつながっていくのかなというようなことを

思いますので、これは子供の命がかかっておりますので、しっかりやっていきたいなと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○ 山口智也委員長 

 それでは、ちょうど時間が12時ちょうどになりましたので、午前はこの程度とさせてい

ただきます。それでは、再開13時とさせていただきます。 

 

                                １２：００休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １３：００再開  

 

○ 山口智也委員長 

 午後の審査を再開させていただきます。 

 それでは、追加資料以外の部分で、全体的に質疑を再開させていただきます。 

 では、続けてください。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 よろしくお願いします。 

 私のほうからは、当初予算資料の紙媒体のものです。167ページ。スクールカウンセラ

ー、ハートサポーター、スクールソーシャルワーカーのところです。 

 

○ 山口智也委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 こちらについて、拡充をしていただくと。拡充という話だけ聞くと十分に結構なことな

のかなと思う反面、なかなか、決算のときにも話題になるんですけれども、この効果につ

いて確認がしづらいソフト事業になっているところもあるのかなと。その期待する部分に

ついて、もう少しわかりやすく説明をいただけますでしょうか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 指導課の廣瀬でございます。 
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 このスクールカウンセラーにつきましては、本当に心の問題を抱えるお子さん、それか

ら家庭の保護者の方も含めて子育てに悩む不安定さ、それから子供たちの混沌とした心の

ところについて、学校へ登校している子供についてはスクールカウンセラーが定期的にケ

アをしていく、そういったところで将来への進路へ向かって進んでいくことができると考

えています。 

 ハートサポーターにつきましては、先ほどのスクールカウンセラーは定期的に学校へ配

置をしておるわけですけども、緊急を要するというところの一つに、教員と一緒にですが、

家庭へも出向いてカウンセリングを行うことができる、こういったような用途もあります

ので、そういったところで不安や心のケアを支援していくことができます。 

 また、スクールソーシャルワーカーにつきましては、学校となかなか連絡をとるのが難

しいような保護者さんも中にはいらっしゃいますが、そういったところについても切り込

んでいって、関係機関につなげることができるというところでございます。 

 特にスクールソーシャルワーカーについては、新しい事業ですので、実績につきまして

は200時間、ことし運用しておるんですが、既に少しいっぱいいっぱいの状況で、学校か

らのニーズがあると。今回、17校で28人のお子さん、家庭に対して派遣をしておりますが、

全て何らかの関係機関や医療機関等につなげることができて、問題がすっきり解決すると

いうところまでは至っていないところもありますが、糸口はつかみながら支援を進めてい

る、こういうところが進められているようなところでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ありがとうございます。 

 このスクールカウンセラーとハートサポーターについては、双方ともに臨床心理士……。

でもスクールカウンセラーは等なのか。臨床心理士以外のスクールカウンセラーさんとい

うか、内訳ってどうなっているんですかね。臨床心理士等のというふうにありますが。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 済みません、市が配置しているスクールカウンセラーについては全て臨床心理士なんで

すが、県の配置の中で、元教員であったりというような方も含まれておりまして、等とし

てございます。 
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○ 樋口龍馬委員 

 県から派遣されている方が何名で、市から派遣している方が何名なんですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 県から派遣している……。済みません、正確な数字を拾います。 

 中学校は全て県から派遣しております。それで小学校に10校派遣しておりますので、32

校が国または県費の派遣でございます。残りの28校につきましては市費で派遣をしており

ます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 中学校は全部、県で、もう一回ちょっとわかりやすく。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 中学校22校が県費でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 22校。32校ってさっき。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 済みません。22校です。中学校22校です。それで、市内の小学校に10校。これで32校で

す。残り28校につきましては市費で派遣をしております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 資料には小学校27校と書いてあるんですけど、28校なんですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 済みません、説明が不足しました。２校分が、県と市で併用しているところがあります

ので、市で半分、県で半分持っているところが小学校２校ございますので、27校分という

表記になっております。 
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○ 樋口龍馬委員 

 小学校では県と市が混在している状況だということが理解が進んできたところなんです

けども、要は市が市単で加配をしているということの理解でいいんですかね。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 足りない分を市で賄っていただいているというところです。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 この県、市関係なく、33週展開を各校でしていただけるということでいいんですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 今回、予算措置いただいたのは、市で配置している分でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 県から配置されているところというのは何週行われるんですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 県からは32週でございます。平成29年度の提示はまだされておりません。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 その１週がどれほどの差になるのかというところなんですけども、四日市市としては33

週への１週間の拡充をしていく、それは必要性があるからしていくんでしょうが、それこ

そ学校の中での格差というのは出ないんですかね。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 これまでといいますか、一応、学校は年間35週で教育課程を組むということですので、

35週を基準としておりまして、これまでも32週でやると３週分足りないという現状がござ

います。ここにつきましては、ハートサポーターのほうで派遣をさせていただくような形

で補っております。 

 また今後も県の32週で足りない分については、ハートサポーターという形で派遣をして
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いきたいと考えています。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 じゃ、ハートサポーターとスクールカウンセラーというのは、基本的には別の方であっ

て、ハートサポーターさんがスクールカウンセラーの不足分を補っている側面があるとい

うことでいいんですね。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 スクールカウンセラーの中から臨床心理士さんをできる限りハートサポーターに登録を

していただいて、派遣をする。できる限り同じ学校に派遣をするようにしていますが、臨

時的な場合はそうでない場合もございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 この年間33週というのは、１週間の間にどれぐらい動いていただいておるんですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 基本的には週１回６時間を派遣しております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 それでこの６時間の間にどういう業務を履行されてみえるんですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 もちろん保護者、子供たちの相談が入れば、相談業務として担当しております。相談の

ないときとか学校もございますので、そのときは子供たちの様子を観察して、ご不安を抱

えているもの、もしかするとちょっと発達に課題を持ってみえるのかなというようなとこ

ろについて、学校と協議をする、そういったところもお願いをしているところです。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ちょっとその予算の枠として若干違うところではあるんでしょうけれども、特別支援の

ほうでもコーディネーターでそういう見守り、見回りを受け持っている予算がありますよ
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ね。こことの整合性というのはどうなっているんですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 スクールカウンセラーの場合は、特別支援の発達に係るものに特化したものではござい

ませんので、補完的な形で、発達の心理を見られる方も……。臨床心理士では当然見られ

る方でありますので、そういったお手伝いもしていただいております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 じゃ、この特別支援教育コーディネーターとスクールカウンセラーであったりハートサ

ポーターさんであったりというのは、どこで情報の共有をするんですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 学校でケース検討等する場合がございます。そのときに必要があればスクールカウンセ

ラーの勤務日にケース検討会をする、また必要があれば教育支援課のほうのそういった専

門の方にも入っていただいて、検討して情報共有するような場合がございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ちょっと長くなってきたので、ほかの人も質疑があるでしょうから、一回ここいらでと

めたいなと思うんですけど、個別児童を対象にしたケースの検討を行うことがほとんどに

なるのかなというふうに今、聞いていて思ったんですけども、それがそうなのかどうかと

いうことを聞きたいのと、あと一点、学校全体の指導に係るような会議の中なんかに、こ

のスクールカウンセラーさんや特別支援教育コーディネーターさんが、私としては定期的

に入っていかないと効果が上がってこないのかなというふうに感じるところなんですけれ

ども、それの頻度というか、どれぐらいの割合で学校の全体の中に入っていっているのか、

２点お聞かせください。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 週１回６時間の中に、生徒指導委員会であるとか不登校対策委員会を学校がその勤務日

に合わせて実施して、そこにもちろん子供の観察をした状況等も含めて入っていただいて

おるというところがございます。 
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○ 樋口龍馬委員 

 この週１回６時間の中で、見回りをしたりする、会議も持つ、それがどれぐらいの頻度

でやれているかというのは、ケースがあるという程度に、今の話ではとどまったので、あ

んまりそこに時間割き過ぎて子供たちを見られなかったら本末転倒ですし、そうかといっ

て、やっていないところがあるんだったら、それはそれで問題だと思うんですが、それと

いうのは一定のルールがあるのか、ないのか、最後にそれだけ聞かせてください。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 学校の状況によって相談者の数とかが全然違いますので、学校によって使い方はさまざ

までございますが、そういった連携会議はお願いをしているところです。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 一旦下がります。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございます。 

 関連。 

 

○ 樋口博己委員 

 スクールカウンセラーの週１回６時間と言われたので、週１回学校に行くと６時間拘束

されてというか、さまざまな相談の業務をされるという意味なのか、それとも週１回６時

間というのは時間ベースの基本で、例えばこの週は必要性がなかったから行かなかったけ

れども、翌週に12時間、業務を対応いただいたとか、そういうような感じですかね。その

形態をちょっと教えていただけますか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 基本的には１日週１回６時間を単位でお願いしているところですが、中には翌週、相談

がたくさん入って７時間勤務になる場合もございますので、できるだけ６時間でお願いし

ているんですけど、その分、どこか５時間になったりするところはございます。 
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○ 樋口博己委員 

 そうするといろんな状況で相談業務が多くて、どんどんその６時間というのを業務をこ

なしていくと、年度末に時間が足らなくなるということはないということでいいんですか

ね。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 もとより32週で足りない部分もございますので、そこはハートサポーターの派遣で補完

させていただいておるところでございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 それでは、スクールカウンセラーの補足をする形でハートサポーターがあるという話な

んですけれども、これは緊急を要する相談というふうになって、いろんな案件があって、

集中的にとある一定の学校にサポート体制を張るというケースがありますよね。具体的に

は言いませんけれども、そういった場合はハートサポーターさんが集中的に入ると思うん

ですけども、これは年間100回となっていますが、これもやっぱり100回という規約なんで

すかね。100回を超えることは可能なんですか、これは。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 予算としては100回分をいただいておるんですが、昨年度も緊急対応であったり、どう

しても派遣しなければならないところがございましたので、財政経営部のほうへお願いし

て、必要な分は配置をさせていただいております。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、そういう場合は財政の問題であって、人の問題、人材の確保というところ

は、この100回じゃなくて110回とか120回とか、状況によっては対応できる、人の問題と

しては対応できるということでいいんですかね。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 いろんな臨床心理士に連絡をさせていただいて、当日対応していただける方、複数人を
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配置しなければならない事案もございますので、至急連絡をしてアポをとってお願いして

いるところでございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 そういった努力をいただいているということなんですが、一つの案件について継続的に

対応していただけるようにしっかり調整をいただきたいと思います。 

 あともう一つ、スクールソーシャルワーカーは、これは200時間から300時間まで100時

間拡充いただくんですけれども、これは必要性があるからだと思うんですが、少し具体的

に、この100時間ふやす必要性というか、状況だけちょっと教えていただけますか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 現在、２月末現在でことしの場合も200時間いっぱいになっております。基本的には現

在、継続案件を、これ、３月にやらないといけないので、ここら辺についてまた財政経営

部にお願いしながら、今年度は実施していきたいと。 

 今、学校のほうには、緊急案件は相談してくださいということで依頼をしている次第で

すので、来年度、増額をしていただいたところでさらに充実を図っていきたいとは考えて

おります。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。ぜひとも今後もしっかり拡充いただくことをお願いしたいのと、スクー

ルカウンセラーとかハートサポーターとか、精神の、心のところで相談いただきながら、

その上でこのスクールソーシャルワーカー、いわゆる社会福祉士や精神保健福祉士などで、

医療や福祉、地域を連携して橋渡ししていく立場だと思いますので、さまざまこれ、継続

的なかかわりも必要だと思いますので、しっかり途切れのないそういう課題を早くキャッ

チいただいて、相談業務いただきながら、具体的なサポート体制ができるように要望させ

ていただきたいと思います。さらに今後、拡充いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございます。 
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 他に関連ありましたら。 

 

○ 豊田政典委員 

 私からは、当初予算資料167ページの４番目の学級満足度調査について、その関連部分、

いじめ・不登校の関連部分の内容を少し紹介いただきたいのと、あと具体的に未然防止や

早期発見・対応につながったケースがあれば紹介いただきたいなと思います。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 学級満足度調査――Ｑ―Ｕ調査というものでございますが――は、子供たちのアンケー

トの中から、被侵害群であるとか非承認群、要は認められ感が少ない、自己肯定感の小さ

いお子様であるとか、いじめや疎外感を持っているようなお子様がプロット上に出てきま

す。そこのところについて、学級担任が認識しているものと少し違うようなデータが出る

場合がございます。表面上は仲よく普通にしておるように見えても、中には心の中で苦し

く思っている、そういう子たちを拾っていきます。そういう学級全体の中の様子を見る。 

 それから個々に、満足度調査ですので、満足かそうでないかというようなことが数値で

あらわれてきます。そのお子さんのネガティブというかマイナス要素に思っているような

ところについて理解をして、改善を働きかけていく、こういうことをしていくわけですけ

れども、要は認められ感が少ないし、ちょっとクラスの中でも疎外されている感じを持っ

ている子というのは、特に要支援群という形で、ほっておけば学校が嫌いになっていった

り、学習意欲が向上しないというようなお子さんになっていく可能性があるので、それを

５月、６月の早い段階で捉えて、その子たちに担任や集団で働きかけていく、そういった

ことで改善の事例もございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、他にございましたらお願いいたします。 

 

○ 土井数馬委員 

 当初予算資料、紙のは163ページ。博物館とプラネタリウムで、予算常任委員会資料は

11の20分の17ページかな。プラネタリウムのほうは２年目かな。２年目になって、新しく

なって、世界一よく星が見えるということなんですけれども、実際そういったＰＲは十分
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に行き届いているのかどうかもちょっとわかりませんけども、来客数というか、それはふ

えているのか、そこだけ教えていただきたい。 

 

○ 伊藤博物館副館長 

 博物館、伊藤でございます。 

 ことし、委員おっしゃるとおり２年目を迎えておりまして、プラネタリウム１年目の昨

年度におきましては、観覧者数５万9000人余りでございました。今年度は、この２月末で

もって５万9000人ぐらいでございまして、昨年度よりもまたちょっとハイペースで来館者

はふえているかなというところでございます。これも世界記録に認定していただいたとい

うのも一つ影響しているかなと思っておるところでございます。 

 

○ 土井数馬委員 

 順調に伸びていて、急速にまたふえているということですので、そこでとどまることな

く、せっかくの世界一という大きなＰＲに向けて、またいろいろ考えていただきたいんで

すけれども、単なるこのプラネタリウムとか博物館が、四日市の施設で終わることなく、

やっぱり四日市のシティプロモーションの一環となるような取り組みもしていく必要があ

るんじゃないかと思います。新名所というか、本当にそういう施設だけというよりも、名

所としてでも売り込んでいってもいいんじゃないかなというふうに思っておりますけども、

観光なんかよくプロモーションビデオをつくっていますよね。あすなろう鉄道とか。あん

なのもやっぱり博物館とかそれなんかも考えてもいいんじゃないかなというふうに思いま

すので、それは考えておいてください。 

 あと、きのうもこども科学セミナーの話も出ていましたけれども、宇宙の話とか、そう

いう科学の話で非常に興味ある部分というのがあると思うんですけれども、ただ、きのう

の話じゃないですけれども、博物館やプラネタリウムは毎日あいていますからね、毎日開

館しているので、だから行ける人が来たときに、きちんとした説明ができるかどうか、興

味ある話で質問が来たときにできるかどうか、今も優秀な学芸員さんとか職員の方、見え

ますので、大丈夫だとは思いますけども、一層そういう深いようなところまで入っていく、

あるいは小さい子供からの幅広い興味に対応できるような、やっぱりそういった説明がで

きるような対応もこれからしていく必要があるんじゃないかと思うんですよ。 

 その新たな取り組みとか企画や事業をやっていくわけですから、それもさっきも出てい
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た継続的に、計画的に行っていくのには、そういうふうな専門的な見地からも見てもらう

ようなことも必要じゃないかと思いますけれども、そんなことは具体的には考えてみえる

のかどうか、ちょっと聞かせてください。 

 

○ 伊藤博物館副館長 

 ありがとうございます。確かにこのリニューアル、３年目を迎えて、一つの節目として

今、考えているところでございますが、たくさんの方が見える中で、また効率的なお話、

皆さんが宇宙のこととか天文のことについて興味を持っていただくような展示であったり、

そういった講座であったりワークショップであったり、そういうことも進めていくべきで

あり、もちろんプラネタリウムの番組もそうなんですけれども、そういったことを外部の

方から専門的な見識でもってアドバイスをしていただけるような、そういったアドバイザ

ー的な方を、来年度はそういった方にお願いして、こちらのプラネタリウムだけではなく

て、博物館の運営のこととかそういったこともご助言いただけるような、そういったアド

バイザーの方にお願いしたいと考えております。 

 また、この１年目、２年目のことを来年度は振り返るいいチャンスでもあるかなとも思

っております。私たちだけで、職員だけで考えているのも、お客様の視点というのから外

れてしまうといけませんので、来年度は来館者アンケートというのもさせていただく中で、

１年目、２年目のことを振り返るいいチャンスだと思っておりますので、また３年目、い

ろんなことに取り組んでまいりますが、その中でも次につなげていくためにも、今、１年

目、２年目のことを振り返りつつ取り組んでまいりたいと思います。 

 もちろん四日市公害と環境未来館が併設されておりますので、そちらとも連携をとりな

がらやっていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

○ 土井数馬委員 

 そういうような考えをお持ちでしたら、ぜひ進めていただきたいし、博物館のところに

もありますけれども、市制施行120周年ということですので、やっぱりああいった場所で

そういう取り組みをきちっとしてきたことが情報の発信にもつながっていくと思いますの

で、ぜひそれはお願いしておきたいと思います。 

 さっきも言いましたけど、学芸員の方や通常の職員の方で、通常業務は十分に賄えると

思いますけれども、博物館やプラネタリウムはそういう展示とか催し物が主ですので、お
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客さんというか、来てみえる方にきちんと対応できるのは、その辺も考えてみえるという

ことですので、間違いなく行っていただくように、これはお願いしておきます。 

 それと、さっき言いましたプロモーションビデオ、またちょっと考えておいてください。

博物館とプラネタリウムはあれですが……。どうぞ。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ちょっとプラネタリウムでお尋ねしたいんですけど、平日に学校団体利用で埋めていま

すよね。これって全て埋まっているんですか。 

 

○ 伊藤博物館副館長 

 全てというわけではございません。やっぱり時期によって多い、少ないはございます。

７月当初というのはやはり少ないです。あと５月、６月、７月の夏休み前までは結構入っ

ております。あと秋の夏休み明けの９月はちょっと少ないです。正直申しまして。それで

10月、11月、12月も結構入ってきます。１月、２月も入ってきます。全部が全部埋まるか

というと、そういうわけではございません。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 実は他市町の幼稚園の先生から、学校団体利用で平日の昼間埋まっているから、他市町

の団体については受け入れができないよということを言われたという話がありまして、い

や、あいているなら、お金も払うと言っているので使わせてやればいいのになと思うんで

すが、そのあたりというのは考え方はどうなんですか。 

 

○ 伊藤博物館副館長 

 もちろんあいていれば、もちろん入っていただくんですが、例えば幼稚園、保育園、小

学校の４年生、中学生でそれぞれ見ていただくプラネタリウムの番組の内容がやはり違い

ます。やはりまだ学校に上がっていないお子さんにはお子さん向けの番組、小学校４年生

ですと、月のことを勉強されますので、月の動きを中心とした番組とか、ちょっと学年に

よってやはり違いますので、そのプラネタリウムの番組ごとに学年が分けられるといいま

すか、入れないところもありますけれども、もちろんあいているところはぜひ来てくださ

いというふうにご案内をしているつもりなんですけれども、ちょっとこれからも職員に気
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をつけるように指導してまいります。申しわけございません。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 割と排除されたような言い方をされたと言っていたので、それについては僕もその事実

を確認していないので、そういう話もあったというふうに聞き置いていただいて、注意し

ていただいたらなと。 

 僕に続いて、今から多分、森川委員が入場料について、また３年目やると思いますので、

終わります。 

 

○ 森川 慎委員 

 今の議論なんですけど、どこか僕、決算審査の場かどこかでこの団体利用で平日の昼間

埋まっていますけどと言って、そのときに対処しますみたいな答弁をされていたと思うん

ですけど、あんまり対応って何も工夫なりはされていないんですかね。どこかで一回聞い

た記憶があるんですが。 

 

○ 伊藤博物館副館長 

 申しわけございません。本当に物理的にもう既に予約が入っているところには、ちょっ

と入っていただけないというところがございます。それで、あいているところには何日で

したらあいていますよというふうにはご案内しているつもりなんですけれども、申しわけ

ございません、そのあたりがちょっとまだ不徹底であるかもわかりません。 

 

○ 森川 慎委員 

 不徹底であると思うんだったら改善していただきたいというのが思いですので、ぜひお

願いしたいと思います。 

 入場料の件は別に聞きませんけども、検討していただきたいなということで、一つ聞き

たいんですけど、この収入は、このｉＰａｄのほうの資料で、その他財源1500万円で、博

物館だと1400万円と上げてもらっているんですけど、入場料の収入がこれですかね。ちょ

っとそこだけ確認を。 

 

○ 伊藤博物館副館長 
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 そうですね。プラネタリウムの場合はほとんど観覧料でございます。大人540円という、

それでございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうするとトータルの入場料ではこのいろいろな企画するのは賄えていないという現状

はあるということですね。わかりました。 

 それとあわせて、今度、博物館のほうなんですけど、120周年を記念して自主企画をし

てもらうということなんですが、あんまり去年と比べても予算としては50万円ぐらいしか

上がっていないんですが、これはどの辺が120周年記念な感じなんでしょうか。 

 

○ 廣瀬博物館副館長補佐 

 博物館、廣瀬です。 

 どのあたりが120周年かということですが、基本的にはまず企画展の部分で、四日市の

歴史を取り扱った展覧会を入れております。毎年やっている展覧会の中で、巡回展とか自

主企画、そういったものを入れているんですけれども、平成29年度についてはその自主企

画の部分で四日市の歴史を扱ったものを２本入れているということです。 

 

○ 森川 慎委員 

 それはこの中でいうと企画展の①と③ですかね。 

 

○ 廣瀬博物館副館長補佐 

 企画展の①と②が今回、新たに入れているものです。③については、例年やっていまし

て、これも四日市の昔の暮らしということで、これは例年行っております。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかりましたが、その120周年というんだったら、もっと予算かけてもいいのかなとい

う気もするんですけど、それは予算内でおさまるようにできたという判断をされて、この

企画特別展も合わせてされるということでいいですか。確認だけ。 

 

○ 廣瀬博物館副館長補佐 
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 はい。そのようにご理解いただければと思います。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかりました。ちょっといろいろ、今のその入館の平日の話もそうですし、入場料の件

もそうですけれども、いろいろなかなか遅いのかなと個人的には思っていますので、本当

にいい施設になっていますので、使いよいように今後お願いしたいと思いますので。 

 終わります。 

 

○ 土井数馬委員 

 もうこの件はよろしいですね。 

 

○ 山口智也委員長 

 はい。 

 

○ 土井数馬委員 

 僕もちょっと予算のことを言うのを忘れていましたけれども、さっき副館長のほうから、

アドバイザリーのスタッフのような人も考えているということで、プラネタリウムはちょ

っと下がっておるのね。それでも間に合うのかなと思っておりましたけども、この中で工

面してもらうんだろうと思いますけども、足らなかったら言ってください。 

 以上です。 

 

○ 樋口博己委員 

 先ほど来館者アンケートをとっていただくということだったので、その来館者のアンケ

ートにあわせて、問い合わせで、先ほどだめだったという話もあったので、問い合わせさ

れた方のそういう声もあわせて記録として残していただきたいなと思います。 

 来館者のアンケートも、子供たちも答えていただくと思いますし、引率者、学校側の方

もあると思いますので、引率者として、運営側としてのいろんな声もあると思いますので、

その辺よくアンケートをとっていただいた上で分析いただいて、市内の子供たちもそうで

すけど、より市外、県外の利用者の方の声をしっかり反映できるようにお願いしたいなと

思います。これは要望だけさせていただきます。 



 - 56 - 

 

○ 土井数馬委員 

 次です。紙の当初予算資料は、165ページですか、新規事業ですね。四日市こども広報

発行事業費って、何か見た限りおもしろそうなんですけれども、あんまり中身がわからな

いんですが、記事内容として、本市ゆかりの人物のインタビューや密着取材とかいろいろ

あるんですけれども、これは小学校１年生から６年生までと中学生ですけれども、これは

みんな同じものですわね。小学校１年生と中学校３年生で同じような内容のもので、おも

しろいんですかね。ちょっとよくわからんのですけど。 

 それで、これはどこか外部委託するんでしょうかね。教育委員会のほうでつくっていた

だくんでしょうか。ちょっとその辺も教えてください。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 このこども広報につきましては、これから新規事業ということで進めていく部分もござ

いますが、まずやっぱり小中学校、全ての私立校を含めまして、小学生、中学生全ての子

供たちに渡るような冊子というふうに考えております。 

 その中で、内容としては、それこそ小学校低学年から中学生までの中身で、いろんな中

身、これから考えていく部分でございますが、やはり編集につきましては、専門の方のア

ドバイスといいますか委託部分がございますが、庁内でもその編集会議というのをしっか

り立ち上げまして、議論をしていきたいと。そしてまたパイロット的に発行する中で、子

供たちの意見を聞きながら、中身については少しずつよくしていくというところもしっか

り取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○ 土井数馬委員 

 各学校で新聞部があるのか、ちょっと僕はよくわかりませんけども、だからいろいろ、

最初出すなりして、意見を子供たちから聞くんですけれども、どうやって聞いていくんで

すかね、そういうのは。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 アンケートも考えていきたいと思っておりますし、現場の先生のお声も聞かせていただ
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きたいと思います。やはり子供たちの活字離れというところも懸念されるところでもござ

いますし、やっぱり授業で使っていただける、そういう学習資料としての効果も考えてお

りますし、四日市のいろんな紹介、子供たちと四日市をつなげる一つの活字というところ

も、こちらの狙いとしてございますし、欲張るのであれば、これを年々発行していく中で、

一つの学習教材の体制といいますか、そういうものも何年か発行する中で、一つ副教材の

ような、そういう取りまとめができるような中身も考えたいなと夢は膨らむんですが、な

かなか今後どこまでしっかりやれるかというところで、しっかり取り組まなければならな

いと今考えております。 

 以上です。 

 

○ 土井数馬委員 

 冒頭言いましたように、楽しそうでおもしろそうなものだなと思っていますので、検証

せずにずっと出し続けるんじゃなしに、１回目は１回目で検証していただくなり、そうい

ったきちんとしたものにしていただきたいし、何しろおもしろいものをつくっていただく

ようにお願いしておきます。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員長 

 ちょっと聞き逃したんですけども、そうすると小学１年生から中学３年生まで同じもの

を配布するということでよかったんでしょうか。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 同じ冊子として発行させていただきたいと思います。ですから記事としては低学年向け

と高学年といいますか中学生向けと、いろんな記事がまじるのかなというところもありま

すが、その対象としては、小中学生全てを一つの冊子といいますか、広報でと考えており

ます。 

 以上です。 

 

○ 三木 隆副委員長 

 これはちょっと私も聞き漏らしたかどうかわからないんですけど、誰がつくるんですか。 
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○ 長谷川教育総務課長 

 編集会議というのは庁内で立ち上げますが、やはり最初はノウハウございませんので、

民間の方、そういう編集作業を専門にやっていただく方に委託をお願いいたしまして、そ

こに作成をお願いするということです。将来やっていく中で、庁内で発行のめどが立つか

どうかというのも含めて検討していきたいと思っております。 

 

○ 三木 隆副委員長 

 会派の中でこの件に対していろんな意見が出たところなんですが、僕らは子供がつくる

のかなというイメージを持っておったんですわ。子供がつくるというなら何か意義がある

のかなと思ったり、そういう部分で、活字媒体としてこの事業をやるというのは、その辺

は理解しました。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 ぜひ子供の取材記事とかも載せたいと思いますが、ただ、活字媒体としてしっかり子供

たちに活字に親しんでもらうという点では、やはりきちっとした編集ができる日本語で発

行したいと、そのように考えております。 

 以上です。 

 

○ 三木 隆副委員長 

 それと、この予算額は237万5000円ですか。この内訳というのは説明できますかね。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 紙面の印刷費といたしまして、これは年間５回、ことしは５回発行というふうに考えて

おりますが、紙面印刷費としまして約95万円、そして取材・編集業務委託として５回分で

117万5000円、そして一部漫画等の、そういう作成も委託したいと考えておりまして、こ

れが25万円と、このような内訳でございます。 

 

○ 三木 隆副委員長 

 ありがとうございました。よりよいものをつくっていただきたいと思います。 
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 以上です。 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、他にお願いいたします。 

 

○ 豊田祥司委員 

 紙媒体の当初予算資料の168ページの普通教室空調設備整備事業、ここにはＰＦＩ導入

に向けた具体的な調査を行うということが書いてあって、162ページの上から３行目、Ｐ

ＦＩ導入可能性調査、及びその管理ということが上げられております。 

 当初予算資料としては、本会議の01の15、２月10日追加配付というところの12ページに、

小学校普通教室空調設備整備事業費についてというところで、ＰＦＩ方式で整備を行うこ

ととしましたということが書かれていますが、決まったということでいいんですよね。ち

ょっとこの辺の、この資料の説明をいただきたいなと思うんですけれども。 

 

○ 山口智也委員長 

 豊田委員、あれですよね、加藤委員が全体会でおっしゃっていた質問と同じような質問

ですね。 

 

○ 豊田祥司委員 

 そうですね。それで、資料も追加資料としてもらっているので。 

 

○ 山口智也委員長 

 書きぶりが違うからどうなっているんやということですね。 

 

○ 豊田祥司委員 

 そうです。 

 

○ 今村教育施設課長 

 まず、追加資料のほうで今言われましたところにつきましては、事業方式、今年度のほ

う検討させていただいた内容で、11月定例月議会でご説明させていただいたような形で、
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直接施工方式、リース方式、それからＰＦＩ方式のほうを比較検討した中で、ＰＦＩ方式

についてメリット的に高いという形をもって、ＰＦＩ方式が最も有利という形のほうで、

資料のところは上げさせていただいております。 

 それで、今回それをもって予算のほう、平成29年度につきましては、まずＰＦＩ導入に

向けた調査業務委託という形で、これまでは代表的なところをとらまえて調査したもので、

それが現実に、今度はＰＦＩが本当にそれがいいかという形のほうで基本設計、それから

民間業者の意向調査とかバリュー・フォー・マネーの試算を詳細にさせていただくという

形をもって、最終的に決めたいという形のほうで考えております。 

 

○ 豊田祥司委員 

 ということは、ＰＦＩで行くけれども、本当にそれでいいのかという調査委託がここの

予算に含まれているということでよかったですかね。 

 

○ 今村教育施設課長 

 はい。そのような形で結構でございます。 

 

○ 豊田祥司委員 

 もう一点。この金額の2000万円、前年度500万円使っていて、あと2000万円、債務負担

行為がありますけれども、ちょっとこの内訳を、これは導入可能性調査と業者選定で2000

万円使うということだと思うんですけども、これは同一業者と考えているのか、別々の業

者なのか、ちょっとその辺、内訳がわかったら。 

 

○ 今村教育施設課長 

 まずＰＦＩ導入に向けた調査業務委託としましては、1500万円という形のほうで考えて

おります。 

 それと事業者選定業務委託としまして、今年度のところについて1000万円、それと債務

負担行為として2000万円ということで、計3000万円という形のほうを考えております。 

 それと業者の選定につきましては、今現在私どもが考えておるのは、導入可能性調査の

ほうと事業者選定業務というのは別という形のほうで考えております。 
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○ 豊田祥司委員 

 ありがとうございます。追加資料では、地域業者の参入状況とか他市の状況を書いてい

ただいていますけれども、しっかりと地域の業者が入れるような形で行っていただきたい

なと思います。とりあえず以上です。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございます。 

 関連。 

 

○ 樋口博己委員 

 関連です。済みません。 

 まず最初に、整備工事工程を示していただいておるんですけれども、これは具体的には

平成31年度から工事に入るというふうになっていまして、これは31年度いっぱいかかると

いう意味ですかね。夏には間に合わんところもあるということですかね。 

 

○ 今村教育施設課長 

 今現在としましては、スケジュールの中身のほうでちょっとお示しさせていただいたよ

うな形で、来年度の前半で導入可能性調査をして、その結果、ＰＦＩが最も有利という形

で決定すれば、事業者の選定という形のほうで平成29年度の後半から30年度にかけてやら

せていただいて、それで業者が決まった上で、業者のほうで平成31年度いっぱいかけて設

計と施工のほうを考えておるという形のほうで、平成32年度の夏には確実に間に合うよう

な形で考えております。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、平成31年度の夏に間に合う学校はないということですかね。 

 

○ 今村教育施設課長 

 とる業者のほうによると思うんですけど、今の中では、平成31年度いっぱいかけて工事

のほうを考えておるという形のほうで考えております。 
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○ 樋口博己委員 

 平成31年度いっぱいには全ての工事が終わると。32年度にかかることはないということ

でいいんですかね。 

 

○ 今村教育施設課長 

 今のところではそのような形で、平成31年度中に工事のほうが終わるという形のほうで

選定したいという形のほうで考えております。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。さまざま時間かかることだと思いますが、スムーズな作業をお願いした

いなと思います。 

 あとそれと、これは冬に暖房という概念はあったんでしたですかね。 

 

○ 今村教育施設課長 

 冬のほうの暖房も使えるような形で考えております。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、学校によっては平成31年度の冬に使える学校もある可能性はありますかね。 

 

○ 今村教育施設課長 

 ちょっと断定のほうが、ちょっとそこら辺のところはまだ業者等が決まっていないもの

で、決まった段階で業者のほうがどのような形で施工するかという形のほうによると思い

ますので、そこのところはちょっとお答えができないんですけど。 

 

○ 樋口博己委員 

 平成31年度中には全て完了するということを確認させていただいたんですが、Ａ学校は

ついていて暖房きいているけど、Ｂ学校はまだ工事中でついていないという話もあります

けど、ただ、状況によっては臨機応変な対応もお願いしたいなと思います。 

 それともう一点なんですけど、今回、普通教室全てにつけることに関しては、一括でＰ

ＦＩで行けるかどうか、最終決まっていないでしょうけど、その維持管理も一括でという
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ふうなことだと思っているんですけども、あわせて、既についている特別教室の空調があ

りますけれども、これをもう全く別で維持管理はそのまましていくのか、今後どこかで整

理して、Ａという学校なら全部一括で一緒にメンテをしていく考えがあるのか、その辺は

どうですか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 現段階としましては、ある程度想定をした形で業者のほうを選定、それから事業費のほ

うを上げていただく必要がありますので、その中では、自分のところでつけたところにつ

いては最終的なメンテナンスのほう、責任が持てるというところがあります。そういった

点から考えると、今回つけたところについてのという形で、今までつけておるものについ

ては、今の段階としては別という形で考えております。 

 

○ 樋口博己委員 

 今後、事業をいろいろ精査しながら整理いただくと思うんですけれども、普通教室はＡ

という業者が入ってきて、音楽室はＢという業者で、図書室はＣという業者が入るという

話も今後あるわけですよね。ちょっとそれ、今後課題として、できることなら少し整理い

ただきたいなという検討だけお願いしたいんですね。 

 

○ 今村教育施設課長 

 その辺については、課内のほうでも議論がありまして、どれが一番いいかという形のほ

うを今後、とったところの業者にもよるんですけど、その辺のところも考えて検討する必

要があるという形で考えております。 

 

○ 樋口博己委員 

 結構です。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございます。 

 じゃ、他にお願いします。 
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○ 豊田政典委員 

 同じ事業ですけど、二つの事業があって3000万円、3000万円ということで、総事業費。

それぞれどういった種類の業者に委託をする予定なのかということ。 

 あと、詳しい内容はよく理解できませんけれど、感覚的に何となく高いような気がする

んですけど、こんな大変な業務なんだよということをちょっとわかりやすく説明してほし

いなと。 

 

○ 今村教育施設課長 

 済みません。まず、導入可能性調査という形については、まず現地のほうを調査した上

で、室外機のほうの検討とか室内機のほうを検討した上で、各学校においてどのぐらいの

熱負荷があるか、空調能力等を設定したり、それから各学校の空調設備に適した熱源を設

定するとか、それから各学校におけるライフサイクルコスト、それからＣＯ２の排出等に

ついて考える。それから、熱源のほうの室外機のほうの騒音とか振動レベルなどの検討と

か、あと電気になりますと、変圧器の容量等の計算書をもう一度洗い直すとかいう形のほ

うで、あと環境負荷の軽減の対策はどのような形でできるかという形のほうをもって、そ

れで設置費用とか光熱費の増減、それからＣＯ２の算定を推定した上で、次に、事業手法

の最終的な検討の中で、地元企業による民間意向調査等を実施させていただいて、参加意

向の確認とか事業概要のことについて、課題等について、どのことが地元として課題があ

るかという形のほうを調査するような形。 

 それから、その辺のところを合わせて、直接施工方式で実施したときにはどうなのかと

いうことを踏まえて、新たにリース方式、ＰＦＩ方式の形について導入することについて、

市の負担額のほうをもう一度算定させていただくということと、あと金利等についての計

算を踏まえた上で、市の負担額のほうを、どのような形で市の負担額が増減するかという

ことを総合的に考えるという形を、導入可能性調査という形のほうで考えております。 

 それと、まずこれについては1500万円という形のほうであらわさせていただいておるわ

けなんですけど、この辺のところは私どもも本当にこの金額がどうなのかというのはなか

なか、業者についても数多くありますので、よそのところなんかを調べさせていただいた

ところ、千葉県の柏市なんかのところで調べさせていただいたところ、1500室で、それで

金額として1490万4000円というぐらいの形で予定価額を設定しておりますので、この辺の

ことも合わせて、この1500万円については妥当かなという形のほうで考えております。 
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 それともう一点のアドバイザー業務につきましては、それをもとに、それ以降、ＰＦＩ

で実施となったときに、ＰＦＩに対するアドバイザー契約という形のほうで、ＰＦＩ方式

ができる形のほうを手伝いしていただくということも含めた一連の手続の支援とか競争環

境の調整とか、適正な事業者選定という形のほうで、最終的に総合的にＰＦＩを実現する

ための手助けをしていただくという形のほうになってきます。 

 内容としましては、実施方針の策定支援とか、それから特定事業の選定支援、それから

入札説明等の作成業務等、それと事業者の選定支援、それから審査委員会等の運営支援と

か、あと基本協定――最終的に業者と協定を結ぶときの事業契約締結内容等について――

の精査等をやっていただくという形になっております。 

 これについては約3000万円という形のほうで上げさせていただいておるわけなんですが、

これにつきましても、他市の事例のほうをちょっと調べさせていただいておる中で、近い

ところで愛知県の一宮市のほうでやっていただいておるわけなんですけど、ここについて

はうちより大分少ないんですけど、8000教室について3000万円のほうで契約をしておると

いう形のほうで……。済みません、2900万円で平成28年８月に落札しておるという形のほ

うで、契約金額としては3132万円で契約をしておるというところもちょっと調べはさせて

いただいてあります。 

 以上でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 予算額がわからなくなったんですけど、二つ目の基本事業者選定業務委託は債務負担で

すけども3000万円で、上のほうは1500万円というのは書いていないんですけど、どうやっ

て読んだらいいのか。 

 

○ 山口智也委員長 

 内訳がわかりにくいので、ちょっとそれぞれ幾らか、もう一回。 

 

○ 今村教育施設課長 

 済みません。ＰＦＩ導入に向けた調査業務委託として1500万円。それから、来年度のほ

うとしまして、事業者選定業務委託として1000万円と、それからその平成30年度分として

2000万円という形のほうで考えております。債務負担行為の部分。それで、予算額2500万
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円のほうにつきましては、1500万円のＰＦＩと、それから事業者選定の平成29年度分の

1000万円。それから残りの債務負担行為の2000万円というのは、平成30年度分の2000万円

という形で考えております。 

 

○ 豊田政典委員 

 それで、さっき質問しましたけど、どういった業者なのかよくイメージできないので、

それぞれもう一回言ってください。 

 

○ 今村教育施設課長 

 コンサルティング業務、ＰＦＩのほうを今まで手がけたことがあるという形のほうで選

定をさせていただきたいという形で考えております。 

 

○ 豊田政典委員 

 それぞれ何社ぐらいあると想定しているんですか。 

 

○ 山口智也委員長 

 ＰＦＩの、今のところ何社ぐらい想定しておるか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 ちょっと今のところ何社かというのが、どのぐらいあるかというのは全国的にちょっと

そこまでは調べていないので、ちょっと調べさせていただきたいと思うんですけど。 

 

○ 豊田政典委員 

 そんなに突っ込んで聞く気はなかったんですけど、その千葉県の柏市だとか一宮市だと

か、そこを選ばれた理由もよくわからないし、予算の根拠が、聞かなきゃよかったなとい

うぐらいわからなくなってきたので、気になっていたんですけど、事例が業者が少ないか

ら他市を参考にしたとか言われるし、数はわからないと言われるし、上と下は参考にした

自治体も違うし。 

 

○ 今村教育施設課長 
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 柏市のほうにつきましては、応募のほうにつきましては、４社ほど応募のほうがあった

ということは確認しております。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 なぜ柏なのかということなんですけど。一番直近の事例ということですかね。 

 

○ 今村教育施設課長 

 一応、調べたところ、こちらのほうが一番新しいという形のほうでわかりましたので、

ちょっとご照会のほうをさせていただいたという形になります。 

 

○ 豊田政典委員 

 それは教室だか学校の数が近いからということではないんですか。特に一宮市は数が随

分違うみたいなことを言われましたけど。 

 

○ 今村教育施設課長 

 一応、柏市につきましては1500室という形のほうで、ある程度、うちよりは大きいんで

すけど、近いところで調べたところがこういう形ということで、ちょっとほかのところを、

じゃ、もう少し具体的にどういうところがあるのかということについては、資料のほう、

ちょっと持ち合せておりませんので、申しわけありません。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 一宮市は何教室ぐらいあるんでしたっけ。柏は1500室。 

 

○ 今村教育施設課長 

 一宮のほうにつきましては、791室を予定しているという形で書いてあります。 
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○ 豊田政典委員 

 だから何で一宮市を持ってきたのか、何で柏市を持ってきたのか、それを説明して納得

させてくれればいいんですけど。予算の根拠。金額。もう一回まとめて。 

 

○ 山口智也委員長 

 どっちかというと事業者選定の予算の根拠がということですかね。導入可能性調査とい

うところじゃなくて。どっち。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 そうですね。はい。それでは一旦、休憩を入れさせていただきます。 

 ちょっと待ってください。答えられますか。じゃ、ちょっと一旦答弁いただきます。 

 

○ 広瀬教育施設課課長補佐 

 教育施設課の広瀬と申します。 

 済みません。ちょっと一宮の件はお答えできませんけれども、ＰＦＩの導入可能性調査

の1500万円の根拠ですけれども、今年度500万円を使わせていただいて、モデル校を抽出

して試算をさせていただきました。直接施工方式、ＰＦＩ方式、それとリース方式と３方

式の概算を出させていただいて、ＰＦＩ方式が最も有利であるということをご説明させて

いただきました。 

 それで来年度のそのＰＦＩの導入可能性調査というのは、モデル校だけではなく、実際

にほかの学校、残りの学校も現地調査を行いまして、基本設計的なものをさせていただい

て、事業費の精度を上げさせていただこうと考えております。その事業費の精度を上げた

中で、再度バリュー・フォー・マネーが出るかどうかといったことも含めて調査をすると

いうことで、根拠としましては、半年間で55日間、委託する業者さんのほうでかかるだろ

うということで積算をしております。 

 それと、続きましてアドバイザリー業務につきましては……。 

 

○ 山口智也委員長 
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 ちょっと待って。そうすると、可能性調査のほうは平成28年度は、今年度は500万円使

ったと。それで来年度は1000万円使うということで。 

 

○ 広瀬教育施設課課長補佐 

 いえ、来年度は1500万円を使わせていただきます。 

 

○ 山口智也委員長 

 両方とで2000万円ですか。今年度500万円使ったんですよね。 

 

○ 広瀬教育施設課課長補佐 

 ええ。今回の業者とはまた、同じになるか別になるかは、公募型の業者選定をさせてい

ただきたいと思っていますもんで、わかりませんけども、精度を上げるための調査として

1500万円を使わせていただきたいと思っております。 

 

○ 山口智也委員長 

 はい。それで事業者選定のほうは。 

 

○ 広瀬教育施設課課長補佐 

 続きまして、事業者選定のほうにつきましては、業者を選定していく中で、ＰＦＩ事業

というのは、まずはどんな事業を行う、どういった要求水準で行う、どういった公募の仕

方で行うというのをその都度、公表していかなければなりません。その公表の仕方は、ホ

ームページになると思いますが、公表させていただくその中で、そのお手伝いをしていた

だいたり、また、ＰＦＩ事業となりますと、管理運営も入ってきます。金利調達の面のア

ドバイスをいただいたり、あとは法的な契約事になりますもんで、契約内容の詰めのお手

伝いをいただいたり――弁護士的な観点ですね――というようなことも相談に乗っていた

だいたり、もろもろのアドバイスをいただくということで、１年半で……。 

 申しわけございません、先ほどのアドバイザリー業務のほうが１年半で15日間、考えて

おります。ごめんなさい。ＰＦＩ導入可能性調査のほうが15日間。それとアドバイザリー

業務のほうは１年半で延べ55日間を調査に費やすということで、人工計算のほうで積算を

させていただいております。 
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○ 山口智也委員長 

 ちょっと書面で出してもらえますか、それ。整理してもらって。 

 じゃ、ちょっとわかりやすくもう一回。これではわかりづらいもんで。 

 では、一旦休憩入れます。再開は、ちょっとまた連絡入れさせていただきます。 

 

                                １４：０５休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：２０再開  

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、再開させていただきます。 

 それでは、まず初めに、先ほどの普通教室空調設備整備事業の予算の内訳につきまして、

中村理事のほうから改めて説明をしていただきますので、口頭のほうで説明していただき

ますので、よろしくお願いします。 

 

○ 中村教育委員会理事 

 理事の中村でございます。それでは、もう一度改めて説明させていただきます。 

 先ほどの、手持ちの資料ですと168ページなんですけど、よろしいですかね。当初予算

資料ですね。この中で、まず大きく二つございます。まず一つ目のＰＦＩ導入に向けた調

査委託というところで、これは要は平成29年度として1500万円。それから事業者選定業務

委託としまして、アドバイザー業務を、ちょっと後で詳細、説明させていただきますが、

これが要は平成29年度1000万円の平成30年度2000万円の債務負担行為というところで、平

成29年度予算としましては、要は先ほどの1500万円とアドバイザリーの債務負担の前年度

分の1000万円、これを合わせて2500万円というところになってございます。 

 まずＰＦＩの導入に向けた調査委託でございますが、これにつきましては、平成29年度

に行うというところで、この資料に書いてございますように、基本設計、民間事業者への

意向調査、これは前からちょっとお話もございましたが、地元業者の活用、このあたりに

ついてのいろんなアンケートをとって、そのあたりの意向を調査すると。 

 それからＶＦＭの試算――バリュー・フォー・マネーの試算――を再検証して、今年度
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行いました数値がどれぐらい精度があるかという、そういうふうな検証を改めて行うと。

といいますのも、先ほど課長が説明させていただきましたように、今年度、ＰＦＩ方式、

それからリース方式、直接施工方式、この３方式についての選定、それに向けた調査を今

年度は行ったわけです。その中で今回、ＰＦＩ方式で行こうということになりました。そ

の中で、ＶＦＭも検討はしておりますが、精度的にはやはり設計そのものが、先ほど言い

ましたようにある程度モデル校、それに基づいた試算で行ってございます。それを要は来

年度、調査委託の中で各学校ごとに現状を調査して、いわゆるエネルギーの関係から、そ

ういうもろもろの調査を、いわゆる詳細調査、これらを行う業務というところでございま

す。 

 それから、事業者選定業務委託でございますが、これはいわゆるアドバイザーの契約業

務と。今後、業者を選定していくに当たっての実施方針の作成、それから特定事業の選定、

入札説明書の作成、それからＰＦＩ事業、これらを行うに当たっての支援業務を行ってい

ただくと。ですので、当然、業者の選定に当たっては、その中身、これらも精度を見てい

ただくと、それから法的な位置づけ、こういうものも非常に法律上、難しいものがあると

いうところと、もう一つは、金融技術といいますか、そういう金利の計算、そういうもの

をやらなければならないというところで、アドバイザリー業務を行うというところでござ

います。 

 それで、先ほどの予算額の算定でございますが、1500万円、これについても、この後の

アドバイザーの3000万円もそうですが、現在というか今年度やっていただいた業者のほう

からある程度どれぐらいかかるかという、要はそれに対する人工数の試算をしてもらって

おります。その試算は、先ほど言いましたように、導入可能性調査の場合ですと15日間、

それから事業者選定業務の場合ですと55日間ぐらいの人工数と。ただ、55日間の中には当

然、主任技術者から統括員、要はそれらも含めた人工数を計算してございます。 

 それで、先ほど言いました柏市、それから一宮市と、これをなぜ選定したのかというの

は、要は先ほどの業者のほうで出していただいた人工数に基づいた試算――これも市のほ

うである程度、試算はしておるわけですが――の妥当性を見るために、柏市の場合は、若

干、全体数としては1500室と多いわけですが、要は導入可能性調査について近年、平成28

年５月に実際に行っておるというところから、それを参考にしておったと。 

 それから、一宮市についてもそうですが、これは平成28年８月に同じようなアドバイザ

リー業務、これらも大体3000万円ぐらいの業務という形で試算というか、実際にやられて
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おったというところから、この値段の妥当性を検証するために、近年のそういう事例をも

とに、それを参考にこの予算額をはじいたというところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございました。 

 

○ 豊田政典委員 

 まとめて説明いただいたので、理解したつもりですが、確認だけ。その導入可能性調査

といわれると、500万円のものをまたやるのかいと思うんですけども、詳しく精度を上げ

るためにやることによって、結果によってＰＦＩ方式が、変わる、やめるわけではなくて、

次の業者選定作業につながっていくようなもとになる基本設計も合わせて行うと。各学校

を回って。そんな理解でいいですか。 

 

○ 中村教育委員会理事 

 一応、今年度調査したものについては、要は直接施工方式、ＰＦＩ方式、リース方式、

その三つの中で何が一番効率的で効果的であるかという選定を行いました。 

 その中で、ＰＦＩ方式を選定して、それを次につなげていく。それで来年度そのＰＦＩ

の中身として、どれだけそれが精度を上げられるかというところをしていくというところ

で、ここで導入可能性調査というと、ＰＦＩをもう少しやるのか、やらんのかというよう

な感じにもなるんですが、そうではなしに、要はＰＦＩ方式のものをいかに正確に発注し

て、より効果的なものにできるかというところを調査するというところでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございました。 

 この件についてはよろしいでしょうか。 

 それでは、次に午前中の森川委員のほうからご請求がありました三師の件ですけれども、
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資料が出ましたので、これについて説明をいただきたいと思います。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 失礼します。森川委員のほうから要求がありました資料について配らせていただきまし

たので、ご説明申し上げます。 

 まず１ページ目は、根拠法令ということでございましたので、学校保健安全法並びに学

校保健安全法施行規則のほうに具体的に職務内容、これが記されてございます。 

 １ページ目は、学校医でございます。第22条。そして裏面に行っていただきまして、第

23条が学校歯科医の職務執行の準則、第24条が学校薬剤師の職務執行の準則というふうに

なっております。 

 なお、私ども、その次のページから、学校医の職務についてというペーパーがございま

すけれども、このペーパーをそれぞれ今、医師会、それから薬剤師会、学校歯科医師会、

ここに業務の推薦の依頼をしているんですけれども、このペーパーをつけてお願いしてい

るというところでございます。 

 そのペーパーについては、まず学校医の職務ということで、この①から⑩は、先ほどの

ものに準じて、ここに示してあるということで、その下に、本市における具体的な職務内

容ということで、それが具体的にどういうものかということ、これは本年度からこういう

ものをつけて、具体的にはこういうものだということでご理解いただくためにつけてお願

いをしているというところでございます。これは医師会、薬剤師会も同様でございます。 

 なお、これにつきましては、委嘱をして決まった後、委嘱のときに委嘱状と一緒にこれ

もそれぞれの三師の方にお渡しするというふうなことで、具体的な職務内容をご理解いた

だくように配慮しているところでございます。ですので、午前中、申し上げたように、こ

の具体的な職務内容が本当にこれで具体的なのかどうかというあたりについて精査をして

いきたいというふうなことでございます。 

 そして、一番最後に学校医の担当校一覧表をつけさせていただきました。一番左、担当

学校医、番号で記してあるのが、ここに先生方の名前が入っているということでご理解を

いただきたいと思います。 

 １枚目、２枚目の裏表が学校医、その次が学校歯科医、裏表になっております。最後に

学校薬剤師一覧表ということでございます。 

 説明は以上でございます。 
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○ 山口智也委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、森川委員、ご質疑ありましたらお願いします。 

 

○ 森川 慎委員 

 すぐ出してもらってありがとうございました。 

 法令に、これに準じて、この学校三師の職務についてと、これは各先生にもう渡しても

らっている、個人個人にもう渡してもらっている、それは間違いないところなんですよね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 昨年度までは、渡しているんですけれども、さっき申し上げたように、職務の部分だけ

お願いするときに渡しているということなんですが、本年度から具体的な職務内容もつけ

て渡していこうと、今そんなふうなことで考えているところです。 

 

○ 森川 慎委員 

 職務の内容について渡している。もうちょっとかみ砕いて。あんまり理解できませんで

した。ごめんなさい。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 この１枚目のこれは、法律のほうを抜き出しただけでございます。その次のペーパーを

見ていただきますと、２枚目なんですけれども、学校三師の職務についてというところで、

そこの大きな１番、学校医の職務ということで、１番の（１）の①から⑩まで、ここのと

ころはもう昨年度までもこういう形でお願いをしているわけですけれども、これも渡って

います。 

 ところが本年度は、それに加えて（２）本市における具体的な職務内容という、これを

つけ加えて、要は（２）をつけ加えてことしは渡そうということでございます。 

 今、それぞれの医師会、歯科医師会、薬剤師会の推薦の依頼をするときに、そこまでは

渡っているんですが、今後、先生にお渡しするのは、委嘱状をそれぞれの学校から持って

いくんですけれども、そのときにこのペーパーを持っていって、これをお渡しするという
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ふうなことを考えております。 

 

○ 山口智也委員長 

 ちょっと一つ確認していいですか。この１ページ目の（２）のところからつけ加えるの

はいつからになるということですか。ことしからですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 本年度からでございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 本年度というのは。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 来年度ですね。ことしじゃなくて、来年度の委嘱をするときにお渡しするということで

す。 

 

○ 山口智也委員長 

 すると今のところは（１）の①から⑩までが渡っているという理解ですね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 そうです。 

 

○ 山口智也委員長 

 森川委員、済みません。ありがとうございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 はい。わかりました。この（２）は今のところ渡っていなくて、この現状ということで

すよね。わかりました。 

 今、この先生ごとのこの表と見比べて……。ちょっと細かく見ていないのであれですけ

ど、やっぱり先生の意欲というところも結構、影響しているのかなということはちょっと
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今、感じながら見させてもらっていますけど、ありがとうございます。わかりました。一

旦、ありがとうございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 他にございますでしょうか。 

 関連。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 学校医担当校の一覧表の、これは１ページ目のところの14番、15番の方と、19番、20番

の方なんですが、朝明中学校に２人入っているということになるんですかね。その場合は

それぞれに基本のものをお渡ししているのかどうかというところ。19番、20番については

山手中学校がかぶっていますよね。これってどうなっておるんですかね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 複数配置校、何校かございまして、そこには基本給のほうはそのままなんですけれども、

担当の子供さんの数に応じてお渡ししていると。要はこの表でいうと、下の部分が約半分

に分かれるというふうなことになります。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 １人で見切れないぐらい多い生徒数のある学校についてということですね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 はい。今、基準としては660名以上の学校には複数配置ということになっております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございます。 

 お待たせしました。 
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（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 別件で。じゃ、もうよろしいですか、これは。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 じゃ、別件でお願いします。 

 

○ 豊田政典委員 

 じゃ、当初予算資料から幾つか聞いていきますので、簡潔に答えていただければと思い

ます。 

 まず162ページ、163ページのところの文化財に関係したところで、162ページに旧四日

市市役所四郷出張所のことが書いていただいてある。それで、道標を新設するとか、まち

歩きの環境を整える、それからイベントを開催するということですが、もう少し具体的に

教えていただいて、力を入れてやってほしいなという話なんですが、かつて四郷ふるさと

の道整備事業というのが随分前に行われましたが、それとの関係性はないかもわかりませ

んが、道標とか、歩く環境と言われるとそういうのを思い出しましたので、話を聞かせて

いただきたいのと、それから163ページ、久留倍官衙遺跡に戻りますけれども、追加資料

でいただいた中には出てこないんですが、何年か前の説明で、この敷地とは少し離れたと

ころに来客者用のトイレをつくるという計画があったかと思いますが、今回入っていない

ので、それはもうできたのかどうなのか、そこを確認させてください。 

 

○ 葛山社会教育課課付主幹 

 社会教育課、葛山でございます。 

 まず旧四郷出張所など文化財に恵まれた四郷の町並みを活用してウオーキングなどを行

うというほうのご質問でございますけれども、こちらは都市整備部の四日市あすなろう鉄

道利用促進事業と連携をさせていただきまして、西日野線に乗っていただいて、西日野駅
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でおりていただいて、旧四郷出張所周辺のちょっと古い町並みが残っているところをウオ

ーキングしていただこうというイベントでございます。平成28年度、去年10月の終わりぐ

らいにも一度させていただいたんですけれども、150名ほどのご参加を得て、イベントを

開催させていただきました。 

 中心となるのは、委員おっしゃられたようにかつて四郷ふるさとの道として整備をした

ルートがございますので、そのルート上にあります史跡であるとかお寺であるとか、そう

いう文化財のスポットをめぐっていただいて、そこに地元の方も協力していただいて、説

明を行いながら歩いていただくと。場所、酒蔵のところでは民間の会社さんにご協力いた

だいて行いましたので、大変好評で満足度が高かったと認識しております。これにつきま

しては、平成29年度からまたさらに翌年度も続けて行ってまいりたいと思っておるところ

でございます。 

 続きまして、久留倍官衙遺跡整備事業で、以前に来客用のトイレを史跡地内ではないと

ころに設置したいということを、少しこの委員会の中で述べさせていただいたことがござ

います。史跡指定地の中、公園はほぼ指定地となっておりますので、その中にトイレをつ

くろうとすると、掘削を伴うということになりますと、地下にあります遺跡が壊れるとい

うことがございまして、公園の中、指定地の中にはトイレをつくることができないという

ふうになります。 

 そこで来場者の方に便宜を図るためには、やはりトイレは必要だろうというところで、

今どこにトイレが建てられるかということをまた再度、検討し直しておるところでござい

ます。 

 公園のほうの整備が少し伸びております関係で、トイレの整備のほうもちょっと先に延

びているという状況でございますので、整備の進捗、最後、整備を完了するときにはあわ

せてトイレを設置できるように、そういうスケジュールを組んで、またこれからちょっと

お示しさせていただくことになろうかと思いますので、またその節にはよろしくお願いし

たいと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 ありがとうございました。 

 四郷郷土資料館のほうはぜひ大いに宣伝していただきたいなと。イベントの話、されま
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したけど、ハード的な整備も言葉で書いてあるので、それも期待しております。 

 それから、久留倍官衙遺跡のほう、場所を再検討と言われますけど、これはこの教育民

生常任委員会で場所が示されて、神社のところですよね。それについての安全性の議論と

か、実際にこの委員会でも随分やったと記憶しているんですけど、場所が変わるんですか。 

 

○ 葛山社会教育課課付主幹 

 場所につきましては、ちょっと道路をまたぐということの安全性がどうかということと

かございましたので、再度、正直、検討し直しているところでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 ちょっと理由は違うと思いますけど、まあいいや。 

 じゃ、別の話。158ページの下から２行目に、これは教職員の皆さんに配るものですか

ね、ガイドブック２というのが出ていて興味を持ちましたので、後ほどでいいので、１部

いただきたいなと思って、お願いしておきたいと思います。これはお願いです。 

 それから、166ページ、学校英語教育の話なんですけど、学習指導要領の改訂を先取り

する形でいろんな取り組みをやっていくよということ。改めて少し教えてほしいんですけ

ど、まず中学校、（１）のほう、ＹＥＦというのを増員する。小学校はＨＥＦというのを

配置を見直して、専科教員を入れる。その実際のネーティブスピーカーである外国人――

米国人だと思うんですけど――がＹＥＦ、ＨＥＦなのかどうなのか。それでＨＥＦ、今現

状はどういう状態で小学校はやっていて、専科教員というのはどういう方なのかというよ

うなところを教えてください。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 指導課の廣瀬でございます。 

 ＹＥＦは、ロングビーチからの英語指導員と、ＪＥＴという、これは総務省と文部科学

省と共同した国際交流の英語指導員の派遣、このもので現在11人で、主に中学校に派遣し

ております。そのことで、日本の教員とＹＥＦと共同して授業を行う時数が、国の平均に

なかなか満たないところがございますので、増員をしながら活用率25％を目指していきた

いと考えています。国の平均を上回るような形にまで持っていきたいと考えておるところ

です。 
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 ＨＥＦにつきましては、現在、ことしまで契約しているところにつきましては、豊田委

員ご指摘のとおりネーティブといってもアジア系のスピーカーの派遣でございますので、

このあたりにつきまして見直しを図って、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、オース

トラリア等の英語圏のＡＬＴが派遣していただけるようなところへ見直しを図っておりま

す。 

 小学校の専科教員の配置でございますが、これにつきましては県のほうの、各小学校に

中核となる教員が１人はおるように、平成27年度、28年度、29年度、来年もう一年ですが、

３年をかけて各学校に１人、中核となれるような教員の研修を今進めております。そうい

った教員。それから、中学校の英語教員、英語の免許を持っている教員、こういった者が

中心となって英語の専門性を高めて小学校英語の授業の構築を図っていく、こういったこ

とができるように、英語を専門として指導する教員が生まれるように、時間的に非常勤講

師を配置して支援するという形でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 ありがとうございます。 

 小学校は、僕は知らなかったんですけど、アジア系がＨＥＦとして派遣されてきていた

のが、それが余りふさわしくない。発音だったりするんですかね。よくわからない。それ

を英語圏の方に変えてもらう。そのあたり、もうちょっとだけ教えてほしいのと、小学校

は専科教員という形になっていないけど、特に英語なので、免許を持っていたりする……。

小学校の先生を強化すると。英語力。それであくまでも小学校もＴＴみたいな形になるん

ですかね。その担任、主導的にやる先生は日本人の正規職員で、それにサポートする形で

外国人が来る、そんなことなんでしょうかというのと、一番右下の職員宿舎使用料730万

円というのは、それは外国人なので、その人たちが生活する場所なのかというようなこと

をもう一回聞かせてください。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 本年度まで派遣されていたＨＥＦがアジア系の方。アジア系の英語も英語のうちである

という認識も当然ございますが、少し発音の癖があるというようなこともいろいろ議会で

もご指摘いただいたりしておりました関係で、ネーティブスピーカーを派遣していただけ

るような形にさせていただこうかなと思っています。 
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 それから、小学校のほうには文部科学省のほうからも英語指導力に関する専門性を高め

て指導するようにというような審議の報告等もございまして、そういったところで専門性

を高めていただけるような、そういった研修を受けた者、または中学校の英語免許を持っ

ている者が中心となって、英語の指導を専科という英語担当として行う。あと担任も、例

えば短時間学習と今、国のほうも言われていますが、15分の短時間学習も併用してという

ことになると、15分の授業については担任が指導することもございますので、英語の専科

教員と担任が一緒になって５・６年生を指導して、複数で対応する。そして学んだ英語を

実際に使う機会として、ＡＬＴ、ＨＥＦが派遣されてくる日にはそういった学んだことを

実際に使ってみる、こういうような活用の時間と計画をして、使っていただけるようにし

たいと考えています。 

 それから、166ページ、タブレットの168ページのその他特財につきましては、一旦、英

語指導員のアパート代を支払いはするんですが、当然、英語指導員のＹＥＦのほうからも

徴収して、734万1000円は収入としてあるということでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 ありがとうございました。 

 続けて聞かせてください。 

 

○ 山口智也委員長 

 続けてお願いします。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 関連。じゃ、関連。 

 

○ 樋口博己委員 

 講師を拡充いただくということなんでしょうけども、具体的に今年度、小学校、中学校、

それで来年度、具体的に子供たちは何時間、授業を受けられるようになるんですかね。そ

れで小学校平成32年度、中学校平成33年度は何時間が目標なのか、その辺の具体的な授業
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数の数字を教えていただけますか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 小学校につきましては、来年度、専科教員を配置する学校につきましては、日本人の教

師が専門性を高めて指導するということを重点に置きます。ここで年間６回の派遣を考え

ています。ただ、専科教員の導入がまだできない状況にある学校については、英語活動―

―まだ来年は英語活動でございますので――が停滞するといけないので、そこにはＨＥＦ

を20時間配置して、活性化というか停滞しないように図る。 

 専科教員を配置するところについては、順次、英語活動から英語の教科に近い内容の指

導を今後研究していきたいと考えています。 

 中学校においては、平成32年度に16人体制で進めていこうと思っています。ここについ

ては、大きな学校には常駐できるような形で配置を考えておりますので、一応目標としま

しては、先ほど申し上げたとおり、英語の授業の25％以上がＡＬＴと共同してティームテ

ィーチングで行えるような体制を図りたいと思っております。 

 あと、当然ＹＥＦの配置が多くなっていくと、もちろん中学校の英語のサポート、ティ

ームティーチングも充足していくわけですが、関係の中学校区の小学校への支援も行うこ

とができますので、これで小中一貫の形がとれる、ＹＥＦも十分時間が生まれてくれば、

小学校への６時間という時間のところに加えて配置をしていきたいと考えています。 

 

○ 樋口博己委員 

 それは、今、答弁いただいたのは、講師の配置のことを言ってみえると思うんですけど、

子供たちは実際、授業を何時間受けられるんですかということをお聞きしておるんですけ

ど。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 小学校６年生は年35時間でございます。新指導要領になると70時間になりますので、お

おむね35時間に15分の短時間学習を、英語専科教員を配置した学校についてはテスト的に

ふやしていきたいと考えています。 

 中学校は年間140時間でございます。 
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○ 樋口博己委員 

 中学校の140時間というのは、平成29年度の話なのか。要するに平成28年度は何時間で、

29年度が何時間。それで目標時間が何時間なのか、それをちょっと教えてほしいんです。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 英語の時間につきましては、学習指導要領で決まっておりまして、平成28年度も29年度

も中学校は年間140時間。週４時間でございます。 

 小学校は現在、英語……。 

 

○ 樋口博己委員 

 その英語の授業はわかりますけど、その中で、ネーティブスピーカーの講師が担当する

英語の時間は何時間ですかということです。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 済みません。中学校は35時間以上入れたいと考えています。 

 

○ 樋口博己委員 

 済みません。またちょっと後で個別に資料でください。 

 それともう一つ。ＣＡＮ―ＤＯリストというのを使うということなんですけども、これ

また見本をいただけますか。もうあるんですよね。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 各校でことし策定しておりますので、１部、学校名を抜いたものを紹介させていただき

ます。 

 

○ 樋口博己委員 

 また今後、この成果を適時、報告いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○ 山口智也委員長 

 他にございますでしょうか。 
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○ 廣瀬指導課長 

 済みません。先ほどのスクールカウンセラーのことで、訂正をさせていただきたいこと

がございます。済みません。 

 今、紙ベースの当初予算資料166ページを開いていただいていまして、タブレットは168

ページですが、その次のページなんですけど、先ほど私が、済みません、スクールカウン

セラー、臨床心理士等の説明につきまして、県の、というふうに申し上げましたが、市の

ほうも元教員とか産業カウンセラーという臨床心理士以外の者が入っておりますので、訂

正をさせていただきます。ハートサポーターが全て臨床心理士の登録でございました。失

礼しました。 

 

○ 豊田政典委員 

 じゃ、もう少し教えてください。 

 次、当初予算資料170ページの海蔵小学校改築整備事業で、この資料も平成28年度から

29年度とか、30年度から32年度とか、結局、29年度の予算5700万円余りというのは、何を

するのかよくわからないんですけど。いっぱい書いてもらい過ぎて。 

 

○ 今村教育施設課長 

 済みません。平成29年度の予算につきましては、この部分に実施設計業務のほうの、当

初、昨年度契約をしております残りの部分の支払いの予算を計上させていただいておりま

す。 

 

○ 豊田政典委員 

 そうすると、この箇条書きにしてもらった例えば仮設校舎リースというのは入っていな

いということ。 

 

○ 今村教育施設課長 

 この5797万5000円の中には、仮設校舎リースのほうは入っておりません。 

 

○ 豊田政典委員 
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 それで、その上の改築工事というのも平成30年度からだから入っていないし、既設校舎

改修というのも書いてあるけど関係ないと、そういう意味ですか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 これは内容としまして、全体の海蔵小学校の改築整備事業の内容を全部書かせていただ

いておりまして、その中で平成29年度の部分については実施設計業務の委託料の残りとい

う形のほうで考えております。 

 あと先ほどの仮設校舎リースにつきましては、まだ今のところ実施設計のほうが具体的

になっておりませんので、また平成29年度の補正等で上げさせていただきたいという形の

ほうで考えております。 

 

○ 豊田政典委員 

 答えていただいて、理解はしてきたんですけど、さっきの普通教室のものも教育施設課

の資料でしたけど、これ、わかりにくいですよね。こう書いてもらって、この先のことも

一緒に書いちゃって、既設校舎改修は何も年度も書いていないし、もうちょっと資料をき

ちんとつくって、我々を説得するようなつくり方というふうな意識が足りないんじゃない

かという思いがしました。 

 

○ 今村教育施設課長 

 申しわけありません。十分に気をつけたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○ 山口智也委員委員長 

 正副のチェックもちょっと足りませんでしたので、申しわけございませんでした。 

 

○ 豊田政典委員 

 最後。174ページからの国体関係のところに戻るんですけど、176ページの財源のところ

に、国庫支出金だとか特財とか一般財源、いっぱいありますけど、読み解く限り、前から

言っている国から県におりてくる50億円というのが入ってきていないように思うんです。

これは入っていないですよね。だとすると、いつになったら決まるんですか、これ。 
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○ 高野国体推進課長 

 国体推進課長、高野でございます。 

 豊田委員からご質問いただきました、先ほどおっしゃってみえる国から県へというのは、

社会資本整備総合交付金のことかと思います。こちらについては、この一番上の２分の１

のこの金額ございますが、当初からご説明しておりましたが、50億円を想定しております。

それを県と市で25億円ずつという、この金額は、この国体に向けての複数年度の合計金額

でございます。そのうちの一部、平成29年度についてはこの金額を見込んでおるというこ

とでございます。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 それは174ページの霞ヶ浦緑地のところの話ですよね。これはわかりました。 

 そうすると、全部で50億円のうち、四日市では25億円を目指して話をしているよという

話ですが、その25億円来るのは決まったんですか。 

 

○ 高野国体推進課長 

 残念ながら決定というわけではなくて、今も引き続いて国のほうには要望活動を続けて

おります。 

 

○ 山口智也委員長 

 いつ決まるのと。 

 

○ 高野国体推進課長 

 まず交付については毎年度、例えば平成28年度も頂戴しておりますし、平成29年度につ

いてはこの金額ということで、この満額をいただけるような形で今、要望活動をしておる

ところでございます。 

 最終の交付金額については、総額25億円というようなことはまだ何も決定ではありませ

ん。 

 

○ 豊田政典委員 
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 じゃ、もう一回だけ。25億円を目指していて、11億円は確保したぞと。今回ね。違うの。

１億円か。それで、今までの説明を私なりに理解すると、国がもとなんですけど、三重県

に50億円というのは決まっていて、県が配分するのかなと思っているんですけど、そうじ

ゃなくて、国が決めるんですか。それでいつ決まるんですか。 

 

○ 高野国体推進課長 

 ご質問ですが、今ちょっと一つ確認を。今の豊田委員おっしゃってみえますその１億円

については、まず霞ヶ浦緑地のほうの金額、１億1000万円。そしてタブレットの資料の

178ページにございます中央緑地、こちらの国庫支出金の２億6000万円、この合計金額を

平成29年度の歳入見込みという形で今現在、国のほうにもこの金額はきちんといただける

ようにということで要望をしておるところでございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 決定ではない。要望しておると。 

 

○ 高野国体推進課長 

 もう一つつけ加えますのは、当然、事業の進捗率に合わせまして、私ども四日市市につ

いては、中央緑地が最も金額がかさむものでございますので、この工事を進めます平成30

年度において、そのほとんどの金額をいただけるように今、要望活動を進めておるところ

でございます。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 すると平成29年度が勝負だということ。それで、ほかにとられたということはないのね。

それは国が決めるんですか。幾つか聞いているので、全部答えてくださいね。 

 

○ 高野国体推進課長 

 幾つかご質問いただきました。全て答えられているかどうか。 

 まず、確かに国のほうが金額等は決定されます。そして、まず県単位でおりてくるシス

テムになっておりまして、その金額を県と市で折半するという形で話が進められておりま
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す。それが一つですね。 

 それからあともう一つは何でしたっけ。済みません。ほかにとられるところがないかと

いう話だったと思います。これは国体について、国体開催県に国のほうからこの社会資本

整備総合交付金というのはおりてまいると。その金額について、先催県と同様の金額とい

うことで50億円を今お願いしております。そしてその配分について、三重県と四日市市で

25億円、折半だということで、県がその分、配分が多くなるというようなことはないよう

に、当然、折半ということで話を進めさせていただいているところでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 どこまで決まっているかがよくわからなくなってきたので、まず50億円というのは決ま

っているのか、決まってへんのか。それから２分の１、県と関係市と、それは決まってい

るのか、決まっていないのか。それから、それは誰が決めるのか。それからいつ決まるの

か、もうちょっと順序立てて説明してくれませんか。 

 

○ 大本国体推進課課長補佐 

 国体推進課課長補佐の大本でございます。 

 先ほどからお話が出ております50億円といいますのは、私どもとしましては、国体に向

けて要望させていただいておる金額について、50億円でございます。ですので、いつ決ま

るのかとおっしゃいますと、これはもう国の予算になりますので、国の予算に合わせて額

が決まってまいりますので、単年、単年で要望を重ねていきまして、50億円を確保してま

いると。その上で、全体として市としては25億円確保したいと思っています。 

 

○ 豊田政典委員 

 50億円は三重県全体で要望すると。国に対して。それで50億円が確保され、これは決ま

っていないということですね。それで、いつ決まるかよくわからない。結局よくわからな

いんですけど、50億円来たとして、一遍に来るわけじゃないの。それで来て、それを市と

県が半分ずつというのは誰が決めるの。それも国が決めるの。それでいつ決まるの。 

 

○ 大本国体推進課課長補佐 

 まず、私どもとしましては、平成28年度から33年度までの期間においてこの50億円、全
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体として50億円ということを、県と合わせて今、要望をかけているところです。 

 これを県と市で半分ずつというのは、県と市で今まで協議してきた中で、２分の１ずつ

ということにしています。 

 

○ 豊田政典委員 

 各年度と違うでしょう、そうしたら。それでいつ結論が出るんですか。この１億1000万

円、２億6000万円というのは、これも決まっていないんでしょう。各年度ごとに四日市市

が事業を行うと、それぞれに決まってくるわけですか。そのたびに。その年度ごとに。 

 

○ 高野国体推進課長 

 おっしゃるとおり、私どもの事業に応じてこちらから要望活動を、金額を提示して、そ

れを満額回答いただくようにということで、毎年度、決まってくることに、国の予算に応

じて決定がおりてくるというシステムでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 じゃ、最後。済みません、長引いて。 

 そうすると、毎年度見ておれということですね。四日市市の。それで括弧書きで小さく

書いておくので、これで足し算していけということを言っているわけですよね。 

 それで、県と市、それから津やら何やら関係施設整備するところの内部、三重県内では

もう約束はできていると。これは奪い合いなんてしないよというか、そんな理解でいいん

ですか。 

 

○ 中村教育委員会理事 

 理事の中村でございます。 

 要は今回のこの国体といいますのは、毎年どこかの県で開催されています。それで、実

は毎年、社会資本整備総合交付金というのは、これはいわゆる公園とかその辺の金額とい

わゆる合算の金額なんですね。それで毎年度、全国で公園整備、その中に国体枠分として、

特別枠として設けられています。 

 ですので、例えば今年度もどこかの県ではその分の事業費として幾らか事業をしておる

と。そのうちの、要は三重県として、配分として50億円を今ベースとして配分されるとい
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う、今までの先催県の事例で、各県で大体50億円の配分をその年度の事業費に応じて、あ

る程度毎年、50億円ではなしに、ことし10億円、20億円、30億円という形でどこかには配

分されていって、最終的に各県では50億円が配分される。それを一応これまでの中身とし

ては県と今、四日市だけが事業をやっておりますので、国のこの事業としては、今、国庫

補助の対象になっておりますのは、伊勢の県営陸上競技場と四日市のこの中央緑地、霞ヶ

浦緑地だけですので、ほかと奪い合うということはないんですが、少なくとも県と２分の

１ずつという協議をこれまで進めてきたと。 

 本来、事業費ベースで、本来、事業費からいけばこちらのほうが多いのではないかとい

う話もあったんですが、どうもそのあたりはちょっと私も詳しくいきさつはちょっとわか

らないんですが、少なくとも最低２分の１ずつは国の交付金を受けてやれるという形で、

各年度ずつその事業に応じて補助申請をしていくというところでございます。 

 ただ、先催の事例を見ると、50億円を超えた事業費を受けたところもいろいろあります

ので、少なくとも毎年そういう要望活動をしながら、少しでも補助金の対象になるような

ものを拾い集めて要望しておるというところでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 伊勢は今どれだけなんですか。 

 

○ 大本国体推進課課長補佐 

 伊勢につきましては、平成28年度までで８億円程度というふうにお聞きしております。 

 

○ 森 康哲委員 

 総事業費は幾らの事業なんですか。伊勢は。 

 

○ 大本国体推進課課長補佐 

 済みません、記憶で申しわけないんですけども、90億円程度というふうに伺っておりま

す。 

 

○ 森 康哲委員 

 90億円に対して、要望額というのはもっとあるんですよね。四日市並みにあるというこ
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とですか。 

 

○ 大本国体推進課課長補佐 

 済みません。今、要望額としましては、伊勢の県営陸上競技場と四日市が一つのパッケ

ージになっておりまして、合わせて50億円という要望の形を、今、させていただいており

ます。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると50億円を伊勢と分ける形となると。そうするとマックス25億円。それ以上に

はなることはないという理解でよろしいでしょうか。 

 

○ 大本国体推進課課長補佐 

 今のお話でございますけども、50億円というのは、三重県と四日市市とで現在マックス

がその値で今、要望させていただいておるところでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 伊勢というのは、伊勢市ではなくて、県立の陸上競技場のことですよね。伊勢に建設を

する県立の競技場のことですよね。 

 

○ 大本国体推進課課長補佐 

 おっしゃるとおりでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 わかりました。理解しました。 

 

○ 森川 慎委員 

 その25億円、半分が四日市だという話なんですけど、それはもっとこっちが40億円とか

30億円とか、そういうことは今後の活動いかんではふえてくる可能性はないことはないと

いうことでいいですか。 
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○ 大本国体推進課課長補佐 

 現段階では、金額について折半という話をさせていただいております。これについて、

ふやすというところについては今のところ難しいかなと考えております。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうすると、半分で手打ちをしてあるから、そこはその約束をほごにすることはできな

いということで、今後25億円よりふえていくということはないということでいいんですよ

ね。理解としては。 

 

○ 大本国体推進課課長補佐 

 正確に申し上げますと、手打ちというわけではないんですけども、毎回、私どもとして

は事業費としては我々のほうが多いものですから、少しでもいただけるようにという要望

活動はずっと県に対してもさせてはいただいておりますが、今のところの回答としては半

分ずつということでございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 四日市市民もいっぱい県税払っていて、それができるのが伊勢市で、それで出費として

も四日市の予算規模のほうが大きくて、それで半々でええのかなということは一つ思った

ところなので、ちょっとなかなか今からは難しいかもしれませんが、その辺の思いもぜひ

ちょっと酌み取っていただいて、今後の要望活動に生かしていただきたいと思います。お

願いします。 

 

○ 山口智也委員長 

 国庫支出金は今年度は霞ヶ浦緑地とそれぞれ抱えていますけれども、平成28年度は両方

とでどのぐらいなんですか。もう既に。これは29年度ですね、今回は。１億1000万円と２

億6000万円。 

 

○ 高野国体推進課長 

 平成28年度におきましては、5000万円という形で。 
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○ 山口智也委員長 

 両方とで。 

 

○ 高野国体推進課長 

 はい。歳入のほうを。 

 

○ 山口智也委員長 

 霞ヶ浦緑地と中央緑地で合わせて5000万円。 

 

○ 高野国体推進課長 

 そうでございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 そうすると、5000万円と今回の１億1000万円と２億6000万円で４億円ちょっとが今、要

望というか、まだ決定ではないけども、その額まで行っておると。それで、マックス25億

円まで、平成33年度まで要望を続けていくと、こういうことですね。 

 

○ 高野国体推進課長 

 おっしゃるとおりでございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 この件、よろしいでしょうか。 

 

○ 森 康哲委員 

 お金の話ではないんですけども、霞ヶ浦緑地の運動施設をつくる際に、そこまでのアク

セスをどのように考えるかというのを一般質問や今回の代表質問の中でも２名、質問され

ていたと思うので、その辺をちょっと確認させていただきたいんですけれども、今こうい

う現状があるんですね。 

 これは近鉄霞ヶ浦駅周辺に、四日市ドームから霞ヶ浦駅に向かって子供たちが歩いてい

る写真です。わかりますかね。集団で歩いているんですけど、これは歩道でないところを
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歩いていますね。歩道は南側に設置されております。だけど歩道がつくられていないほう

をみんな歩いておるんですね。これはなぜか。これは質問したように、国道23号を地下道

で渡っている。それからずっと北側を通って霞ヶ浦の駅まで行く。そういう現象が今起き

ているんですね。これ見てどう思われますか。 

 

○ 葛西教育長 

 それは歩道を当然歩くべきですので、今、これ、写真見せていただきましたので、これ、

各学校にもう一度、霞ヶ浦駅をおりて、それから公園まで行くその道については歩道を歩

くように、自分たちの安全はまず自分たちでしっかり守って、安全を確保するように、そ

のような指導のほうをしたいと思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 当然そういう周知も必要だと思うんですけども、そもそもやはり今現在の整備自体がＪ

Ｒ関西本線と国道23号を渡るところで北側へどうしても渡らないと安全に渡ることができ

ない状態になっていると。そこをやはり改善しないと、せっかく市の施設が充実して、子

供たちも……。これは大きな大会の後が問題なんです。インターハイや国体後、市民が常

に使う施設になるというところで、中学生や高校生が使うときに、霞ヶ浦駅から歩いて行

く子供たちは多いんですよ。そのときの安全対策というのは、しっかり教育委員会のほう

からやはり対策を要望すべきだと思うんですけども、その辺の考え方だけお聞きしたいと

思います。 

 

○ 葛西教育長 

 確かに委員おっしゃるように、歩道橋があれば交通安全上、非常に安全で、より便利で

あるというふうに、そんなふうに認識はしております。そのようになればそれこそいいわ

けですので、私どもとしては今、都市整備部がその方向に向けて研究もし、一生懸命頑張

っているというようなことも聞いておりますので、それをしっかり待ちたいなと思ってお

ります。 

 一方で、現実的には技術的、費用的で厳しい状態のものもございます。交通安全対策の

中でも学校からいろいろ通学路交通安全推進会議のほうに上げていっても、なかなかハー

ド面の整備ができないというふうなものにつきましては、やはりソフト面で指導をせざる
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を得ないという面もございます。 

 今回、残念ながら、四日市の子供たち――かと思うんですけれども――が、歩道がせっ

かくつくってもらってあるのにその歩道を使っていないということですので、これはやは

りちゃんと歩道をきちっと通るようにという、そういうふうな指導のほうもさらに進めて

いきたいなと考えております。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうですね。両方の観点から、今ある施設を使って安全に渡るというのがまず大前提だ

と思います。しかし、やはり市の施設が充実すればするほど、利用者にとっても安全対策

は、利用者がふえれば地域に対する負荷も大きくなるというところも考えていただいて、

地域に大渋滞が生じないような工夫も必要になってくると思います。そういうところを全

市的に考えていただいて、四日市の市民だけじゃなくて、他府県からも来られる施設だと

いうことであれば、なおさらやはりそういう安全対策は、周知のしようがないところへの

配慮も必要だと思いますので、しっかり要望していただきたいと思います。 

 違う質問に行ってよろしいですか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 森川 慎委員 

 済みません、この霞ヶ浦緑地と中央緑地の工事期間中というのは、その施設はもう全部

封鎖されるんですか。どんなことを考えてみえるのかだけ、ちょっと確認したいんですけ

ど。近隣も含めて。 

 

○ 中村教育委員会理事 

 理事の中村でございます。 

 まず、中央緑地のほうですが、今現在、実は今度のサッカー場、それからクラブハウス

棟に向けて工事を今、開始したところです。それで、できるだけ利用者の方にも既存の施

設が使える範囲では使っていただくほうがいいだろうというところで、昨年度、広報にも

載せさせていただいて、実は今、第２体育館のちょうど東側のあたりから陸上競技場の東

側に向けて仮囲いを設置しまして、ちょうどそこで東西が分断されておるような状態にな
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ってございます。 

 今後、当然、体育館の工事が進んできますと、第１体育館を解体して駐車場整備とか、

第２体育館とのつなぎ、そういう工事もろもろが出てきます。ですので、部分的には閉鎖

をしたりという形は出ますが、可能な限り利用できるところは、というところで今、工事

を進めておるというところでございます。 

 それからあと霞ヶ浦緑地のほうですが、こちらも同様でして、今、テニス場の工事が開

始されたところです。従来、霞ヶ浦緑地のところにはトリムコースが、ドームを含めた外

周を回れるところがございますが、旧のオーストラリア記念館の周辺を含めてトリムコー

ス、それから海岸通りのところ、これらも含めて部分的に閉鎖をさせていただいて、でき

るだけ安全確保しながら今、工事にかかっておるというところの状況でございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございます。 

 ふだん、今まで歩いたり走ったりしている方が、工事期間中、走れんようになるのかな

ということをちょっと心配するという声を幾つか聞いたもので、今、答えていただいたよ

うに使えるようにはしていただけるということなので、その辺もぜひまた今後の工事のと

きに配慮いただければなと思いますので、お願いしたいと思います。 

 終わります。 

 

○ 山口智也委員長 

 他に。 

 

○ 森 康哲委員 

 当初予算資料（部局別）の11番の教育委員会の図書館維持管理事業。天井の崩落対策事

業のところなんですけども、これは今現在、崩落対策はしていないので、天井をやりかえ

るという内容だと思うんですけれども、蛍光灯、今ついていますよね。天井高いですよね。

蛍光灯が切れている部分があると思うんですけども、何本切れているかご存じでしょうか。 

 

○ 村上図書館長 

 図書館、一般成人室が対象工事になっております。ごらんいただいております紙のペー
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ジ番号で13ページのつり天井対策で、下のほうに平面図で図示させていただいております。

ここが一般成人室ということで、吹き抜けの天井になってございます。ここについて、蛍

光灯が今、26本切れているという状況でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 それは通常のこの高さならすぐ蛍光灯は取りかえることはできるんですけども、吹き抜

けになっているから、蛍光灯が高い位置についているということで、かえるのにも多額の

費用がかかるということで、切れたままにされていると思うんですけども、そういう理由

でしょうか。 

 

○ 村上図書館長 

 この吹き抜け天井は、６ｍを少し超える高さでございます。したがいまして、脚立等で

取りかえるという技術もあるらしいんですけども、一般には高所に上がる作業車で上がっ

て交換するということでございます。 

 前回、平成22年度、23年度あたりに全面交換しておりますが、現状のところで26本切れ

ているということになってございます。この26本を全部交換しようとすれば、およそ10万

円程度の予算がかかってくるということでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、この天井崩落対策の工事の際に、それは改良されるということでよろしい

でしょうか。 

 

○ 村上図書館長 

 今回、つり天井の対策工事につきましては、撤去工事を行うということで、天井の復旧

という、つり部分については、せずに撤去して、黒の塗装を行うということを考えてござ

います。 

 そのときに足場を全面的に組みますので、そのときに蛍光灯については全部更新すると

いう考え方でございます。 

 

○ 森 康哲委員 
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 この部屋もそうですけども、市庁舎、消防署も含めてＬＥＤ化というのを今進めている

と思うんですが、その辺の対策を同時にやれたらそれはいいと思うんですけれども、その

お考えはあるでしょうか。 

 

○ 村上図書館長 

 この工事につきましては、今年度、基本設計、実施設計ということで、来年度工事とい

うふうに考えてございます。今年度の基本設計のところで、照明設備についてＬＥＤにこ

の際、交換するのか、しないのかというところで協議をさせていただきました。その中で

は、一つにはこの庁舎の事例で申し上げますと、通常の蛍光灯をＬＥＤ化すると、初期投

資と電気代のランニングコスト、ランプの交換コストでもとをとるのに14年かかるという

計算がございました。それで今、図書館については、通常の蛍光灯でございませんでして、

高効率で電気代が75％程度で同じ照度が保てるというＦＨ型の蛍光灯でございますので、

この14年でもとをとるという電気代のランニングコストよりも費用がかからないので、14

年を優に超える格好でないとＬＥＤ化するメリットはないということがございまして、新

図書館の検討中でもあることから、既設の蛍光灯の従来型というふうに判断をしておりま

した。 

 

○ 森 康哲委員 

 確かにコストだけで考えれば、そういうことになるかと思うんですけども、現状、26本

切れたまんま、大分暗いと思うんですよ。26本も切れているとね。だけどこういう大規模

な工事がない限り、なかなか交換というのは難しい箇所だということも配慮しないと、コ

ストだけではなかなかはかれないと思うんですよ。 

 今現状、交換してるなら何も言わないですけども、交換せずに26本も放置されているわ

けですよね。これは一遍に切れたわけじゃないと思うんですけど、徐々に切れていって、

何カ月か何年かわからないですけど、交換はされていないから26本になっていると思うん

ですよ。それでこれ、工事が終わって、またほかのところが切れ出す可能性もあるわけで

すよ。結構市民に人気があって使われるスペースだと思うんですけども、その部分が大変

暗いという話を私は聞いています。市民からの声を聞いていて、今、質問しているんです

けども、もう一度聞きますけども、そういうＬＥＤ化というのを、コストだけではかれば

わかるんですが、コスト以外の部分も検討していただいた上での判断なんでしょうか。 
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○ 村上図書館長 

 今、蛍光灯が６ｍを超える吹き抜け天井の上にございます。もう一方、やっぱり手元が

暗いということから、実は書架の真上にも蛍光灯が補助的に全面ついてございます。した

がいまして、本の閲覧場所については照度は保てている状況でございますが、一部、パソ

コンを見るところについて、書架がありませんので、すぐ上に補助の蛍光灯がないという

格好でご迷惑をかけている状況でございます。 

 昨年度の段階で、今、設備の委託業者で足場で交換できない高さでございますので、ど

うしようかというところもございましたが、引き続き１本ずつ……。先ほど申し上げた26

本交換するのにおよそ10万円程度かかりますので、１本ずつは交換できないかもしれませ

んけれども、今後については１年に一遍、一定本数まとまったところで交換をしていくと

いうことで考えております。 

 そういうことで明るさを保って、26本にならないようにも努めてまいりたいと思います

が、コストというところも参考にはしましたけども、新図書館を検討中であるというとこ

ろがございましたので、総合的に判断をいたしまして、従来型の蛍光灯にしたということ

でございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 よくわかったんですけど、ＬＥＤ化にする判断基準がコストだけではなくて、やはりい

ろんな角度から見た結果、ＬＥＤ化を見送ったというならわかるんです。だけど次、図書

館新しいのをつくるから、今ある状態の投資は避けるというのは、少し今は判断する時期

ではないんじゃないかと。決まっていれば別ですよ。もう何年度に建てると決まっていれ

ば別ですけども、まだ決まっていないじゃないですか。平成33年には新しい図書館が建ち

ますよというのがもう決定していれば別ですけれども、まだ何もそんな議論もしていない。

時期についてはね。建てる方向性というのは決まっていると思うんですけれども、やはり

そういうところは、今現状で市民の声というのが、暗いからこうしたほうがいいんじゃな

いのという声もあると認識していただいて。強く要望して、終わります。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございます。 
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 一旦休憩を入れようと思いますけど、まだほかにこの当初予算で質疑はどのぐらいあと

ありますかね。結構ありますね。 

 じゃ、再開を３時45分にさせていただきます。 

 

                                １５：３３休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １５：４５再開  

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、質疑を再開させていただきます。 

 それでは、図書館の関連から始めさせていただきます。 

 

○ 樋口博己委員 

 図書館、よろしくお願いします。当初予算資料163ページ、図書館において、子供から

高齢者まで市民の多様なニーズに対応できる幅広い蔵書の充実を図り、読書環境の向上に

努めると書いていただいていまして、一般的に、この前も本会議で紹介しましたけど、図

書館を利用されてみえない方が多いんですよね。それで多様なニーズへの対応という話で、

この前の決算審査では実の利用者の考え方、検討してくださいということをお願いはしま

した。それを今すぐお聞きはしませんけれども、貸出カードを発行している方に対して、

図書館を利用してくださいみたいな、そういうアプローチというのは特に今やっていない

ですよね。何か利用促進みたいなアプローチって何かやってみえるんですか、今。 

 

○ 村上図書館長 

 図書館、村上です。 

 現在利用されている方への、利用してくださいということは今は特にやってございませ

ん。ただ、インターネット予約ができたり、その中で延長ができたりということで、その

都度、利用が促進されているという部分がございます。 

 もう一方、今、利用していない方に対する働きかけとしましては、まずは図書館のほう

に来てもらう、こっちを向いてもらうということから、図書の展示コーナーの充実と、講

座の充実というのが大切かと思っておりまして、今年度も幅広くイベント性も話題性も持
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ったものをやっていくということで、ちょっとずつですけれども今、展示コーナーでさせ

ていただいているという状況でございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、そういうイベントとかＰＲ、アピールというのは何か、例えば市では何か

で広報しているとか、そういうことって、広報よっかいちでは広報いただいていると思い

ますけど、何かほかの媒体でＰＲとかされてみえるんでしょうか。 

 

○ 村上図書館長 

 広報よっかいちで、従来は全庁的な行事・イベントが全部カレンダーの中に入っていた

んですけども、今年度から、図書館のページをつくってもらいまして、市立図書館、あさ

けプラザ、楠交流会館の読み聞かせ会、また、イベント・行事等に１枚もらっておりまし

て、それは非常に見やすいということで好評いただいております。 

 それと市のほうでデジタル看板のほうを近鉄四日市駅高架下等につけておりますので、

そちらのほうにも積極的に提示をしたというところでございます。 

 昨年度は自動車文庫をちゃんねるよっかいちでもやってもらいましたので、もっともっ

とこの広報のほうにも図書館のやっている内容についてアピールしていきたいと考えてお

ります。 

 

○ 樋口博己委員 

 来年度予算で今年度から引き続きですけど、政策推進部のほうで新しい図書館を中心と

した複合施設みたいな話をやってもらっていますけど、図書館同士でもいろいろなそうい

う広報をしながら、今後の図書館の方向性、あり方を広く声を集めていただきたいなと、

これは要望させていただきます。 

 あと、先ほど自動車文庫の話が出ましたけど、自動車文庫に限ると、利用者の推移とい

うのはどうなんでしょうかね。増加傾向なのか、その動きはどうでしょうか。 

 

○ 村上図書館長 

 自動車文庫、今、２台ございまして、市内91カ所。おととしまでは92カ所だったんです

けども、とある社宅の廃止に伴いまして、ステーションを１カ所廃止したと。91カ所でご
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ざいます。 

 年間６万冊程度の貸し出しがございますが、決算のときにも調べたところによると、貸

し出し者数につきましては微減ということで、少しずつ減っておられます。利用者層につ

きましては、一番多いのが60歳以上、次が30歳代ということで、その後が50歳代というこ

とで、30歳代で子供さんを連れた親御さんという利用も多いという状況でございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、自動車文庫の利用をする層も、図書館を利用する層も、恐らく同じような

世代だろうなという感じはしました。自動車文庫もそういった形でニーズはあると思うん

ですけれども、一方で、近くの公共施設、いわゆる地区市民センターなんかで貸し出し、

返却は、貸し出しはネット環境とかいろいろあると思うんですけれども、せめて返却はで

きないかという声もたくさんあるように思うんですけれども、そういったお声というのは

そちらのほうでお聞きしていますかね。 

 

○ 村上図書館長 

 市立図書館の本館のほうに、声のポストという意見箱がございます。その中でたしかこ

こ２年で１件ぐらいですが、返却について、他市から転入された方についてですが、地区

市民センターで返却ができないかというお声をいただきました。 

 今、市内の図書物流ということで、運送会社に３館の図書を物流してもらっていますけ

れども、それに地区市民センターを乗せるというところになると、毎日全域回るには相当

かかってくるかなと思っております。 

 今、返却につきましては、割と皆さんご存じないのかもしれませんが、時間外の返却ポ

ストというのがあさけプラザにも楠交流会館にも、そして近鉄四日市駅高架下にもござい

ます。そちらのほうに時間外にお返しいただくことも構わないというところでご案内をし

ているところでございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 図書館の目安箱みたいな、それで過去に１件あったというのは、それはちょっとやっぱ

り、いわゆる図書館で聞くので、よく図書館を利用される方がそこで声を入れる話なので、

余りそういう近くで返せたらいいなという声は集まらないのは当然だと思います。余り図
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書館を利用されていない方が、より利用してもらうために声をとってほしいとさっきお願

いしましたけど、そういう方、お聞きすると、私がお聞きした中でも、他市町でもやはり

一番ニーズとしては、近くの地区市民センターの中でせめて返せたらいいのになという話

をたくさん聞きますので、ちょっとやっぱりそういう声の聞き方は今後検討いただいて、

広く今後も図書館に向けて声を集めていただきたいのとともに、少し今後、地区市民セン

ターの中で返却ぐらいは具体的な検討をいただきたいなと思います。 

 時間外の返却場所はあるにしても、やはりそこに出向いていくという作業もありますの

で、ぜひとも返却ぐらいは身近で返却できるような制度を今後ご検討いただきたいなと思

いますが、少しコメントあればお願いしたいと思います。 

 

○ 村上図書館長 

 より利用しやすくするという観点がやはり必要かと思ってございます。ご提言の内容に

ついても踏まえまして、だんだんとでも利用しやすく改善できるところについては検討し

ていきたいと思っております。 

 

○ 三木 隆副委員長 

 先般、名古屋市の図書館の利用状況というのをテレビでしていて、一回も行ったことな

いというのが７割超えておるんですね。私自身も、どうですか、ここ二、三十年、図書館

って行ったこともないし、ここにおられる方も年間、行ったか行かないか、ほとんど多分、

うちの会派でも行ったことあるかって、ないというのがほとんどで、その割にえらい図書

館、図書館と言われるもんで、ちょっと館長にお聞きしたいんですが、四日市の現状は、

名古屋は一回も行っていない人が７割で、１回以上の人が6.7％ぐらいだったかな。その

辺を把握されておるのか。把握されておったらちょっと教えてもらえますか。 

 

○ 村上図書館長 

 およそ10年前、平成16年に住民基本台帳から無作為抽出で全市のアンケートをとった経

過がございます。 

 その中で、利用したことがあるという、今の利用は別としまして、生まれて四日市に住

んでから市立図書館を利用したことがあるかという質問に対しましては、65％の方がご利

用経験があったというところで、逆に、利用したことがないという方が35％という状況で
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ございました。 

 今、利用しているということになると、実はパーセントはもっと減ってまいりますし、

全市民の人口で市立図書館の利用を割ると、非常に少なくなっております。それはおのず

と地理的な状況もございますし、あさけプラザ図書館のほうが便利だという方もおられま

すので、そういったことになろうかと思いますので、市立図書館だけで利用割合が多いか

というと、そう多くはないんじゃないかと思っております。 

 

○ 三木 隆副委員長 

 先般の視察で森委員も一緒に甲府の図書館を見に行ったんですが、見ていると、やっぱ

り学生さんが勉強する場所という部分がスペース的には多いかなと。だからターゲットを

どこの辺に、今後、新しい図書館に向けても、やっぱりどの年齢層が一番よく使って、本

にしても、どういう書物が、いわゆるその借りておる中身というんですか、その辺の状況

というのは何かあるんですか。特色はあるんですかね。 

 

○ 村上図書館長 

 決算のときにも、ヘビーユーザーというお話をいただいておって、統計がとれる範囲の

ことでございますが、現在、市立図書館の利用者層で一番多いのが40歳代。次が30歳代。

この話については１年に１回以上利用したことがあるかという質問に対してでございます

ので、ほぼ毎日来る高齢者というものも１カウントしかしないんですけれども、貸し出し

については、そういった30代、40代が多い格好でございます。 

 もともと幼少のころから本に親しむことによって本を読む楽しみができ上がるというこ

とがございますので、幼少期、小学校、この辺で利用をどんどん伸ばしていっているんで

すけども、残念ながら中学、高校になりますと、ご指摘のとおりちょっと本の貸し出しと

しては減る。ところが高校生は定期テストのときにはたくさんご利用いただけるというと

ころがございます。この辺の高校生のところも引き続き、図書館で本を借りる、借りない

は別といたしましても、図書館に来る、本を読む、勉強をするということで過ごしていた

だくことが肝心かと思っております。 

 この辺を、どこの図書館でも中高生の利用が落ちますので、今後どう図書館に足を向け

てもらうかというところで考えているところでございまして、一つには、ついこの間です

けれども、市内のとある高校のＰＯＰというお薦め本の紹介のカードをつくるものですけ
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れども、それを高校が企画しておりますので、ＰＯＰコンテストというものをこちらで高

校で行事が終わった後お借りして転用させていただいて、新聞にも取り上げていただいた

こともありまして、高校生のご利用が、そこの展示コーナーの利用がふえております。よ

く本が貸し出しされております。 

 なおかつ声を聞きますと、若干お年を召した方も高校生がどんな本を読んでいるんだろ

うというところでも見に来られておりますので、こういったところ、同世代の何かしら図

書館への参加があって、それを見に来るところ、そういったこともどんどんふやしていき

たいというふうに思ってございます。 

 

○ 三木 隆副委員長 

 新しい図書館に向けていろいろな議論が出てくると思うんですが、それに際して、今言

われたような話をちょっとデータにしてもらって見やすくすれば、議論がしやすいかなと

思いますので、その辺も一つ、要望としておきますので、お願いします。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員長 

 他に関連ございますか。 

 

（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 じゃ、他にお願いします。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 済みません。手短に行きたいと思います。 

 まず当初予算資料の162ページの文化財の整備・保存・活用なんですが、今回の鯨船は

幸いというか無形民俗文化財なんですよね。無形ですもんで、無形には無形の難しさがあ

るんですが、有形には有形の難しさがあって、例えば南納屋の明神丸もそうですし、中納

屋の大入道もそうなんですが、特に大入道のセミクジラのひげが手に入らないという状況

で、この前、ばねが開発されて、鋼材で行けるという話もニュースになっていましたけど、
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有形で維持しようと思うと、どうしてもセミクジラのひげが必要で、大入道のセミクジラ

のひげが300万円ぐらいするんですね。 

 これは県に頼まなあかん話なんですけど、四日市の教育委員会として、そういった……。

この前、明神丸のほうもさおが折れまして、そのさおを直すのにまたえらい金がかかると

いうことで、南納屋も困ってみえるんですけど、県に対して市のほうから、県指定のもの

であっても応援をかけていってあげなきゃいけないと思うし、その申請の仕方についても

細かく指導していってあげなきゃいけないと思うんですが、このあたりというのは大切に

していこうという気持ちがどれぐらいあるのか。 

 例えば、夏の大四日市まつりに鯨船が四つ出るで、もうわしらは出んとええのやな、と

いうぐらいへそ曲げておる人もおるもので、ちょっと１回そのあたりコメントだけいただ

けませんか。 

 

○ 葛山社会教育課課付主幹 

 社会教育課、葛山です。 

 民俗文化財には無形と有形とございまして、富田の鯨船のほうは無形民俗文化財で国の

指定を受けております。南納屋町の鯨船と中納屋町の大入道は、山車そのものが有形とい

うことで指定を受けておりますので、無形でも山車とか衣装とか、祭りにどうしても必要

なものであれば修理の補助は出ますし、有形であればもちろん修理の際に、二つとも県指

定でございますので、県の補助と、合わせて市の補助も出て、修理はできるということで

ございます。 

 修理のご要望があったときには、もちろんこちらも現状を確認させていただいて、それ

が祭りにとって必要なもので、修理をしないと祭りは継続できないとなれば、もちろん修

理のほうを県のほうに上げるというふうにさせていただきますし、もちろん市も補助の予

算を要求させていただくようにしております。 

 もちろんこれ、国の指定、県の指定にかかわらず、もちろん市の指定も市内にはたくさ

んありまして、一つ一つ大事な地域の文化財と考えておりますので、その修理の必要なと

ころは、必ず社会教育課としても把握して、きちんと県に交渉したり、申請の手続もお手

伝いさせていただいて、一緒にさせていただくつもりでございますので、もちろん修理の

手続は、１年前から見積もりを上げたりとか話を持っていくとか、特に県指定になります

と、県に伝えなければなりませんので、ちょっと手間のかかるところはございますけれど
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も、地元の保存会の皆さんの気持ちをちゃんと酌んで、市としてもちゃんとやってまいり

たいと思います。 

 今回、大四日市まつりに４そう出ていただくのは、委員の皆さんご承知と思いますけれ

ども、ユネスコ無形文化遺産になったというところの次の初めての大四日市まつりでござ

いますので、もともと２年ごとに１そうが富田は出ているということで、ちょうど１そう

はもともと出る予定でしたので、この120周年という記念も含めて、このプラス３そう、

全４そう出ていただきたいというふうなところ。これはもう祭りをやっております観光・

シティプロモーション課と意見も合わせまして、地元にお願いして、ほぼ了承もいただい

ておるところでございます。 

 それで南納屋の方々が出られないとか……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 葛山社会教育課課付主幹 

 ああ、中納屋の。失礼いたしました、大入道さんのほうは、出ていただかないというこ

とはまずないとは思っておりますので、大四日市まつりの目玉でありますところはもう

重々承知しておりますので、まだ私どもも大四日市まつりの全体像はそれほど把握してお

りませんけれども、富田の鯨船が出るから大入道が出ないというふうには聞いておりませ

んので、恐らく観光・シティプロモーション課のほうから大入道さんのほうにはまた伝え

ていただくと思っております。 

 大四日市まつりに富田の鯨船が出ることについては、本当に市民の皆さんに知っていた

だきたいという趣旨ですので、４そうというのは今回限りですので、ご理解いただきたい

と思っております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 いや、何も出すなと言っているわけじゃなくて、出ていただくのはいいんだけれども、

丁寧さを忘れてしまっている部分がありませんかという点と、大入道のクジラのひげなん

ていうのは、ずっと前から申請は出ているんだけども、ペンディングされ続けているわけ

ですよね。 

 それで、例えばこにゅうどうくんなんて大入道がいなかったら成り立たないわけですよ。
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アイデンティティーはそこにあるわけですから。そこまで四日市のものとして使っている

のに、ちょっと冷たくないですかというのがあるよということで言わせていただいたんで

すけど、これはこれ以上言っても平行線になって時間食うだけなのでやめておきます。よ

ろしくお願いをいたしまして、続けていいですか。 

 

○ 山口智也委員長 

 求めますか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 求めないけど、はい、どうぞ。 

 

○ 葛山社会教育課課付主幹 

 申しわけありません。大入道のクジラのひげですけれども、従来、欲しいというふうな

ご要望はちょっと聞いておりまして、これはこちらでも県も文化庁も通じまして、クジラ

のひげとなるとそもそも捕鯨の問題がございますので、水産庁ですか、捕鯨の関係の国の

機関のほうにも聞いておりまして、かつ和歌山県の太地町のほうですと、ちょっとまだ捕

鯨をされて残っているんじゃないかとか、長崎県のほうもちょっと確認したりとか、あち

らこちら一応聞いた上で、なかなかあれだけの長さが必要な部分がちょっとないというと

ころで、今は探した結果としては、ひげが残っていないというのが現状でして、そこにち

ょっと鋼材を使ったものを、試験的につくってみてというご意見をいただきましたので、

ちょっとやっていただいたという経過でございます。 

 以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 では、続きまして、今度は……。あとごめんなさい、さっきの大入道のものなんですけ

ど、市の紹介ホームページで、目をむくのむくという漢字が間違えていますので、それは

修正しておいてください。 

 続きましては、資料のナンバーが、当初予算資料（部局別）の11番、教育委員会ＰＤＦ

の中身で、20分の13ページ、紙ページでいうと11ページ、特別支援教育・相談事業、適応

指導教室事業についてということで、冒頭のところで若干触れさせていただいたところな
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んですが、これは冒頭で触れさせていただいたように、当初予算資料167ページのスクー

ルカウンセラー、ハートサポーター、スクールソーシャルワーカーなんかも連携が必要で

すよねという話をしたんですが、この特別支援教育コーディネーターについては、これは

ずっと言い続けているんですけども、通常学級の担任との連携が一番大切ですし、特別支

援に係る考え方というのもその中でどんどん伝えていただかなきゃいけないですし、果た

してその教室がちゃんとユニバーサルデザインの考え方に基づいているのかとか、児童生

徒の見通しが立てられるような全面掲示になっているのかとか、そういうことを言ってほ

しいんだと思うんですよ。 

 多分そういった教育を受けた教員というのはまだ少なくて、経験則に基づいて、各教員

がいいと思う形で担任の先生がユニバーサルデザインを実行しようとしているという節が

あるように思いますので、そのあたりを特別支援教育コーディネーターの人たちにアドバ

イスいただきながら、学級づくりをしていくということが大事じゃないかなと思うんです

が、そのあたり、進行があんまり進んでいないように感じるんですが、コメントを交えて、

どういうふうに取り組むのか教えてください。 

 

○ 田中教育支援課長 

 教育支援課、田中です。 

 先ほどありました特別支援教育コーディネーターというところで、まず確かに教員の養

成という形で、教員研修のほうを組ませていただいております。これまでは市を中心的に

指導していただくという形で養成講座をしておったんですけれども、来年度からは各学校

に１名ずつはいるようにという形で、この３年の推進計画で各学校１名以上はその講座を

受けていただきまして、その養成にかかりたいというふうに思っております。 

 校内のコーディネーター等につきましては、そこに書かせていただいたように、校内通

級等の実施も試験的にやってみたいと思っておりますので、そこにつきましても実地研修

という形でうちのほうの指導員ですとか、そういう経験のある方に入っていただきまして、

各学校、先ほどありました特に通常学級の担任のほうにも目を向けていただいて、校内側

からもそういう意識を高めていただくような形で進めてみたいということです。それがう

まくいきましたら、それを広めていきたいというふうに考えております。 

 

○ 樋口龍馬委員 



 - 110 - 

 教室のユニバーサルデザイン化についてなんかも後ほどコメントいただきたいんですけ

れども、通級指導教室を持っている小学校が、じゃ、今、連携がとれているかというと、

なかなか連携がとれていないという実態がある中で、校内で通級をやっていっていただく

という方向性については大いに賛同するところなんですけども、それをした上でも、やっ

ぱり特別支援にかかわる先生と担任の先生との交流がないと先に話が進まないと思うので、

ここは強く要望します。 

 じゃ、クラスの、教室の見通しであったり、ユニバーサルデザインだったりというとこ

ろがさっき答弁漏れがあったので、そこだけお願いします。 

 

○ 田中教育支援課長 

 済みませんでした。 

 校内通級の中で、学校の中で特別支援教育の理解を進めるということですので、実地研

修で学校へ入っていただくことにしておりますので、その入っていただいた先生のほうで

時間のある限り教室を回っていただきまして、その学級にいる子供の特性とかそういうの

を見ながら、どういう掲示をしたらいいのか、あるいはどういう指示をしたらいいのかと

いうことも含めて、それぞれこれがいいんだという統一のものがないというふうに考えて

おりますので、それぞれの子供の状態に合ったような考え方を、やっぱり学校の中で根づ

くような形で進めていきたいというふうに考えております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 では、そのように進めてください。お願いします。 

 続きましては、ちょっと予算の中のどこになるかわからなかったので教えていただきた

いんですが、学校開放なんか使わせてもらっていると、学校施設の軽微な壊れというのは、

例えば排煙装置のレバーなんていうのはよくあるんですけども、めちゃくちゃ壊れている

んですよね。そこら辺じゅうの体育館や武道場で壊れていて、回せない、あけられないん

ですよ。学校によっては閉められないというところもありますし、それはどこか調べてい

ただいたらいいんですけど、それで学校開放運営委員会のほうで直しますか直しませんか

という話になったりするんですが、もっと抜本的に一度そういった軽微な修繕を取り出し

て、一斉にやってしまわないといけない時期に来ているところもあるんじゃないかなと思

うんですが、この軽微な修繕についてというところで、どういった予算の要求をしていっ



 - 111 - 

ているのか教えていただいていいですか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 まず軽微な修繕につきましては、各学校のほうにお金のほうを配分させていただいてお

ります。その中で軽微なものについては対応していただいているというのが現状でござい

ます。 

 ただ、緊急性とか、配分以外で足らなくなった場合については追加という形のほうで、

その辺のところをいただいた上で追加配当をさせていただいておるという形になっており

ます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 排煙装置が開閉できないというのは重篤じゃないんですか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 定期点検をやっておる中で、報告が上がってきておるものについては順次直していると

いう形のほうで考えておりますけど、ただ、壊れたもので、すぐに直しておるというとこ

ろはちょっとそこら辺まで……。しばらくちょっと点検報告があってから順次直していっ

ておりますので、その辺のところのタイムラグというのはあると思います。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 その程度のタイムラグじゃないぐらい放置されている事例もたくさんあると思いますの

で、例えば学校開放運営委員会の施設改善要望を一度クリーニングしてもらうとか、そう

いうことも必要なのかなと思うんですが、そのあたりどうですかね。 

 

○ 今村教育施設課長 

 排煙設備は当然、壊れておるということになると、やっぱり問題がありますので、その

辺については再度どうなっておるかということはチェックさせていただきます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 割り当ての金額の中で、それを直しなさいよというと、学校さんは学校さんでやっぱり
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教育目的で、もう少し子供のためにという目に見えたところに行ってしまいがちだと思い

ますので、そういった危機に際しての設備なんかは、なるだけ随時で片づけていっていた

だけるといいのかなと思いますので、よろしくお願いして、終わります。 

 

○ 豊田祥司委員 

 お願いします。 

 中学校給食基本構想・基本計画策定事業費、紙のほうで当初予算資料172ページなんで

すけども、これは業務委託ということなんですけども、作成に当たっては、教育委員会と

その業務委託業者と何かそういう会議とかそういうのを設けるというところで考えている

のか。ちょっと運営の仕方を教えてほしいなと思いまして。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これは業務委託をする前に、きちんと教育委員会のほうで検討した上で、内容をはっき

りさせて委託をしていくと、そういう形にしていきたいと思っております。 

 

○ 豊田祥司委員 

 そうしたら計画書を立てる上で業務委託で1200万円使うということの理解でいいですか

ね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 この内容は多岐にわたるんですけれども、基本構想及び基本計画、これは全てそういう

ところに助けていただいてやっていくということでございます。 

 

○ 豊田祥司委員 

 わかったような、わからないようななんですけど、その中で、そうしたら市民の声とか

そういうのを聞き入れる場とかというのは考えているのかどうか。保護者の声であったり、

市民の声であったり、アレルギーを持っている保護者の方とか、不安を抱えている方もい

らっしゃるとは思うんですけども、その辺のところ。 

 

○ 上浦学校教育課長 
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 これは何かの会議体をつくって、当然そこの中に市民の方は入っていただく、あるいは

ＰＴＡの方に入っていただくというふうなことも考えております。 

 またそれとは別に、委員おっしゃっていただいたような市民の声も聞いていかなければ

いけないなというふうなことを思っていますので、具体的にどのようなことにするかは、

ちょっとまだ検討中なんですけれども、そのような方向で考えていきたいと思います。 

 

○ 豊田祥司委員 

 広い声を聞いていただいて、よりよいものにしていただきたいと思います。ありがとう

ございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 この紙の当初予算資料で164ページ、桜運動施設について伺いたいんですけども、これ

は指定管理になって１年ぐらいたつんですけれども、ここには利用者サービスの向上を図

るということが書かれているんですが、１年たってどの辺が向上したかを伺いたいんです

が。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 申しわけございませんが、細部にわたる利用者数の数値はまだでき上がっておりません

ので把握しておりません。毎月、一応、調整会議等を開いて報告はいただいておりますの

で、把握はできますけれども、今その資料は、ちょっと申しわけございませんが、持ち合

わせていません。 

 それで、今の利用者サービスの向上というところでのお話でしたが、さまざまな対応を

していただくように、私どものほうから指定管理者のほうにもお願いをしてきております

けれども、まだ、初年度だからかもしれませんが、効果的な、利用者数が上がったという

ふうな状況にはございません。 

 

○ 森川 慎委員 

 別に人数を聞いたわけではなくて、どんなところがよくなりましたかということで聞い

たんですけど、その辺もあんまりないんですか。 
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○ 川森スポーツ課長 

 申しわけございません。先ほど申し上げたように、この分でちょっと顕著なものがあっ

たなという報告は、毎月の調整会議では受けておりません。 

 

○ 森川 慎委員 

 利用者は大体、桜の地域の人間になるのかなと個人的には思っているんですね。それで、

この桜の運動施設自体がもともと桜の自治会が持っていて、それが市に移って、それが指

定管理になったという現状があると思うんですけど、この管理がかわったことで、そこで

例えば何曜日かに、大体、練習していたサークルがあるんですけど、そこにスポーツ教室、

テニスの教室が入ってきて、毎週定例でしておったのが使えなくなったとか、あるいは年

末年始で打ち初め、打ち納めというんですか、そんなのも恒例で地域の人たちがやってお

ったんやけども、もう年末年始、指定管理になったことで、もう閉まってしまうというこ

とで、随分、地域的に使い勝手というか、その辺がちょっと逆に後退しているのかなとい

う声が結構聞こえたもので、どのように考えておるかというところを聞きたいんですけど。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 先ほどの地域的にということで、確かに利用者の方は桜の方が多いというのは、それは

事実ですけれども、地域的に今までよりも利便性が下がった、あるいは自分たちの声を聞

いてもらえなくなった、もともと桜地区の方が運営されていた施設ですので、それが運営

できなくなったということで市がその施設を引き受けて、そしてことしから指定管理者と

いう形でお願いしていると。 

 したがって、桜地区の方が従来どおり十分、自分たちの意を酌んでその施設が運営され

るということは、逆に言うとそれはおかしいのではないのかなと。基本的に市の施設とし

て全体的に利用してもらえるように、地元優先という考え方をなくして、今の桜運動施設

につきましてはそういう形でスタートをさせていただいたというふうに私自身は思ってお

ります。 

 したがいまして、そのあたりの微妙なところなんですけれども、ほかの地域の方々も含

めて、もっとこういうふうに使っていただいたらいいのになという声が上がってきている

ようであれば、それは可能であれば対応できるように検討していくべきだというふうに思

いますけれども、桜の地域の方が、今までできていたのができなくなったということにつ
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いては、対応すべきじゃないんじゃないのかなというふうには考えておるところでござい

ます。 

 

○ 森川 慎委員 

 おっしゃっていることはよくわかって、桜で手に負えなくなったから市でお願いします

という話で、今こうなっているんですけど、そうすると運動施設で、これ、山側にある貴

重な施設だと僕は思っているんですけど、そうすると、そういった地域の人の福祉なり、

スポーツのそういう取り組みに対して何らか、声を聞くという姿勢も多少はあってもいい

のかなという思いもあるんですけど、そういう余地というのはもう市として排除していく

という意味なんですか。今のお答えだと。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 先ほどの件ですけれども、私が申し上げたのは、従来これができていて、このことで対

応してきてもらっていたのにという形については、それはおかしいんじゃないのかなとい

うお話で、新たにこういう要望がありますよということについては、それは一つの要望と

して、それは私どもとしても受けるべきものだろうと。それは必ずしも桜の方だからとい

うことではなくて、市域全体の利用者からそういう要望が上がってくるということであれ

ば、それは対応できるものについては考えていく必要があるかなというふうに思っていま

す。 

 

○ 森川 慎委員 

 じゃ、一市民の声として、それが桜であってもこういう要望があるということについて

は、ある程度前向きには検討していってもらえるということでいいですか。確認を。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 そのように考えていきたいと思います。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかりました。ぜひそれはお願いしたいと思うんですが、あわせて、ここはテニスコー

トがあって、人工芝なんかのオムニコートなんですけど、これも大分年数がたっておって、
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お年寄りなんかが走ってしまうと転んでしまってけがするのかなというぐらいに、ちょっ

ともう見た感じ、そんな感じなんですね。 

 これは桜だけではないんですけど、国体を控えておって、いろんなお金が中央緑地と霞

ヶ浦緑地に使われていくというのは十分理解するところなんですけれども、こういったほ

かの運動施設に対して、そういう施設の整備というのはどんなふうに考えてみえるのか。

その国体が終わった後、後回しになるのか、あるいは今は桜の話ですけど、そういうとこ

ろはまた改修していっていただくのか、その辺の考えだけ伺いたいんですが。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 桜の人工芝ですか、かなり傷んできているというのは私どもも承知をしております。た

だ、さっきおっしゃっていただいたように、他の施設もいろいろと傷んでいる状況がござ

いますので、四日市の運動施設がかなりやっぱり古くなってきているというのは、これは

事実ですので、そのあたり、優先順位をつけながら対応していきたいなというふうには考

えているところでございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 優先順位はわかるんですけど、それはまず今の国体関係の整備が終わった後の話ですか

ね。それとも同時で進んでいくんですか。その辺の考え方を。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 それは同時に進めてまいりたいなというふうに考えているところです。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうしたら、いろんな設備が傷んでいるというところは、多分把握されているところだ

と思うので、別に桜だけのことではなくて、ぜひちょっと計画立てて取り組んでいただき

たいなということをお願いして、終わります。ありがとうございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 当初予算資料（部局別）の11番、教育委員会の中の20分の７ページなんですけれども、

中学校費の中の学校管理費の中に、これは平成28年度と29年度の当初の比較がしてあって、
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中学校給食費が三角で3453万2000円になっているんですけど、これはちょっと確認なんで

すけども、29年度はそれだけ安く請け負っていただいたということでよろしいんでしょう

か。 

 

○ 柳川学校教育課課長補佐 

 恐れ入ります、学校教育課、柳川と申します。 

 委員からご質問いただきましたとおり、今、委員がもうお答えもおっしゃっていただい

たようなんですけれども、契約の単価のほうが平成28年度と比べて安くなったということ

で、きのうもそのようなお答えをさせていただいたかと思います。 

 

○ 森 康哲委員 

 喫食率とか食数は変えずに、業者さんのあくまで企業努力で賄える部分が安くなったと

いうのでよろしいでしょうか。 

 

○ 柳川学校教育課課長補佐 

 はい。おっしゃるとおりでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 その確認をした上でお尋ねしますけれども、今現在、小学校や中学校の敷地内に職員駐

車場って余りないように感じるんですけれども、それは条例か何かで、設けてはならない

とか、設けなければならないとか、そういうのは決まっているんですかね。 

 

○ 山口智也委員長 

 職員駐車場。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 教職員の駐車場について、それを設置しなければいけないとか、そういうことは法律で

は決まっていないというふうに認識しております。 

 

○ 森 康哲委員 
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 現状をちょっと教えてほしいんですけども、明確に小学校や中学校の敷地内に職員用駐

車場として白線をきちっと引いて、安全対策がとられている学校ってあるんでしょうか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 現在、職員駐車場としての位置づけで駐車場を整備しておるところはありません。ただ、

来客者用という形のほうで駐車場のほうを設けて、ラインを引いておるところについては

あります。 

 

○ 森 康哲委員 

 これは不思議に思ったことの一つなのであれですけれども、子供の安全対策とかいうと

ころから見ると、今の現状を見ると、学校内のいろんなすき間のところに職員さんが駐車

されているのを見受けます。体育館の前であったり職員室との渡り廊下の間であったり、

中庭であったりと、学校によってさまざまだと思うんですけれども、なぜ職員駐車場とし

て明確に設置できないのか、理由が何かあるんでしょうか。 

 

○ 山口智也委員長 

 結構、各校ばらばらですよね。状況がね。この前、河原田小学校に議会報告会へ行った

ときは、割と、ああ、ここはきちんと整備されているなと思ったんですけどもね。特に決

まっていないんですか。職員数分はきちんと確保してあるとか、そういうことはないんで

すか。 

 

○ 葛西教育長 

 職員駐車場については、それは確かに今、各校で差があるというのが実状です。そのこ

とについて、線を引いてほしいという、そういうふうな要望についても多分、出していな

いと思います。それを出すよりも、やっぱり子供たちの安全のことを考えて、もっと他の

ことだとか学校施設の要望だとかいう、そういうふうな考え方で要望を出しているという

のが実状かなと思っています。 

 

○ 森 康哲委員 

 多くの学校で明確になっていない事実があるんですよね。現実的に。ここが職員駐車場
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であると明確にしていない以上、そのすき間を縫って子供たちが体育の授業のときとか出

入りするわけですよ。そういうのを見ると、特に職員の帰宅時間帯なんかでも、子供たち

の間を縫って出入りされるところを見たことあるので、非常に安全対策が必要だなと思っ

たんですよ。 

 それに対して明確に何かつくれない理由があるなら別ですけれども、そういうのがない

のであれば、設置する方向で検討はするべきだと思うんですけども、考え方はどうなんで

すかね。 

 

○ 栗田副教育長 

 栗田でございます。 

 実はちょっと今のお話、聞いていまして、昔の話を思い出したんですが、十数年前なん

ですが、市の監査委員のほうが各学校を回られたときに、市の職員なんかは駐車場をお金

を出して借りて車をとめているのに、何で学校はそういうふうに敷地内にというようなこ

とをおっしゃられることが監査のほうでかなりあった時期があったんです。 

 それで、学校によっては別の場所に駐車場を借りられて、先生方が、とめられるとか、

そういうことがあって、その駐車場の使い方、ただでとめるとは、というようなことで大

分あった時期があって、１人厳しい監査委員さんが見えて、私もそのときに学校教育課の

学事係長をしていたんですが、電話がかかってきて、どこどこ学校に今、監査に来ている

けど、ここで先生が車を敷地内にとめておるけど、これはどうなんやと言って、今から来

いとか言って怒られて、担当が行ったということも覚えていますので、多分そのあたりで、

結構、学校の中に車を置くとしたら、子供さんがけがされたときの緊急車両用みたいな、

公用車的な活用をする車は敷地内に最低限要るけれども、それ以外の車はというような話

があったのは覚えております。 

 ですから、そのあたりからちょっと余り大っぴらに、ここが先生の駐車場ですという形

にはならなくなったというふうに私は理解はしております。 

 

○ 森 康哲委員 

 それは何年前かわからないですけども、今のどの小学校や中学校を見ても、大多数の職

員の方は車で通勤されていると思うんですよ。その中を子供たちが縦横無尽に行き来して

いるのを見ると、非常に危ないなと感じるので、やはりその10年前か20年前か知らないで
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すけども、大きくやはり変わっていることもあるということで、もう一度やはり明確にし

て、安全対策は少なくともきちっととっていくべきだと思うんですよ。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 森 康哲委員 

 だけど一度議論はしてほしいと思うので。 

 

○ 山口智也委員長 

 子供の安全という観点でおっしゃっているわけですのでね。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうです。はい。職員が得するのではなくて、子供をやっぱり一番に考えていただきた

いと思いますので、また議論をお願いしたいと思います。 

 それと、続けていいですか。 

 

○ 樋口博己委員 

 関連で。特に保育園なんですけど、保育園は送迎とかがあって、駐車場スペースを確保

する場合があるんですよね。参考に話しているんです。それで、具体的には全部わかって

おるわけじゃないんですけど、海蔵保育園は職員の皆さんが別のスペースに駐車場を月極

めで借りて、自分たちの駐車場スペースを確保して、送迎の車のスペースはスペースで確

保していますので、ちょっとそういう幼稚園、保育園の対応も状況を確認いただいて、ご

検討いただきたいと思います。 

 

○ 山口智也委員長 

 では、続けてお願いします。 

 

○ 森 康哲委員 

 体育館に肋木ってあるんですけど、ご存じですか。 
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○ 山口智也委員長 

 肋木って何ですか。ああ、こう登るやつ。 

 

○ 森 康哲委員 

 あれは登るやつじゃないんですよ。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 森 康哲委員 

 いえいえ。あれはロシアダンスを踊るときに使用するロシアダンス用の施設なんですね。

肋木というんですがね。それが各体育館に設置はされていると思うんですが、使用した例

はあるんでしょうか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 具体的な使用例は、体操というか、体づくりの授業で、ぶら下がったり、登り用ではな

いですけども、そういった手の力、握力が今弱いので、そういうような活動に使っている

ところがございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 明確にこれを使用して、こういう運動をしなさいという、その授業の中での運用という

のは、明確に決まったものはないと思うんですけども、余り活用した例がないので、一度、

もし今ある施設を活用する運動の中でどういうのが考えられるのか考えていただきたいん

ですよ。よく言われるのは、これ何に使うのと聞かれることがよくあるんですよ。だけど

はっきり明確に答えられないことが多いので、名前すらもわからない職員さんも見えると

思いますので。どの体育館にもあるんですね、あれは。肋木は設置されていると思うんで

す。 

 だからせっかくある施設なので、活用をぜひしていただきたいと思いますし、ぜひ運動

能力の向上につなげていただくように、これは要望にとどめたいと思います。 

 

○ 山口智也委員長 
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 ありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 樋口博己委員 

 この当初予算資料の158ページなんですけれども、学校教育の充実で、この一番下のと

ころでＩＣＴを授業等で日常的に活用できるようＩＣＴ環境を維持・整備するというふう

になっていまして、学校教育ＩＴ推進事業費で4000万円、予算が計上されておるんですけ

ど、これの中身は多分、電子黒板の更新だと思いますけれども、ちょっと確認です。 

 

○ 田中教育支援課長 

 教育支援課、田中です。 

 ここの学校教育ＩＴ推進事業費の4000万円につきましては、上に書いて説明させていた

だきました授業等での日常的活用というところではなくて、学校教育課が管理しておりま

す教職員が使う教師用のパソコン、職員室で使うパソコンの関係のリース関係の金額でご

ざいますので、そこではございません。その下の教育情報通信システム運営費、そこのと

ころの金額という形になっております。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。 

 そうすると、このＩＣＴ環境というのは、教育情報通信システム運営費で２億800万円

ですかね。これが電子黒板になるんですかね。この中身を教えていただけますか。 

 

○ 田中教育支援課長 

 中身でございますが、中学校の教育用のパソコンのリース代、それからそれにかかわり

ます基本ソフトのリース代、それからそれに関連しますウイルスバスターとかそういう関

係のソフト類、それから運用支援といたしまして、パソコンが壊れたときとか対応するた

めの運用支援の業者に払う代金、それからこの中には、すぐメールという形で、今使って

いるメールソフトがあるんですけれども、その運営費もこの中に含まれております。です

から、そのいろいろなものを含めまして、２億800万円という形になっております。 
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○ 樋口博己委員 

 そうすると、授業等での日常的に活用できるＩＣＴ環境の維持・整備というのは、これ

は予算としてはどんな予算なんですか。この今のパソコンの話を言っているんですか。 

 

○ 田中教育支援課長 

 先ほどの電子黒板のほうは、あれはリースではなくて買い取りで備品でやっております

ので、平成21年度に買い取ったものということです。このＩＣＴ環境の維持・整備という

形では、もうかなり年数がたってきておりますので、この電子黒板の修繕費がかなりかか

ってきておりますので、この分とか、あるいは電子黒板自体が壊れた場合には入れかえを

していきたいという形で、維持・整備という形で上げさせていただいております。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると、その電子黒板に関しての予算は幾らぐらいになるんですか。今言われた中

に含まれているという意味ですか。資料ある。どこにあるの。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 田中教育支援課長 

 予算常任委員会資料の平成29年度当初予算でございます。そこの、紙でいくと10ページ

になるんですが、タブレットは20分の12ページをごらんいただきまして、そこにあります

教育情報通信システム運営費……。 

 

○ 西村教育委員会政策推進監 

 フォルダー名から申し上げます。済みません。06、予算常任委員会の01、平成29年２月

定例議会の当初予算資料（部局別）の11、教育委員会の資料でございます。こちらのタブ

レット、20分の12ページのほうになります。 

 

○ 田中教育支援課長 

 済みませんでした。そのところの教育情報通信システム運営費（推進計画）の中に上げ

させていただいております。 
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 電子黒板につきましては、平成21年度に小中学校に195台導入しておりまして、それを

今現在も使用しているというところでございます。その修繕費としまして、150万円計上

していただいております。 

 それから、入れかえとしましては、電子黒板のセットで、電子黒板、あるいはその付随

しますコンピューター、それから実物投影機というもので、これが１セット約75万円ほど

かかりますので、それを８台分を予算計上させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 これは、だから750万円計上いただいていますけれども、要するに今あるものを更新す

るという話ですね。今後、大きな方向はＩＣＴの拡充という流れになると思うんですが、

今後の考え方というのはどうなんでしょうか。 

 

○ 田中教育支援課長 

 今後の考え方なんですけれども、この第３次推進計画のほうでは、現在掲げております

ように、今のものを更新していくと。その間に文部科学省等でも新しい環境についてはい

ろいろ提案をしていただいておりますので、その動向を見ながら、どのような方向にする

のが一番……。予算的なこともございますので、学習の方法についてもいろんな方法を今、

研究されておりますので、その動向を見ながら検討していきたいというふうに考えており

ます。 

 

○ 樋口博己委員 

 先進都市は小さい自治体がまず多いですけど、児童生徒にタブレット貸与という話もあ

りますので、方向性はそっちの方向だと思っています。そういった予算も発生しますし、

国が大きな方針の中で補助金もあるかと思いますけども、ちょっと四日市のシステムも独

自にそういったことも少し今から研究いただいて、予算を伴う話なのであれですけれども、

しっかり前向きにご検討いただきたいなと思います。これは要望させていただきたいと思

います。 

 続けて、いいですか。 
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○ 山口智也委員長 

 はい。 

 

○ 樋口博己委員 

 それで、さっきの当初予算資料159ページの主な事業の予算の中で、大学及び企業等と

の連携による教師力向上事業費というのは、161ページと同じものということでいいんで

すよね。ここにも同じ185万1000円とあるんですけども、同じものだと思いますので、も

しあれでしたら、こういうのは再掲とか何か書いていただくとわかりやすいかと思います

が、確認ですけども。 

 

○ 田中教育支援課長 

 事業としては同じもので、再掲になろうかと思うんですけれども、掲載しております括

弧書きのうち、大学との連携事業分121万2000円というところでございまして、ここは研

修の中で、三重大学との連携をしておりまして、その研修費のほうだけを抜粋させていた

だきまして、この説明書きに合う部分を主な事業として計上させていただいております。 

 161ページのほうは、企業との連携事業分ということで、企業とかＪＡＸＡとかと連携

事業をお願いしております。その分につきましては、この四日市ならではの地域資源の活

用という形で考えておりますので、その分につきまして63万9000円がありますという形で、

合わせてこの事業費になっておるという掲載の仕方でございます。済みません、見にくく

て申しわけございませんでした。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 あと、161ページの四日市版コミュニティスクール推進事業費で500万円ちょっと掲げて

いただいておるんですけれども、これは市内全域でいうと、もう大体ほぼコミュニティス

クールは立ち上げていただいておるということでいいんですかね。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 指導課の廣瀬でございます。 
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 平成29年度に７校追加して、全34校で次年度、実施していく予定でございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 34校というのは小学校の数……。 

 

○ 山口智也委員長 

 60校中じゃない。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 小中学校60校中の34校で実施をする予定でございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 そうすると毎年、新たにふやしていただいていると思うんですけれども、これは要する

に地域の皆さんにご協力いただく話なので、一足飛びにこちらからやりなさいという話で

はないと思うんですけれども、大体、何年後ぐらいには市内全校がこういった事業に取り

組める予定になっておるんでしょうか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 毎年、７校追加で指定をふやしていって、平成33年度には全60校が指定となるような予

定でございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 わかりました。 

 そういう中で、ちょっと最近のことで、直近のことでコミュニティスクールの成果とい

うか、そういうのを一つぐらいご紹介いただきたいんですけども。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 例えば今年度、中部西小学校が「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰とい

うものを受けました。昨年度は、八郷小学校のほうが同様の文部科学大臣表彰を受けまし

た。これにつきましては、平成18年度から調査研究も含めて10年たったところで八郷小学
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校、それから中部西小学校、10年を過ぎた学校を推薦いたしましたところ、文部科学大臣

表彰を受けました。ここにつきましては、多くの地域の方々が学校教育活動に参画し、教

育活動が充実している、多くのゲストティーチャーが体験的な活動に入っていただいてお

りますので、子供たちの教育活動の幅が広がっているという実績がございます。 

 同時に、人がたくさん入ることで、学校の情報も公開されて、情報共有で、これが地域

と学校がともにベクトルを合わせて子供を育てる、地域全体で子供を育んでいくという機

運の醸成につながっている。加えて、特に高齢者の皆さんが学校の子供たちと授業をとも

にすることで、生きがいを感じるということで、地域の活性化にもつながっているという

ことは、10年間の取り組みの中でご報告をいただいておるところでございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 これはいろんな形で、子供たちと地域の皆さんとのコミュニケーションをとりながら、

お互いが刺激し合いながら成果を求めていくことだと思っていますので、毎年毎年そうや

ってふやしていただいていますけれども、できることならスピード感を持って前倒しでも

進めていただきたいと思います。 

 それで、この少し上のところに、新たに１中学校区を教育実践研究推進校に指定とある

んですけど、これはコミュニティスクールとこれとのすみ分けというか整合性というか、

関係というのはどのような形になるんですかね。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 こちらのほうは小中一貫というか、学びの一体化といって、連携型の小中一貫指導につ

いての取り組みでございます。ことしまでは２年間、１小１中の富田中学校区と橋北中学

校区で一貫性ある、系統性ある教育の推進について、モデルとして取り組んでいただきま

した。 

 来年度は２小１中という、二つの小学校を抱えている中学校区で、小学校の連携も含め

て、中学校との連携をより強くしていく、保育園、幼稚園、小学校、中学校から11年の学

びをつくっていく、そういうふうに、ちょっとスタイルを変えて、小中一貫教育の実践に

取り組んでいこうと考えておるところでございます。コミュニティスクールのところとは

ちょっと違いますが。ということでございます。 
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○ 樋口博己委員 

 そうすると、コミュニティスクールは一つの学校、小学校なり中学校を中心に、地域と

の連携をしているけれども、これは中学校区という学びの一体化の延長線の中でやってい

るということですかね。これはいずれ融合しながら、協力しながら推進していくというこ

とでよろしいんですかね。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 済みません、コミュニティスクールのお話に戻りますが、例えば来年度、例えば桜中学

校区が全ての小中学校がコミュニティスクールになるということで、これは地域からの要

望もありまして、かかわっているものは同じなので、一体となって学校を応援していきた

いということですので、３校で連携をとって、地域ぐるみで支援していくというふうな形

もモデル的に今回、平成29年度にスタートしますので、またその効果等を紹介していきた

いと思っております。 

 

○ 樋口博己委員 

 私はやっぱり一つの学校単位から、地区、地域で連携しながら、学びの一体化のイメー

ジの中で推進していくことだと思っていますので、ぜひともその方向性で、よりしっかり

かかわっていただきながらお願いしたいなと思います。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございました。 

 

○ 森川 慎委員 

 その新たな１中学校区というのはどこか、よかったらそれだけ教えてください。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 教育実践研究推進校区のほうは、笹川中学校区で学びの一体化の取り組みの推進をして

いただきます。 
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○ 山口智也委員長 

 じゃ、２小１中でということですね。 

 じゃ、ほかにございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 じゃ、詳細なご審議、本当にありがとうございました。 

 それでは、冒頭、きょう朝言いましたけれども、きょうは議案は教育委員会は全て終わ

っていきたいなというふうに思っております。現在、５時ですけれども、この後、補正予

算、そして工事請負契約の議案が残っております。これをやっていきたいと思っておりま

すけれども、いかがでしょうか。 

 

○ 樋口博己委員 

 職員の皆さんのあれなんですけど、例えば契約議案を先にするとかかわる人が減るとか、

そんなことがあったら、その審査順は逆でもいいのかなと思いますけども。 

 

○ 山口智也委員長 

 審査順序。 

 

○ 樋口博己委員 

 補正やって一般議案ですよね。 

 

○ 山口智也委員長 

 そうです。 

 

○ 樋口博己委員 

 一般議案をやって補正をしたほうが、職員の方の効率がよければ、それは正副にお任せ。 

 

○ 山口智也委員長 
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 はい。 

 それで、それもちょっと後でまた検討させてもらうんですが、一旦休憩入れますけれど

も、実は午前中、請求のあった食缶給食に移行したその整理の資料を改めて整えていただ

きましたもんで、これを再開後にご説明をいただきまして、あすの朝一で採決と言ってお

りましたけれども、もう再開後は当初予算の採決に移っていきたいと思っておりますけれ

ども、よろしいでしょうか。ご説明いただいた上、ご納得の上ということで、当然そうな

んですけれども、そういう進め方をさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、休憩を入れさせていただきます。再開、５時10分とさせていただきます。 

 

                                １６：５６休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １７：１０再開  

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、再開させていただきます。 

 それでは、この後、採決に移りますが、その前に、先ほど言いました食缶給食に移行し

たその課題、また、課題に対してどういうふうに考え方が展開をされてきたかということ

を新ためて資料を整理し直していただきましたので、その説明からお願いしたいと思いま

す。 

 

○ 葛西教育長 

 時間をとらせまして、まことに申しわけございませんでした。ただいまから、中学校給

食で食缶方式を導入してこなかった課題及びその課題に対する考え方ということで、ご報

告のほうをさせていただきます。 

 まず財政面でございますけれども、市の財政状況等から考えると、克服すべき課題が多

かったという、そういうふうな、これは平成17年の楠町との合併の際の書きぶりでござい
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ました。 

 それに対しましては、当時、本市にとって望ましい昼食のあり方として導入したデリバ

リー方式の給食は、喫食率の低迷や温度、味などさまざまな課題があったと。よりよい中

学校給食のあり方について、あらゆる面から検討してきた結果、食缶方式を求める意見が

多く、現状では優先すべき重要な施策と位置づけることとしたと、そういうことでござい

ます。 

 この現状ではということで、最近の本市の経済状況、これも上向いてきているというこ

とも含まれるというふうな、そういうふうな意味で、このように書かせていただきました。 

 それから、また家庭弁当の重要性ということで、これに関しましては、食に関する価値

観やライフスタイルの多様化に伴い、家庭だけでなく社会全体における食育の推進が求め

られるようになったことや、家庭環境の変化により、子育て支援の重要性からも、食缶方

式の導入が必要であるとの、そのような認識ということから、やはり家庭環境の変化によ

り、子育て支援の重要性と、そういうふうなところが一番のポイントかなというふうに思

います。 

 それから、学校運営面でございますけれども、これは平成27年度には全国の公私立中学

校で82.6％、公立中学校で88.8％が完全給食を実施しており、食缶方式を導入している他

市町の中学校の日課や状況を参考にすることで、本市においても解消できる課題であると

考えている。 

 こういうふうな三つの面から、中学校給食食缶方式を導入するというふうな、そういう

ふうな考え方に整理をさせていただきました。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員長 

 ご説明は以上のとおりです。これに対してご意見あれば、お願いしたいと思いますが。 

 

（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、当初予算につきまして、まず討論に移っていきたいと思います。 

 議案第61号平成29年度四日市市一般会計予算のうち、教育委員会部分につきまして討論
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がありましたら、挙手にてご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 それは後でまた。 

 これより、分科会としての採決を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 なお、全体会へ送るか否かは、採決の後にお諮りをいたします。 

 それでは、特に反対表明もなかったように思いますので、簡易採決とさせていただきま

す。議案第61号平成29年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、歳出第10款教育

費、第１項教育総務費関係部分、第２項小学校費、第３項中学校費、第４項幼稚園費関係

部分、第５項社会教育費関係部分、第６項保健体育費、第２条債務負担行為関係部分につ

きましては、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 それでは、全体会送りのお諮りをさせていただきたいと思います。それでは、全体会へ

審査を送るべき事項について、委員の皆様からご提案がございましたら、ご発言願います。 
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○ 豊田政典委員 

 ルール忘れちゃったんですけど、附帯決議を提案しようと思っています。 

 

○ 山口智也委員長 

 予算常任委員会の運営に関する申し合わせによりますと、全体会審査に送るべきものと

して、一つは附帯決議を付すべきもの、二つ目として、修正すべきもの、３、複数の分科

会に係る事項等となっております。今回は附帯決議を付すべきものということ。 

 

○ 豊田政典委員 

 附帯決議を付けるのは、あくまで予算常任委員会全体会ですね。 

 

○ 山口智也委員長 

 今回お諮りさせていただくのは、全体会へ送るかどうかだけをお諮りさせていただくわ

けで、附帯決議の中身についてお諮りするということでは……。先ほど事前に豊田委員の

ほう、作成していただいて、委員の皆さんのお手元にあると思いますが、そういうご意思

のもとで附帯決議を考えているということで。 

 

○ 土井数馬委員 

 ちょっと確認だけいいですか。議事進行で。 

 今、豊田委員言っておったのは、多分、附帯決議をもしつけるというのであれば、全体

会へ送らなあかんのかということなんじゃ……。分科会だけで、別に全体会へ送らんと、

ここだけで納得するならそれでええんじゃないかというふうなことじゃないのかな。 

 

○ 山口智也委員長 

 ここで、分科会で附帯決議を付すということはないわけですね。あくまでも全体会でつ

けるかどうか判断することですので、あくまでも当分科会としては、全体会へ送るかどう

か、そういう判断をここでするということです。 

 

○ 豊田政典委員 

 歳出第10款教育費の中の第２項小学校費及び第３項中学校費のいずれも第１目学校管理
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費の非常勤職員報酬について、附帯決議の必要性を感じますので、全体会に送るべきだと

考えます。 

 教育委員会の平成29年度予算執行に向けた取り組みの文書もいただきました。そこは期

待するものではありますけれども、平成28年度の現状と、それから予算を認めていくとい

うことの議会の責任を鑑みたときに、やはり議会として決議を行った上で予算を認めてい

きたいなという意味合いから、それを念頭に置きながら全体会で審査し、附帯決議を目指

していきたいなという提案であります。 

 

○ 山口智也委員長 

 先ほど豊田委員のほうからご提案がございましたが、ほかの皆様のご意見としましては、

何かありましたらお願いしたいと思いますが。特に。 

 

（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 なしですね。はい。 

 そうしましたら、本件について、全体会に審査を送ることにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、議案第61号平成29年度四日市市一般会計予算教育委員会所管部分のうち、歳

出第10款教育費、第１項小学校費及び第２項中学校費のともに第１目学校管理費の非常勤

職員報酬という部分については、全体会審査に送ることといたします。 

 

○ 豊田政典委員 

 全体会で審査することですけれども、附帯決議の内容についてしゃべっていませんので、

少し私のほうから提案させていただいて、全体会に向けて各会派でまたそれをたたき台に

していただければと思いますので、提案させていただいていいですか。 
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○ 山口智也委員長 

 豊田委員のほうから提案。どのタイミングで。 

 

○ 豊田政典委員 

 今。 

 

○ 山口智也委員長 

 今、提案をしていただくということ。この場で。そういう流れ……。 

 

○ 豊田政典委員 

 だから全体会に送るべき理由が要るじゃないですか。そこの表明も私ちゃんとできてい

ないかもしれないし、どういう附帯決議を想定しているんだという議論になるかもしれな

いので、ざくっとしたね。合意まで行かなくてもいいんですけど、こんな内容でというよ

うなことをある程度合意しておいたほうがいいんじゃないかなと思って。 

 

○ 山口智也委員長 

 ここに書かれている内容をおっしゃっていただくということですね。 

 じゃ、お願いします。 

 

○ 豊田政典委員 

 ありがとうございます。 

 たたき台、考えてみましたので、今、手元に配ってもらっていると思いますが、改めて。

小中学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師報酬費の執行については、学校保健安全法施

行規則第22条に定める全職務が確実に履行されるよう、教育委員会、学校、三師の三者が

十分に話し合い、職務従事状況の改善を進めること、こんな内容でどうかなと思っており

ますので、また頭に入れておいてください。 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、この内容を全体会送りとさせていただきます。 
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 〔以上の経過により、議案第61号 平成29年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出

予算、歳出第10款教育費、第１項教育総務費（関係部分）、第２項小学校費、第３

項中学校費、第４項幼稚園費（関係部分）、第５項社会教育費（関係部分）、第６

項保健体育費、第２条債務負担行為（関係部分）について、採決の結果、別段異議

なく可決すべきものと決する。〕 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、これで教育委員会所管の当初予算議案についての審査を終了します。 

 理事者の一部入れかえを行いますので、委員の皆様はしばらくお待ちください。 

 それでは、これより議案第94号……。それで、ごめんなさい、その前に、先に補正する

か相談するのを忘れていました。工事請負契約をするか、職員さん帰る関係で、よろしい

ですか、補正のほう、入らせてもらって。 

 

（異議なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、議案第94号平成28年度四日市市一般会計補正予算（第７号）のうち教育委員

会所管部分について議題といたします。 

 

    議案第94号 平成28年度四日市市一般会計補正予算（第７号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

      歳出第10款 教育費 

         第１項 教育総務費（関係部分） 

         第２項 小学校費 

         第３項 中学校費 

         第５項 社会教育費（関係部分） 

         第６項 保健体育費 

     第２条 繰越明許費の補正 

 

○ 山口智也委員長 
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 本件については、追加上程議案ですので、資料の説明をお願いいたします。 

 

○ 今村教育施設課長 

 教育施設課長の今村です。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、タブレットは27分の18ページをごらんください。 

 

○ 山口智也委員長 

 ちょっと待ってください。最初のフォルダーから。 

 

○ 今村教育施設課長 

 済みません。01の本会議、01、平成29年２月定例月議会、ファイル名は26、２月23日追

加配付、平成28年度２月補正予算参考資料（第７号）でございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、続けてお願いします。 

 

○ 今村教育施設課長 

 じゃ、済みません。まず経済対策という形で、大規模改修事業（小学校費）について説

明をさせていただきます。 

 

○ 山口智也委員長 

 27分の幾つでしたか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 27分の18ページでお願いします。 

 

○ 山口智也委員長 

 経済対策、大規模改修事業（小学校費）ですね。はい。では、どうぞ。お願いします。 

 

○ 今村教育施設課長 
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 よろしいでしょうか。では、経済対策、大規模改修事業（小学校費）についてご説明を

させていただきます。 

 これにつきましては、昭和40年代に建設された校舎について、良好な学習環境の確保と

施設の長寿命化を図るため、大規模改修により整備を行い、あわせて建設後30年以上経過

している屋内運動場の整備でございます。 

 内容としましては、今年度事業において国庫補助が不採択となったため、国庫支出金及

び市債の補正と、昨年８月に国において、未来への投資を実現する経済対策として閣議決

定がされました。それに伴いまして、文部科学省から公立学校施設の耐震化・老朽化対策

等の推進として、第２次補正予算、経済対策の内示を受けることができましたので、平成

29年度に予定している事業について前倒しをするとともに、年度内に事業の完了が見込め

ないために、同額を繰越明許費として計上するものでございます。 

 まず、平成28年度事業としましては、富洲原小学校のほうについては昭和47年度建設の

教室棟につきまして工事のほうをやらせていただいております。それとあわせて三重小学

校につきましては、昭和54年建設の屋内運動場を整備いたしました。それで今回、平成29

年度の事業を本年度に前倒しし、繰越明許するものとして、四郷小学校の昭和47年建設の

教室棟及び昭和61年建設の屋内運動場を予定しております。補正予算額、繰越明許額、同

額の１億4410万円でございます。 

 次のページには、四郷小学校の大規模改修工事の概略を記載させていただきました。教

室棟の屋上防水改修、外壁改修、内部の全面改修、それと便所のドライ化、洋式化、照明

のＬＥＤ化等のほうでございます。それと屋内運動場のカバー工法による屋根改修、外壁

改修、それから内部塗装改修等でございます。 

 次のページをごらんください。タブレットは21ページでございます。27分の21ページで

ございます。同じく経済対策として、窓ガラス飛散防止事業費（中学校費）でございます。

地震時の窓ガラスの飛散防止対策を行うものでございます。 

 内容としましては、先ほどと同じく国の第２次補正予算、経済対策に伴うものでござい

ます。窓ガラス飛散防止フィルム設置工事として、中学校７校の特別教室のガラス窓への

飛散防止フィルムを張るという形の事業でございます。補正予算額、繰越明許額、同額の

3360万円でございます。 

 もう一ページのほうをごらんください。タブレットのほうは27分の22ページでございま

す。笹川中学校改築整備事業についてご説明させていただきます。昭和37年建設の、バリ
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アフリーなど機能的に課題があるベランダ形式校舎の改築を行うことにより、学校施設環

境の向上及び良好な学習環境の確保を図るものでございます。 

 内容としましては、今年度の事業費が請負差金等により当初の見込みを下回ったため、

減額補正を行うもの、先ほどと同じく国の第２次補正予算、経済対策に伴うものでござい

ます。内容としましては、こちらについてもちょっと全体の中で改築事業としましては、

平成27年度から29年度に校舎の改築、鉄筋コンクリート造４階建てのほうを行うものでご

ざいます。 

 本年度に前倒し、繰り越しを行うものとしましては、技術教室改築、鉄骨造平屋建て

288㎡、それとグラウンド整備としてのほうと改築工事監理業務委託でございます。ちょ

っとここら辺のところ、見にくくて申しわけありません。補正予算額としましては、３億

3102万4000円でございます。繰越明許額につきましては３億5502万4000円でございます。 

 次のページに笹川中学校の改築整備の概要を記載させていただいております。校舎等の

新築は本年度に完成しましたので、現在、既設校舎の解体を行っております。今後、特別

教室棟３階の音楽室を被服室に改修するものと技術室棟の改築を行い、運動場の整備を行

う予定でございます。 

 では、もう一ページ、タブレットのほうをよろしくお願いします。27分の24ページでご

ざいます。こちらについても経済対策として、大規模改修事業費（中学校費）について上

げさせていただいております。最初に説明させていただきました小学校費と同じく、良好

な学習環境の確保と施設の長寿命化を図るために、校舎の大規模改修と屋内運動場につい

てあわせて整備を行うものでございます。 

 内容としましては、今年度において国庫補助が不採択となったために、国庫支出金及び

市債の補正を行うものと、整備費用が当初の見込みを下回ったために、減額補正を行うも

の、先ほどと同じく国の第２次補正予算に伴うものでございます。 

 平成28年度の内容としましては、大池中学校の１期分としまして、昭和45年建設の教室

棟のほうを、３階建てのほうを工事させていただきました。それと保々中学校につきまし

ては、昭和46年建設の管理棟、それと昭和51年建設の屋内運動場のほうの整備を行いまし

た。 

 平成29年度におきましては、本年度に前倒して繰越明許をするものでございます。こち

らにつきましては、大池中学校の２期分としまして、昭和48年建設の管理棟、それと昭和

63年建設の屋内運動場のほうを予定しております。 



 - 140 - 

 補正予算につきましては、１億5380万円でございます。繰越明許費としましては、２億

1080万円でございます。 

 次のページに、大池中学校の大規模改修工事２期の概略を示させていただいております。

教室棟の屋上防水改修、それと外壁改修、それから内部の全面改修、それからトイレのド

ライ化、洋式化、照明のＬＥＤ化等でございます。それと屋内運動場のカバー工法による

屋根改修、外壁改修、内部塗装の改修でございます。 

 説明のほうは以上でございます。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 教育総務課の長谷川でございます。 

 済みません、資料のほう変わっていただきまして、もう一度タブレット、元に戻ってい

ただきまして、場所を申し上げます。06予算常任委員会の01平成29年２月定例月議会の補

正予算資料（部局別）の中の05教育委員会という資料でございます。この資料、予算常任

委員会資料の教育委員会資料といたしまして、個別事業調書をそれぞれの課長からご説明

申し上げます。 

 まず私のほうから、その資料の中の14分の６ページ、事務局管理運営費からご説明させ

ていただきます。よろしいでしょうか。 

 

○ 山口智也委員長 

 はい。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 では、この事務局管理運営費でございますが、具体的には臨時職員の社会保険料の事業

主負担分について、減額補正をお願いするものでございます。 

 ２番に、内容といたしまして、臨時職員の社会保険適用人数が見込みを下回ったこと等

により、共済費の減額補正を行うと書いてございますが、もう少し詳しくご説明いたしま

すと、この平成28年10月から、社会保険の適用拡大という国の制度の変更がございました。

いわゆるパートの方が保険に入るというところで、テレビ等で話題になったこともあろう

かと思いますが、その中で私どもの雇用をお願いしておる介助員の方々――学校で子供た

ちの支援をしていただく方々――につきまして、昨年度の当初予算の策定時にはまだこの
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制度は始まっておりませんでしたので、その方たちが適用になるかどうかということを問

い合わせていたところ、適用になるというような返事もいただいておりましたので、その

予算の分もお願いしておりました。それが約百数十名の方がいらっしゃるんですが、ただ

この方たちが結果的に制度が始まりましたら、夏休みの期間、雇用は切れるということで、

適用外という最終的な判断を社会保険のほうからいただきまして、その分の予算が不要に

なったこと等に伴い、700万円の減額補正をお願いするものでございます。 

 説明は以上です。 

 

○ 今村教育施設課長 

 じゃ、引き続きタブレットのほうは、14分の７ページをごらんください。 

 その他施設整備費（小学校費）について説明のほうをさせていただきます。小学校施設

の計画的な整備を行うことを目的に、内容としましては、今回、川島小学校進入路補強工

事における請負金額が当初予算額を下回ったために、減額補正を行うものでございます。 

 本年度事業としましては、川島小学校進入路補強工事以下７件の工事のほか、プール改

修工事設計業務委託以下３件でございました。補正予算額としましては、当初予算額１億

2580万円に対して、600万円の減額でございます。 

 では、次のページをごらんください。タブレットは14分の８ページになります。 

 空調設備整備事業（中学校費）について説明のほうをさせていただきます。中学校の良

好な学習環境整備のため、全ての生徒が使用できる特別教室に空調機を整備することを目

的に、内容としましては、空調設備整備工事の請負金額が当初予算額を下回ったために、

減額補正を行うものでございます。 

 本年度事業としましては、普通教室空調設備整備検討業務委託と14校の特別教室（音楽

室）への空調設備整備工事でございました。補正予算額としまして、当初予算額4750万円

に対して、500万円の減額でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 続きまして、要保護準要保護児童就学援助費（小学校費）、これの補正をお願いします。

14分の９ページをごらんください。 

 この就学援助費は、経済的理由によって就学困難な児童に対して、学用品費等を援助す
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るなど就学援助を行って、義務教育の円滑な実施に寄与するものです。 

 本年度は、小学校１年生の認定者数、これが当初の見込みより少なかったということな

どによって、減額補正をお願いするものです。具体的に言いますと、小学校１年生、約、

見込みより30名ほど少なかったということで、それに伴いまして、新入学学用品費、ある

いは給食費、このあたりが余剰になってまいりました。これとは別に、６年生も少し、30

人ほど少なかったということで、修学旅行費、これが余剰になってまいりました。主にこ

のような理由で、合計400万円の減額補正をお願いするものでございます。 

 続きまして、14分の10ページでございます。同じく今度は要保護準要保護生徒就学援助

費（中学校費）でございます。 

 こちらは、先ほどとは逆に増額補正をお願いするものでございます。その理由は、今回、

文部科学省が要保護児童生徒援助費補助金における新入学児童生徒学用品費等の支給単価、

これをほぼ倍額に引き上げました。これは国レベルのほうで、例えばランドセル代である

とか制服代とか、こういうものが実際に必要となる額に対して十分ではないと、そういう

指摘があったというふうに聞いております。 

 本市としましてもそれに準じまして、準要保護生徒の新入学の支給単価、これを、そこ

に書いてありますように２万3550円から４万7400円に引き上げることとしたいと思います。

これは本市では本年度から中学校に入学予定の新中学校１年生、これに対して、新入学学

用品費の支給を、これは３月にするというふうな方針でおりますので、これは本年度の予

算に組み込まれております。ですので、本年度の予算を増額して、国の支給単価の引き上

げに対応して支給をしていきたいと考えております。 

 補正予算額400万円でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 続きまして、14分の11ページをごらんください。 

 こちらは、中学校給食事業費でございます。これにつきましては、調理・配送業務、こ

れが当初の見込みを下回ったということでございます。最初は喫食率25％ということで、

約２億円の予算をお願いしていたのですけれども、実際は21％程度になる見込みでござい

ます。したがいまして、調理・配送業務に不用額が生じますので、3500万円の減額補正を

お願いしたいというものでございます。どうぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○ 田中教育支援課長 
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 教育支援課、田中です。 

 続きまして、タブレット14分の12ページをごらんください。 

 総合会館視聴覚室舞台照明設備更新の工事に係る減額でございます。目的としましては、

総合会館８階にあります視聴覚室の舞台照明、この照明が動作不良となりまして、操作卓

等の更新を行う工事でございます。 

 この減額につきましては、もともとこの舞台照明が平成27年11月、今から１年半ほど前

に故障しまして、これは老朽化に伴いまして、しかも二十数年たっておりまして、部品確

保もできないということで、通常の修繕ができないということがわかってきました。この

ため、急遽、工事費として1653万5000円を計上させていただいたというところでございま

す。 

 内容につきましては、原状回復とＬＥＤ化を目指しまして、予算を計上させていただい

たところなんですけれども、今年度、設計段階になりまして、利用状況等を見ますと、こ

の３年間は本格的な舞台照明を使った利用というのはございませんでした。講演会、それ

から研修会、それから音楽の練習会程度の本当に手軽な使い方をしていただいておるとい

うのが現状でございます。このために、当初考えておりましたような舞台照明を原状回復

までということは必要がないというふうに判断させていただきまして、調光装置、これも

特注でございましたが、これも取りやめさせていただきまして、色もカラーではなく、単

色という形で、その調光があれば十分、今の利用にたえられるということで、工事をかな

り限定しまして、しかも特注をやめまして、既製品という形のものを発注させていただく

という形で、大幅に減額をさせていただくことが可能ということで、今回、補正予算額と

しましては950万円の減額をお願いしているというところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 葛山社会教育課課付主幹 

 社会教育課でございます。 

 引き続き、タブレット、14分の13ページをごらんください。久留倍官衙遺跡整備事業費

でございます。 

 平成28年度、国の補助金交付決定を受けましたが、額が見込みを下回りましたため、事

業工程を見直しました。それとともに、また整備費用が当初の見込みを下回ったため、減

額補正を行うものでございます。 
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 補正予算額は5527万8000円の減額でございます。財源内訳もあわせて国と県の補助金

3348万5000円を減額と、市債と一般財源減額です。その他特財で若干増額なんですが、こ

れは岡田文化財団の分でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 高野国体推進課長 

 国体推進課長の高野でございます。よろしくお願いします。 

 タブレット資料の14ページをごらんください。中央緑地運動施設整備事業費の中の国体

関係に関する部分、こちらの繰越明許費についてでございます。 

 予算額に記載のとおり、8890万円の予算額のうち、本年度支出予定の4587万2000円を除

いた4302万8000円を次年度に繰り越しさせていただきたいと存じます。 

 このことは、中央緑地サッカー場のクラブハウス整備工事の建築機械設備に係る入札が

昨年12月の公募期間に不調となりまして、本年１月20日付で落札はされましたが、本年度

内の出来高が当初予定どおり見込めないことが繰り越しの理由でございます。 

 施工期間は平成29年７月31日までの予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 説明はお聞き及びのとおりです。 

 それでは、これよりご質疑を受け付けます。 

 ご質疑のある方は挙手にてご発言願います。 

 

○ 森 康哲委員 

 中学校給食事業費で、先ほどの説明だと、喫食率が変わったの。少なくなったから減額

になったという説明だったと思うんですけど、その辺、ちょっともう一回確認させてくだ

さい。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 当初予算額２億3000万円いただいておりますけれども、このうちの3000万円はシステム

維持費、システムの運用費です。あと約2000万円が調理・配送業務ということです。 
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 それで、予算の見積もりとして、喫食率25％で約２億円ということだったんですが、そ

れが21％程度ということで、約５分の１ぐらいになったということで、3500万円ほど減額

をお願いするということです。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうするとさっきの当初予算のときの話と変わってくるので、食数は同じで、企業努力

で減額というところだったと思うんですけど、それは違うんですかね。食数も変わるとい

うことですか。喫食率が変わるということは、食数が変わると思うんですけども。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 喫食率が変わるということは食数が下がってきます。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、全員喫食の日を拡大していく方向にはつながらないと思うんですが、逆行

しているように思えますが、今までのやりとりは、じゃ、何だったんでしょうね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 確かに全員喫食ということで、これは食数のほうが上がってきますので、いわゆる喫食

率に反映されてくるとは思うんですけれども、ただ、全体的に今までずっと議論がされて

いるように、21％程度でずっと来ているということで、４％分不用になってくるという、

そういう説明なんですけれども。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると３校実施しても上がらなくて、下がってしまったということでしょうか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 委員おっしゃるとおり、３校入れてもそれだけだったというふうな話です。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、もし実施していなかったらもっと喫食率は下がっていたということになり
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ますので、さらにやっぱり拡大の数字を、想定の数字を上げてもらわないと、当初予算の

ほうの数字にはなかなか達しないと思いますので、この補正予算の減額以上に、やっぱり

プラスになるように、当初予算にも力を入れてやっていただきたいと思うので、要望した

いと思います。 

 続けていいですか。 

 

○ 山口智也委員長 

 お願いします。 

 

○ 森 康哲委員 

 大池中学校の体育館の整備。屋内運動場というのは、体育館のことだと思うんですけれ

ども、これは昭和63年、まだ新しいのに大規模改修に入るのは、校舎と管理棟とセットだ

からついでにやってしまおうということなんでしょうかね。 

 

○ 広瀬教育施設課課長補佐 

 教育施設課、広瀬と申します。 

 委員のご質問の体育館が新しいのにどうして大規模改修に入っているのかというご質問

でよろしかったでしょうか。 

 

○ 森 康哲委員 

 はい。 

 

○ 広瀬教育施設課課長補佐 

 それにつきましては、体育館単独では交付金の対象になりませんもので、大規模改修と

セットで交付金をもらいにいくという形で事業を、学校施設整備計画のほかの学校もそう

ですけれども、体育館は校舎とセットで交付金をとりにいくという形で、セットで進めさ

せていただいております。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 
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 昭和63年というと、30年経過、ぎりぎりしたのかな。していないのかな。この説明上は

30年以上経過したものとなっているんですが、それに当てはまらないと思うんですけれど

も、その辺の整合性はどう捉えたらいいんでしょう。 

 

○ 山口智也委員長 

 昭和63年、大池中学校は、まだ30年たっていないということですね。ちょうど１年ばか

り、まだ。 

 

○ 広瀬教育施設課課長補佐 

 済みません。計算すると１年足りません。申しわけございません。 

 

○ 山口智也委員長 

 それは補助の対象になるんですか。そういう基準があるのではないのですか。 

 

○ 広瀬教育施設課課長補佐 

 補助の対象にはなります。済みません。 

 

○ 森 康哲委員 

 なるけども、30年には達していないと。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 森 康哲委員 

 それで、四日市市内の優先順位は、じゃ、どう考えていけばよろしいでしょうかね。そ

の管理棟とのセットなら、そういう例外を設けて、一緒に整備していこうと。補助金の対

象になるからと。それで単独では、じゃ、30年以上ということなんでしょうか。 

 

○ 広瀬教育施設課課長補佐 

 今のところ昭和40年代校舎を大規模改修させていただく学校について、体育館の改修も

合わせてさせていただいておりますが、平成になってからの体育館については、昭和40年
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代校舎を大規模改修する際に一緒に改修することは行っておりません。昭和の体育館につ

いては校舎と一緒に大規模改修をさせていただいております。 

 

○ 森 康哲委員 

 昭和も64年まであるので、二十数年しかたっていないところも、それはちょっともった

いない気がしますし、この際というのもわからんではないんでしょうけど、ほか、古くて

も使っているところはたくさんあると思いますので、その辺とのやっぱり不公平感がない

ようにやっていただきたいと思います。感想です。 

 

○ 今村教育施設課長 

 その辺のところ、十分に精査したような形で計画を立てさせていただきたいと考えてお

ります。済みません。申しわけありませんでした。 

 

○ 山口智也委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 樋口博己委員 

 同じページのところなんですけど、ちょっと中身の説明だけお願いしたいんです。補正

して繰越明許で、ここは繰越明許のほうが金額が大きいんですけども、その前のずっと資

料を見ていると、笹川中学校も大きいんですけども、ほか、小学校の大規模改修なんか、

補正額と繰越明許額が一緒の金額なんですけども、その繰越明許額が大きい金額になって

いる理由だけちょっと説明いただけますか。 

 

○ 今村教育施設課長 

 補正予算額のほうにつきましては、増額内示額のほうが繰越明許額、２億1080万円でご

ざいます。それで、ただ上の補正予算額のほうについては、入札差金等の減額を含んでお

りますので、その分について金額が少ないという形になっております。まず中学校費につ

きましては。よろしいでしょうか。 

 

○ 広瀬教育施設課課長補佐 
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 それでは、大池中学校でご説明させていただければよろしいでしょうか。 

 まず補正額でございますが、平成28年度の大池中学校、保々中学校の大規模改修での不

用額5770万円の減額に加えて、平成29年度の大池中学校の大規模改修の前倒し、下の繰越

明許額ですね、２億1080万円の前倒しの増額分、この差額が１億5380万円ということで補

正をお願いしているものでございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 ちょっと、別にいいんですけど、数字の計算の内訳だけ資料で後でいただけますか。ち

ょっと理解しにくい数字の計算ですので、お願いします。 

 

○ 山口智也委員長 

 そうですね。ちょっとこれ、じゃ、またこれは改めて資料をください。差額の。 

 

○ 豊田政典委員 

 補正予算参考資料22ページ、笹川中学校ですけど、これも二つのことが書いてあって、

事業費が減ったというのと、前倒しとあるんですけど、そのそれぞれの内訳がわからない

ので、これも同じように、後で結構ですので、丁寧な資料をつくってください。 

 

○ 山口智也委員長 

 じゃ、算出根拠をお願いします。笹川中学校と大池中学校と保々中学校のですね。よろ

しくお願いします。 

 

○ 今村教育施設課長 

 はい。準備のほう、させていただきます。 

 

○ 山口智也委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

（なし） 
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○ 山口智也委員長 

 それでは、質疑はこの程度とさせていただきます。 

 それでは、討論のある方はおられますか。 

 

（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 では、分科会としての採決を行います。なお、全体会へ送るか否かは、採決の後にお諮

りします。 

 議案第94号平成28年度四日市市一般会計補正予算（第７号）、第１条歳入歳出予算の補

正、歳出第10款教育費、第１項教育総務費関係部分、第２項小学校費、第３項中学校費、

第５項社会教育費関係部分、第６項保健体育費、第２条繰越明許費の補正につきましては、

原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 全体会送りはございますか。 

 

（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、全体会送りはございません。 

 

 〔以上の経過により、議案第94号 平成28年度四日市市一般会計補正予算（第７号）、

第１条歳入歳出予算の補正、歳出第10款教育費、第１項教育総務費（関係部分）、

第２項小学校費、第３項中学校費、第５項社会教育費（関係部分）、第６項保健体

育費、第２条繰越明許費の補正について、採決の結果、別段異議なく可決すべきも

のと決する。〕 
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○ 山口智也委員長 

 これで教育委員会所管の補正予算議案についての審査を終了します。 

 理事者の一部入れかえを行いますので、委員の皆様はしばらくお待ちください。 

 それでは、再開いたします。 

 

    議案第89号 工事請負契約の締結について 

           ―中央緑地サッカー場整備工事― 

 

○ 山口智也委員長 

 ここからは、教育民生常任委員会として、議案第89号工事請負契約の締結について―中

央緑地サッカー場整備工事―を議題といたします。 

 本件については、追加資料はありませんが、先ほどの予算審査において中央緑地サッカ

ー場に関してはさまざまな資料の説明がありましたので、それも踏まえまして、ご質疑が

ありましたらご発言願います。 

 

○ 豊田政典委員 

 89号の議案書を見ますと、５社が入札をしていて、全ての入札額が同じなんです。ちょ

っと最近の入札の仕組みを追っかけていなくて理解できていないかもしれませんが、金額

が完全に一致する。これは低入札価格調査基準価格と一緒なんですけど、こういうのは、

これはあらかじめわかっていて、一番下でというのは可能なのかどうかということが一つ。 

 それから、金額が同じなので、技術評価点で優先交渉権者、決めているんですけども、

技術点の優位だった点を、主にどんなところが技術的に優位だったのかを教えてください。 

 

○ 山口智也委員長 

 資料でいいますと、今、豊田委員のおっしゃっているところはどれに。 

 

○ 豊田政典委員 

 本会議の議案書の103ページ。 
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○ 山口智也委員長 

 議案書のほうですね。 

 

○ 豊田政典委員 

 103ページ。 

 

○ 山口智也委員長 

 本会議フォルダーの議案書の103ページです。 

 

○ 中村教育委員会理事 

 理事の中村でございます。それでは、私のほうから説明させていただきます。 

 まず初めに、最近のこの総合評価方式、ちょっと簡単に説明させていただきますと、従

来、談合問題、そういう中で、いわゆるこの予定価格というものをあらかじめ公表すると

いうものがされました。 

 その中で、では競争入札に付した場合には、全て皆さん、その額に合わせて、予定価格

から最低制限価格というのが今、計算すると、いわゆる逆計算で出ます。大体ほとんど何

割というので、最低制限価格が分かる時代になってございます。 

 そうすると、この総合評価方式でする理由といいますのは、要は価格だけの競争では品

質の問題とかそういうのもあるというところの中で、従来、一般競争入札ですと、皆さん

同じであれば、くじ引きという形でほとんど決まっておったと。それでは大きな工事の場

合には品質がやはりそこで差が出るだろうというところで、この間に総合評価方式という

ものが導入されました。 

 ですので、先ほど委員がおっしゃられたように、皆さん入札された額というのは全て一

緒の額がそろっておると。ただ、ここで差が出てくるのは、技術評価というところでござ

います。この技術評価でございますが、今回５社ありました。それで、技術評価のこの評

価の中身、細かいところまではちょっといろんな、まず各会社のノウハウ等もありますの

であれですが、一応今回、技術評価でその今回とられたフジタ・アイトム・杉本特定建設

工事共同企業体、ここが他と比べて何がよかったかというのを簡単に説明させていただき

ますと、まず過去５年間の工事成績、これが他の業者よりも上回っていた。それから、技

術者要件、これについても他の１社も同点のところはありましたが、ほかのところに比べ
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るとそれが最高点をとっていたと。それからもう一つは、施工課題に対する工夫。これも

他の業者に比べれば上回っておったと、そういう総合評価の中で技術点が一応上回ってお

ったというところで、この業者の決定に至ったというところでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 ありがとうございました。 

 それで、この最低制限価格みたいな低入札価格調査基準価格そのもの、10億4200万円と

いうのは、各社が計算で出せる数字だよということですね。わかりました。ありがとうご

ざいました。 

 

○ 森 康哲委員 

 技術評価点のところをもう少し掘り下げて聞きたいんですけど、価格ではみんな横並び

と。それでくじ引きではいけないので技術評価点で評価したという説明なんですけども、

落札したその一番の評価されるところは、今、説明があったんですけども、何であかんだ

んやという、ほかの４社にはそういうあかんかった点というのは説明されるんですか。 

 

○ 中村教育委員会理事 

 技術評価の合計点は、当然こういうふうな形で外へ出ていると思うんですが、各項目に

ついては、公表されていたかどうか、ちょっと私、記憶にはないんですが、ただ少なくと

も各大きな項目については……。ちょっと確認したほうがいいですね。あやふやなことを

言ってもあれですから、もしあれだったらちょっと確認はしますが、一応、当然、各業者

ごとに、例えば地域要件とか企業要件の中でいろいろ、配点の部分は細かく分かれてござ

いますので、それに沿った形で出しておると。 

 当然、例えばこれ、情報公開請求とかいう形になれば、それは個々に出すことはできる

のかなと思うんですけども、ただ、済みません、今この時点でこれが細かく説明できるか

どうかというのは、ちょっと私も存じ上げておらんもんですから、もしあれでしたら調べ

て報告させていただきます。 

 

○ 大本国体推進課課長補佐 

 済みません、今の点についてご説明させていただきます。 
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 入札のところで、四日市市総合評価方式実施要綱というのがございまして、こちらのほ

うは公表されておるところでございます。その中の第10条におきまして、最後において、

入札参加者は公表されたみずからの評価値等について書面により疑義の照会をすることが

できるとなっておりますので、お尋ねのあることにつきましては回答できるとなっており

ます。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、ほかの４社は納得の上で、ここがあかんかったよというのは、自社のもの

はわかるということで理解します。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございました。 

 他にございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、質疑は以上とさせていただきます。 

 これより討論に移ります。 

 討論のある方は。 

 

（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、採決を行います。 

 議案第89号工事請負契約の締結について―中央緑地サッカー場整備工事―は、原案のと

おり決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 
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○ 山口智也委員長 

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第89号 工事請負契約の締結について―中央緑地サッカー場

整備工事―について、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

○ 山口智也委員長 

 以上で、教育委員会所管の議案審査を終了します。 

 それでは、教育委員会さん、ありがとうございました。 

 協議会がまだ残っておりますけれども、あすは、やっぱり審査を最優先に健康福祉部を

朝一からやって、協議会は後に回させていただきたいと思っておるんですけれども、いか

がでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、あすは健康福祉部からさせていただきます。では、どうもありがとうござい

ました。  

 

                                １８：０９閉議  


